
 

 

 

人 事 院 会 議 議 事 録  

 

                                                              

会 議 日 

 令和８年２月１２日 木曜日 

 

会議の出席者 

 

            川本総裁 伊藤人事官 土生人事官 

           （幹 事）   佐々木事務総長、荒竹総括審議官 

           （説明員）  （職員福祉局） 

小川補償課長 

（給与局） 

             伊藤給与第二課長、井手給与第三課長 

 

 議 題 

給与法の改正等を踏まえた人事院規則の一部改正等 

 

 議事の概要 

  

○ 議題「給与法等の改正を踏まえた人事院規則の一部改正等」について、担当局

から別添のとおり説明があった。 

 

○ 議題については、三人事官一致で議決された。 

 

 



在級期間表を廃止し、昇格制度等の見直しを行うとともに、初任給制度の見直し・簡素
化を行う。

【第２条、第１１～２２条、第２５～２８条、第３７条、第４６～４８条、別表第２、別表第３、別表第６】

１ 人事院規則９ー８（初任給、昇格、昇給等の基準）の一部改正

給与法の改正等を踏まえた人事院規則の一部改正等について 院議資料

令和７年の給与法の一部改正等を踏まえ、令和８年４月１日に施行すべき事項について、以下のとおり、人事院規則の
一部改正等を行うこととしたい。

令和８年２月12日
職員福祉局・給与局

自動車等使用者に対する通勤手当について、距離段階区分別の手当額を定め、65㎞
以上から100㎞以上までの区分を新設するとともに、駐車場等に係る通勤手当の支給
額等を定める等の改正を行う。

【第３条～4条、第８条～８条の３、第１２条、第１５条、第１６条～２２条】

２ 人事院規則９ー２４（通勤手当）の一部改正

「初任給調整手当」から「第一種初任給調整手当」への名称変更に対応するとともに、第
二種初任給調整手当の支給期間及び支給額等を定めるほか、所要の改正を行う。

【第１条～第１５条、別表第１～別表第３】

３ 人事院規則９ー３４（初任給調整手当）の一部改正

交流採用及び研究休職に係る在職期間等の取扱いについて見直しを行う。

【第５条、第６条】

４ 人事院規則９ー４０（期末手当及び勤勉手当）の一部改正

地域手当の段階的な見直しを行うことに伴い、令和８年度における支給割合を定める。

【附則別表第１】

５ 人事院規則９ー４９－５７（人事院規則９―４９（地域手当）の一部
を改正する人事院規則）の一部改正

最新のデータを踏まえ特地官署等を見直すことに伴い、特地官署等を規定している別
表を改正するほか、所要の改正を行う。

【第１条～第4条、別表第１及び別表第２】

６ 人事院規則９ー５５（特地勤務手当等）の一部改正

大学生年代の扶養親族の所得限度額を年額150万円に引き上げる改正を行う。

【第２条】

７ 人事院規則９ー８０（扶養手当）の一部改正

駐車場等に係る通勤手当の新設に伴い、同手当を平均給与額の算定基礎に追加する。
また、第二種初任給調整手当の新設に伴い、採用日に被災した場合の平均給与額の算
定対象となる給与として同手当を追加する。 【第８条の２、第１３条】

８ 人事院規則１６ー０（職員の災害補償）の一部改正

第二種初任給調整手当の新設に伴い、在外公館に採用された職員が採用日に被災した
場合等の平均給与額の算定対象となる給与として同手当を追加する。 【第２条】

９ 人事院規則１６ー２（在外公館に勤務する職員、船員である職員
等に係る災害補償の特例）の一部改正



院議資料

・人事院規則９－８第４９条に基づく人事院の承認について

・特地官署等の指定基準

② 人事院会議決定

・人事院規則１－３４（人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置）

・人事院規則１－６９（職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣）

・人事院規則１－７２（職員の令和七年国際博覧会特措法第１４条第１項の規定により指定された博覧会協会への派遣）

・人事院規則１－７４（職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣）

・人事院規則１－８０（職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第２条第１項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣）

・人事院規則９ー５（給与簿）

・人事院規則９ー７（俸給等の支給）

・人事院規則９―１２２（専門スタッフ職調整手当）

・人事院規則９－１４８（給与法附則第１０項、第１２項又は第１３項の規定による俸給）

・人事院規則２１－０（国と民間企業との間の人事交流）

・人事院規則２４－０（検察官その他の職員の法科大学院への派遣）

① 人事院規則

【公布日】 令和８年２月１３日
【施行日】 令和８年４月 １日

※１～９の改正に伴い、以下の人事院規則及び人事院会議決定について規定の整備等を行う

給与法の改正等を踏まえた人事院規則の一部改正等について

・昭和３８年人事院公示第５号 ・平成１２年人事院公示第４号 ・平成１５年人事院公示第２２号 ・平成２９年人事院公示第１０号 ・令和元年人事院公示第１号
・令和２年人事院公示第１７号 ・令和４年人事院公示第２３号

（参考） 人事院規則９－８等の改正に伴い、以下の人事院公示（権限委任公示）の規定の整備等を行う



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
八
―
九
七

人
事
院
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）



第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

採
用
試
験

規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
第
一

五

採
用
試
験

規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
第
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
採
用
試
験
（
規
則
八
―
一
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
採
用
試
験
（
規
則
八
―
一
八

第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
経
験
者
採
用
試
験
（
第

第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
経
験
者
採
用
試
験
（
第

十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
経
験
者
採

十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
「
経
験
者
採
用
試
験
」
と

用
試
験
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。

い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。

六
～
十
七

（
略
）

六
～
十
七

（
略
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
）

第
十
一
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
は
、

第
十
一
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
は
、

こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
能
力
等

こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
能
力
等

を
考
慮
し
、
そ
の
職
務
に
応
じ
て
決
定
す
る
も
の
と
す

を
考
慮
し
、
そ
の
職
務
に
応
じ
て
決
定
す
る
も
の
と
す



る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
後
段
に

る
。

規
定
す
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て

は
、
同
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ

２

採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ

た
者
の
職
務
の
級
は
、
そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な
つ

た
者
の
職
務
の
級
は
、
そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な
つ

た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
別
表
第
二
に
定

た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
別
表
第
二
に
定

め
る
初
任
給
基
準
表
（
以
下
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い

め
る
初
任
給
基
準
表
（
以
下
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い

う
。
）
の
試
験
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職

う
。
）
の
試
験
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職

務
の
級
（
初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
に
そ
の
適
用
さ
れ

務
の
級
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

る
区
分
の
定
め
の
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
適

用
さ
れ
る
俸
給
表
の
最
下
位
の
職
務
の
級
）
に
決
定
す

る
も
の
と
す
る
。

３

経
験
者
試
験
等
採
用
者
（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者

３

経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員



の
う
ち
、
経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
採
用

と
な
つ
た
者
そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る
職
員
（
以
下

さ
れ
た
者
そ
の
他
そ
の
有
す
る
経
験
年
数
が
一
年
以
上

「
経
験
者
試
験
等
採
用
者
」
と
い
う
。
）
の
職
務
の
級

で
あ
る
者
（
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
を
い

は
、
各
庁
の
長
が
そ
の
者
に
求
め
ら
れ
る
能
力
等
を
考

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
務
の
級
は
、
部
内
の
他
の
職

慮
し
て
指
定
す
る
採
用
試
験
の
結
果
に
よ
り
採
用
さ
れ

員
で
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の
日
に
占

た
部
内
の
他
の
職
員
で
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者

め
る
こ
と
と
な
る
官
職
の
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難
及

の
採
用
の
日
に
占
め
る
こ
と
と
な
る
官
職
の
職
務
と
そ

び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
に
従
事
す
る
者
の
職
務

の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
に
従

の
級
を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す

事
す
る
者
の
職
務
の
級
を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者
試
験

る
知
識
経
験
、
免
許
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
も
の
と

等
採
用
者
の
有
す
る
知
識
経
験
、
免
許
等
を
考
慮
し
て

す
る
。
た
だ
し
、
職
務
の
級
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給

決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
職
務
の
級
を
専
門

表
の
四
級
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
四
級
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
場

あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
決
定
す
る
も
の
と

合
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て

す
る
。

決
定
す
る
も
の
と
す
る
。



４

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
有
す
る
経

４

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
前
二
項
の
規
定

験
年
数
が
一
年
に
満
た
な
い
者
（
採
用
試
験
又
は
経
験

の
適
用
を
受
け
る
者
以
外
の
者
の
職
務
の
級
は
、
そ
の

者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
採
用
さ
れ
た
者
を
除

者
が
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適

く
。
）
の
職
務
の
級
は
、
そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な

用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験

つ
た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準

欄
の
区
分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の
定

表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
（
職
種
欄
の

め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）
及

区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ

び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区

務
の
級
（
次
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ

分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職
務
の
級
（
次
条
第
一
項

て
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
俸
給
表
の
最
下
位
の
職

第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
適
用

務
の
級
）
を
基
礎
と
し
て
そ
の
者
の
経
験
年
数
に
相
当

さ
れ
る
俸
給
表
の
最
下
位
の
職
務
の
級
）
に
決
定
す
る

す
る
期
間
そ
の
者
の
職
務
と
同
種
の
職
務
に
引
き
続
き

も
の
と
す
る
。

在
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
第
二
十
条
第
四
項
前
段

（
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
）
の
規
定
の



例
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
職
務
の
級
の
範
囲
内
で
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に

あ
つ
て
は
当
該
職
務
の
級
の
範
囲
内
で
そ
の
者
の
職
務

の
級
を
決
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
職
務
の
級
よ
り
上
位
の
職
務
の
級
に
決
定
し
よ

う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
当
該
職
務
の
級
に
そ
の
者
の
職
務
の
級
を
決
定

す
る
も
の
と
す
る
。

５

職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
次
の
各
号

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
か
ら
人
事
交
流

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
に
な
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当

等
に
よ
り
引
き
続
き
第
十
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲

該
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な

げ
る
者
に
な
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
者
か
ら
人
事
交

つ
た
も
の
の
職
務
の
級
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ

流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
も
の
の
職
務

る
者
と
な
つ
た
日
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
職
務
の

の
級
は
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
つ
た
日
の
前
日



級
を
踏
ま
え
て
決
定
す
る
こ
と
が
、
そ
の
者
の
能
力
等

に
お
け
る
そ
の
者
の
職
務
の
級
を
基
礎
と
し
て
引
き
続

を
考
慮
し
、
そ
の
職
務
に
応
じ
て
決
定
す
る
た
め
に
適

き
職
員
で
あ
つ
た
も
の
と
し
て
昇
格
の
規
定
の
例
に
よ

当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

る
も
の
と
し
た
場
合
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
務

ら
ず
、
当
該
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
職
務
の
級
を
基

の
級
の
範
囲
内
で
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

礎
と
し
て
引
き
続
き
職
員
で
あ
つ
た
も
の
と
し
て
昇
格

等
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
職
務
の
級
に
決
定
で
き
る
も
の
と
す

る
。

一

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
な
い
国
家
公
務
員

（
新
設
）

二

地
方
公
務
員

（
新
設
）

三

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
勤
務
す
る
者

（
新
設
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
法
令
の
規
定
に

（
新
設
）

基
づ
き
、
国
に
そ
の
業
務
が
移
管
さ
れ
る
機
関
に
勤



務
す
る
も
の

五

官
制
若
し
く
は
定
員
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に

（
新
設
）

よ
り
廃
職
又
は
過
員
を
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し

て
一
年
を
経
過
し
な
い
者

六

法
令
の
規
定
に
よ
り
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
職

（
新
設
）

員
で
そ
の
任
期
が
満
了
し
た
も
の

七

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院

（
新
設
）

が
定
め
る
者

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
）

第
十
二
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
は
、
次
の

第
十
二
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
号
俸
と
す
る
。

め
る
号
俸
と
す
る
。

一

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ

一

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
級
を
決
定
さ



る
職
員
を
除
く
。
）

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任

れ
た
職
員

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表

給
基
準
表
の
試
験
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄

の
試
験
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
に
定
め
る

に
定
め
る
号
俸

号
俸

二

経
験
者
試
験
等
採
用
者

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

二

経
験
者
試
験
等
採
用
者

各
庁
の
長
が
当
該
経
験

初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区

者
試
験
等
採
用
者
に
求
め
ら
れ
る
能
力
等
を
考
慮
し

分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
が

て
指
定
す
る
採
用
試
験
の
結
果
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）
及
び

部
内
の
他
の
職
員
で
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者

学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
と
同
一
の
初
任
給
基
準
表
の

の
採
用
の
日
に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
も
の
と
し
た

こ
れ
ら
の
欄
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
部
内
の
他
の

場
合
に
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す
る
経

職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
部
内
職
員
」
と
い

験
年
数
に
相
応
す
る
経
験
年
数
を
有
す
る
こ
と
と
な

う
。
）
で
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の

る
者
が
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の
日

日
に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、

に
属
す
る
職
務
の
級
と
同
一
の
職
務
の
級
に
属
す
る

当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す
る
経
験
年
数
に

場
合
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
俸
を
踏
ま
え
、
当
該



相
応
す
る
経
験
年
数
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
が
、

経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す
る
能
力
等
を
考
慮
し

当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の
日
に
属
す
る

て
決
定
す
る
号
俸
（
職
務
の
級
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
職

職
務
の
級
と
同
一
の
職
務
の
級
に
属
す
る
場
合
に
受

俸
給
表
の
四
級
に
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、

け
る
こ
と
と
な
る
号
俸
を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者
試

最
低
の
号
俸
）

験
等
採
用
者
の
有
す
る
能
力
等
を
考
慮
し
て
決
定
す

る
号
俸
（
部
内
職
員
が
い
な
い
者
及
び
こ
れ
に
準
ず

る
者
と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
人

事
院
の
定
め
る
号
俸
）

三

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
（
次
号
に
掲
げ
る

三

前
二
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

職
員
を
除
く
。)

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
号

基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
（
職

俸

種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
が
あ
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）
及
び
学
歴
免



許
等
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
に
定
め
る
号

俸（
削
る
）

イ

前
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
職
務
の
級
の

号
俸
が
初
任
給
基
準
表
に
定
め
ら
れ
て
い
る
職
員

当
該
号
俸

（
削
る
）

ロ

前
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
職
務
の
級
の

号
俸
が
初
任
給
基
準
表
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
職

員

初
任
給
基
準
表
に
定
め
る
号
俸
を
基
礎
と
し

て
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
昇
格
し
、
又
は

降
格
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
第
二
十
三
条
第
一

項
又
は
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

得
ら
れ
る
号
俸

四

（
略
）

四

（
略
）



２

前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に

２

職
務
の
級
の
最
低
限
度
の
資
格
を
超
え
る
学
歴
免
許

よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
に
つ
い

等
の
資
格
又
は
経
験
年
数
を
有
す
る
職
員
（
経
験
者
試

て
、
当
該
人
事
交
流
等
に
よ
る
異
動
又
は
退
職
の
直
前

験
等
採
用
者
を
除
く
。
）
の
号
俸
に
つ
い
て
は
、
前
項

に
受
け
て
い
た
号
俸
を
踏
ま
え
て
決
定
す
る
こ
と
が
適

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
九
条
ま

当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と

で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
初
任
給
基
準
表
に
定
め

し
て
人
事
院
が
定
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か

る
号
俸
を
調
整
し
、
又
は
そ
の
者
の
号
俸
を
同
項
の
規

か
わ
ら
ず
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

定
に
よ
る
号
俸
よ
り
上
位
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き

者
の
号
俸
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

（
初
任
給
基
準
表
の
適
用
方
法
）

（
初
任
給
基
準
表
の
適
用
方
法
）

第
十
三
条

初
任
給
基
準
表
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

第
十
三
条

初
任
給
基
準
表
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

俸
給
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
職
種
欄
の
区
分
又
は
試

俸
給
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
職
種
欄
の
区
分
又
は
試

験
欄
の
区
分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の

験
欄
の
区
分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の

定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）

定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）



及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
応
じ
て
適
用
す
る
も
の

及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
応
じ
て
適
用
す
る
も
の

と
す
る
。

と
し
、
経
験
者
試
験
等
採
用
者
に
は
適
用
し
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

初
任
給
基
準
表
（
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
の
あ
る
も

３

初
任
給
基
準
表
（
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
の
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
の

の
に
限
る
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
の

う
ち
、
そ
の
者
が
有
す
る
知
識
経
験
、
学
歴
免
許
等
の

う
ち
、
そ
の
者
が
有
す
る
知
識
経
験
、
学
歴
免
許
等
の

資
格
等
に
照
ら
し
て
、
採
用
試
験
の
う
ち
い
ず
れ
か
の

資
格
等
に
照
ら
し
て
、
採
用
試
験
の
う
ち
い
ず
れ
か
の

試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
に
相
当
す

試
験
の
結
果
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
に
相
当
す
る
と
認

る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か

め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

か
わ
ら
ず
、
同
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
の
う
ち
当

ず
、
同
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
の
う
ち
当
該
試
験

該
試
験
に
対
応
す
る
区
分
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

に
対
応
す
る
区
分
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
「
総
合
職
（
院
卒
）
」
、
「
総
合
職

（
大
卒
）
」
又
は
「
専
門
職
（
大
卒
一
群
）
」
の
区
分



に
よ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
人
事
院
に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
学
歴
免
許
等
の
資
格
に
よ
る
号
俸
の
調
整
）

第
十
四
条

削
除

第
十
四
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
者

に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
学

歴
免
許
等
の
区
分
に
対
応
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
よ

り
上
位
の
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
有
す
る
者
で
当
該
学

歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
す
る
に
際
し
そ
の
者
の
職
務

に
直
接
有
用
な
知
識
又
は
技
術
を
修
得
し
た
と
認
め
る

も
の
に
対
す
る
初
任
給
基
準
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
初
任
給
欄
に

定
め
る
号
俸
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
の



有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
属
す
る
学
歴
免
許
等
資

格
区
分
表
に
定
め
る
学
歴
免
許
等
の
区
分
の
区
分
に
応

じ
て
次
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
か
ら
同
表
の
上
欄
及

び
中
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準

表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
（
そ
の
者

に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
学

歴
免
許
等
の
資
格
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
学
歴
免
許
等
の
資

格
の
属
す
る
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
に
定
め
る
学
歴

免
許
等
の
区
分
）
の
区
分
に
応
じ
て
次
の
表
の
下
欄
に

定
め
る
数
を
減
じ
た
数
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
加

算
数
」
と
い
う
。
）
に
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て

得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
俸
を
も
つ
て
、
初
任
給
基
準



表
の
初
任
給
欄
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

博
士
課
程
修
了

二
十
一

修
士
課
程
修
了
、
専
門
職
学
位

十
八

課
程
修
了
又
は
大
学
六
卒

大
学
専
攻
科
卒

十
七

大
学
四
卒

大
学
卒

十
六

短
大
三
卒

十
五

短
大
二
卒

短
大
卒

十
四

短
大
一
卒
又
は
高
校
専
攻
科
卒

十
三

高
校
三
卒

高
校
卒

十
二

高
校
二
卒

十
一

備
考一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二



十
六
号
）
に
よ
る
大
学
院
博
士
課
程
の
う
ち

医
学
若
し
く
は
歯
学
に
関
す
る
課
程
又
は
薬

学
若
し
く
は
獣
医
学
に
関
す
る
課
程
（
修
業

年
限
四
年
の
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た

者
に
対
す
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
「
博
士
課
程
修
了
」

の
区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

数
に
一
を
加
え
た
数
を
も
つ
て
、
同
欄
に
掲

げ
る
数
と
す
る
。

二

そ
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
に

係
る
こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
に
つ
い
て

人
事
院
が
別
段
の
定
め
を
し
た
職
員
に
つ
い

て
は
、
人
事
院
が
定
め
る
数
を
も
つ
て
、
同



欄
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

２

初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分

の
適
用
を
受
け
る
者
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
そ
の
区
分
に
応
じ
、
「
総
合
職
（
院

卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
修
士
課
程
修
了
」
、
「
専
門
職

学
位
課
程
修
了
」
及
び
「
大
学
六
卒
」
の
区
分
、
「
総

合
職
（
大
卒
）
」
、
「
一
般
職
（
大
卒
）
」
、
「
専
門

職
（
大
卒
一
群
）
」
及
び
「
専
門
職
（
大
卒
二
群
）
」

に
あ
つ
て
は
「
大
学
卒
」
の
区
分
、
「
一
般
職
（
高

卒
）
」
及
び
「
専
門
職
（
高
卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
高

校
卒
」
の
区
分
が
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
俸
）

（
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
俸
）



第
十
五
条

新
た
に
職
員
と
な
り
、
第
十
二
条
第
一
項
第

第
十
五
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る

一
号
又
は
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
う
ち

者
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
経
験
年
数
を
有
す
る
者

経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
俸
は
、
当
該
各
号
の
規
定

の
号
俸
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
号
俸

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
規
定
に
よ
る
号
俸
の
号

（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て

数
に
、
そ
の
者
の
有
す
る
経
験
年
数
の
月
数
を
十
二
月

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
号
俸
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

で
除
し
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

て
「
基
準
号
俸
」
と
い
う
。
）
の
号
数
に
、
当
該
経
験

を
切
り
捨
て
た
数
）
に
別
表
第
七
の
四
イ
に
定
め
る
行

年
数
の
月
数
を
十
二
月
（
そ
の
者
の
経
験
年
数
の
う
ち

政
職
俸
給
表
㈠
七
級
以
下
職
員
等
昇
給
号
俸
数
表
の
Ｃ

五
年
を
超
え
る
経
験
年
数
（
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲

欄
の
上
段
に
掲
げ
る
号
俸
数
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え

げ
る
者
で
人
事
院
の
定
め
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た

て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
俸
（
人
事
院
の
定
め
る
者

も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
経
験
年
数
と

に
あ
つ
て
は
、
当
該
号
俸
の
数
に
三
を
超
え
な
い
範
囲

し
、
職
員
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直
接
役
立
つ
と
認
め

内
で
人
事
院
の
定
め
る
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と

ら
れ
る
職
務
で
あ
つ
て
人
事
院
の
定
め
る
も
の
に
従
事

す
る
号
俸
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
期
間
の
あ
る
職
員
の
経
験
年
数
の
う
ち
部
内
の
他



の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
各
庁
の
長
が
相
当
と
認

め
る
年
数
を
除
く
。
）
の
月
数
に
あ
つ
て
は
、
十
八

月
）
で
除
し
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
に
別
表
第
七
の
四
イ
に
定
め

る
行
政
職
俸
給
表
㈠
七
級
以
下
職
員
等
昇
給
号
俸
数
表

の
Ｃ
欄
の
上
段
に
掲
げ
る
号
俸
数
（
行
政
職
俸
給
表
㈠

の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上

で
あ
る
も
の
又
は
第
三
十
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
職

員
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
七
の
四
ロ
に
定
め
る
行
政
職

俸
給
表
㈠
八
級
以
上
職
員
等
昇
給
号
俸
数
表
の
Ｃ
欄
に

掲
げ
る
号
俸
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数

を
号
数
と
す
る
号
俸
（
人
事
院
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
号
俸
の
数
に
三
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事



院
の
定
め
る
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号

俸
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

一

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

そ
の
者

の
任
用
の
基
礎
と
な
つ
た
試
験
に
合
格
し
た
時
以
後

の
経
験
年
数
又
は
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基

準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
に
応
じ
、

「
総
合
職
（
院
卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
修
士
課
程
修

了
」
、
「
専
門
職
学
位
課
程
修
了
」
又
は
「
大
学
六

卒
」
の
区
分
、
「
総
合
職
（
大
卒
）
」
、
「
一
般
職

（
大
卒
）
」
、
「
専
門
職
（
大
卒
一
群
）
」
及
び

「
専
門
職
（
大
卒
二
群
）
」
に
あ
つ
て
は
「
大
学

卒
」
の
区
分
、
「
一
般
職
（
高
卒
）
」
及
び
「
専
門

職
（
高
卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
高
校
卒
」
の
区
分
に



属
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
（
前
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
適
用
に
際

し
て
用
い
ら
れ
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
）
を
取
得
し

た
時
以
後
の
経
験
年
数

（
削
る
）

二

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
及
び
同
条

第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

人
事
院
の
定

め
る
経
験
年
数

（
削
る
）

三

前
二
号
又
は
次
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者

初

任
給
基
準
表
の
適
用
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
そ
の
者

の
学
歴
免
許
等
の
資
格
（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
適
用
に
際
し
て

用
い
ら
れ
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
）
を
取
得
し
た
時

以
後
の
経
験
年
数



（
削
る
）

四

第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で

基
準
号
俸
が
職
務
の
級
の
最
低
の
号
俸
（
初
任
給
基

準
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
の
最
低
の
号
俸
を
除

く
。
）
で
あ
る
も
の

人
事
院
の
定
め
る
経
験
年
数

２

新
た
に
職
員
と
な
り
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の

２

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
者
に
適
用

規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
う
ち
人
事
院
の
定
め
る
者

さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
学
歴
免
許

の
号
俸
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規

等
の
区
分
に
対
応
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
よ
り
上
位

定
に
よ
る
号
俸
の
号
数
に
人
事
院
の
定
め
る
数
を
加
え

の
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
条
第
一
項
の

て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き

規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
に
対
す
る
前
項
の
規
定

る
。

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
と
し
た
場
合
の
そ
の
適
用
に
際
し
て
用
い

ら
れ
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
し
た
時
以
後
の
経

験
年
数
に
加
算
数
を
加
え
た
年
数
を
も
つ
て
、
前
項
各



号
に
定
め
る
経
験
年
数
と
す
る
。

（
経
験
年
数
）

（
経
験
年
数
）

第
十
五
条
の
二

第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十

第
十
五
条
の
二

第
十
一
条
第
四
項
、
第
十
二
条
第
一
項

二
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る

第
二
号
及
び
第
二
項
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
経
験
年

経
験
年
数
（
以
下
「
経
験
年
数
」
と
い
う
。
）
は
、
新

数
（
以
下
「
経
験
年
数
」
と
い
う
。
）
は
、
新
た
に
職

た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
有
す
る
最
も
新
し
い
学
歴
免

員
と
な
つ
た
者
の
有
す
る
最
も
新
し
い
学
歴
免
許
等
の

許
等
の
資
格
を
取
得
し
た
時
（
当
該
資
格
以
外
の
資
格

資
格
を
取
得
し
た
時
（
当
該
資
格
以
外
の
資
格
に
よ
る

に
よ
る
こ
と
が
そ
の
者
に
有
利
で
あ
る
場
合
と
し
て
人

こ
と
が
、
そ
の
者
に
有
利
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

事
院
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
人
事
院
が
定
め
る

そ
の
資
格
を
取
得
し
た
時
）
以
後
の
年
数
を
別
表
第
四

資
格
を
取
得
し
た
時
）
以
後
の
年
数
を
別
表
第
四
に
定

に
定
め
る
経
験
年
数
換
算
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

め
る
経
験
年
数
換
算
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算

換
算
し
て
得
ら
れ
る
年
数
と
す
る
。

し
て
得
ら
れ
る
年
数
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



（
特
別
の
事
情
が
あ
る
職
員
に
対
す
る
職
務
の
級
及
び

（
下
位
の
区
分
を
適
用
す
る
方
が
有
利
な
場
合
の
号

号
俸
の
取
扱
い
）

俸
）

第
十
六
条

こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
職
務
の
級
及

第
十
六
条

第
十
四
条
又
は
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
号

び
号
俸
を
決
定
す
る
場
合
に
は
そ
の
採
用
が
著
し
く
困

俸
が
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
試
験

難
に
な
る
場
合
そ
の
他
職
員
の
採
用
の
事
情
を
考
慮
し

欄
の
区
分
よ
り
初
任
給
欄
の
号
俸
が
下
位
で
あ
る
試
験

て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の

欄
の
区
分
（
「
そ
の
他
」
の
区
分
を
含
む
。
）
を
用

章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
員
が
有
す
る
能

い
、
又
は
そ
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
う

力
、
知
識
経
験
、
学
歴
免
許
等
の
資
格
等
を
考
慮
し
て

ち
の
下
位
の
資
格
の
み
を
有
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ら

あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
従

の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
号
俸
に
達
し
な

い
、
当
該
職
員
の
職
務
の
級
及
び
号
俸
を
決
定
す
る
こ

い
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
下
位
の
区
分
を
用
い
、
又

と
が
で
き
る
。

は
当
該
下
位
の
資
格
の
み
を
有
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ

ら
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
号
俸
を
も
つ

て
、
そ
の
者
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
人
事
交
流
等
に
よ
り
異
動
し
た
場
合
の
号
俸
）

第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

第
十
七
条

次
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引

き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
に
つ
い
て
、
第
十

五
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
著
し
く
部
内

の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
号
俸
を
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
な
い
国
家
公
務
員

二

地
方
公
務
員

三

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
勤
務
す
る
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
法
令
の
規
定
に

基
づ
き
、
国
に
そ
の
業
務
が
移
管
さ
れ
る
機
関
に
勤



務
す
る
も
の

五

官
制
若
し
く
は
定
員
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に

よ
り
廃
職
又
は
過
員
を
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し

て
一
年
を
経
過
し
な
い
者

六

法
令
の
規
定
に
よ
り
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
職

員
で
そ
の
任
期
が
満
了
し
た
も
の

七

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院

が
定
め
る
者

（
特
殊
の
官
職
に
採
用
す
る
場
合
等
の
号
俸
）

第
十
八
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
号
俸
の
決
定

に
つ
い
て
第
十
五
条
又
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
場

合
に
は
そ
の
採
用
が
著
し
く
困
難
に
な
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
部
内
の



他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事
院

の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
者
の
号
俸

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

顕
著
な
業
績
等
を
有
す
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
必

要
の
あ
る
教
授
、
准
教
授
、
研
究
員
、
医
師
等
の
官

職
に
職
員
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
特
殊
の
技
術
、
経

験
等
を
必
要
と
す
る
官
職
に
職
員
を
採
用
し
よ
う
と

す
る
場
合

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
号
俸
に
関
す
る
規
定
の
適

用
除
外
）

第
十
九
条

初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
学
歴
免

許
等
の
区
分
の
定
め
が
な
い
職
種
欄
の
区
分
（
こ
れ
に



対
応
す
る
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
十
四

条
、
第
十
五
条
及
び
前
三
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

た
だ
し
、
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
引
き
続
い

て
職
員
と
な
つ
た
者
そ
の
他
そ
の
採
用
に
つ
い
て
特
別

の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
号
俸
を
決
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昇
格
）

（
昇
格
）

第
二
十
条

職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
務

第
二
十
条

職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
務

に
応
じ
、
か
つ
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
従
い
、
そ
の

に
応
じ
、
か
つ
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
従
い
、
そ
の

者
の
属
す
る
職
務
の
級
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

者
の
属
す
る
職
務
の
級
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
を
行
政
職



俸
給
表
㈠
七
級
以
上
の
級
そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る
職

務
の
級
に
決
定
さ
れ
る
職
員
は
、
そ
の
職
務
の
級
に
分

類
さ
れ
て
い
る
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
を

考
慮
し
て
人
事
院
が
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
削
る
）

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
を
一
級
上
位
の

職
務
の
級
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
六

に
定
め
る
在
級
期
間
表
（
以
下
「
在
級
期
間
表
」
と
い

う
。
）
に
定
め
る
在
級
期
間
（
職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場

合
に
必
要
な
一
級
下
位
の
職
務
の
級
に
在
級
し
た
年
数

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
在
級
期
間
表
に
お
い
て



人
事
院
が
別
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
要
件
に
従
い
、
そ

の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
昇
格
さ
せ
よ
う
と
す
る
日
以
前

に
お
け
る
直
近
の
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
全
体
評

語
が
「
非
常
に
優
秀
」
の
段
階
以
上
で
あ
る
と
き
そ
の

他
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
と
き
は
、
在
級
期
間

表
に
定
め
る
在
級
期
間
に
百
分
の
五
十
以
上
百
分
の
百

未
満
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
期
間
を
も
つ
て
、
在
級
期

間
表
の
在
級
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
昇

格
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
在
級
期
間
表
に
お
い
て
人

事
院
が
別
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
要
件
を
満
た
す
と
き

又
は
職
員
を
二
級
以
上
上
位
の
職
務
の
級
に
決
定
す
る



特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事

院
の
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
属

す
る
職
務
の
級
を
二
級
以
上
上
位
の
職
務
の
級
に
決
定

す
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

６

第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
在
級
期
間
表
に
定
め
る

在
級
期
間
に
よ
る
こ
と
と
し
た
と
き
に
部
内
の
他
の
職

員
と
の
均
衡
を
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
対
す
る

同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
別
表
第

六
」
と
あ
る
の
は
「
人
事
院
の
定
め
る
要
件
及
び
別
表

第
六
」
と
、
「
定
め
る
在
級
期
間
（
職
員
を
昇
格
さ
せ

る
場
合
に
必
要
な
一
級
下
位
の
職
務
の
級
に
在
級
し
た

年
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
在
級
期
間
表
に
お

い
て
」
と
あ
る
の
は
「
お
い
て
」
と
す
る
。



（
削
る
）

７

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
昇
格
は
、
現
に
属
す
る
職
務

の
級
に
一
年
以
上
在
級
し
て
い
な
い
職
員
に
つ
い
て
は

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
職
務
の
特
殊
性
等

に
よ
り
そ
の
在
級
す
る
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
者
を

特
に
昇
格
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で

あ
つ
て
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
在
級
期
間
表
の
適
用
方
法
）

（
削
る
）

第
二
十
条
の
二

在
級
期
間
表
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ

る
俸
給
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
職
種
欄
の
区
分
の
定

め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
区
分
に
応
じ
て
適

用
す
る
。

２

在
級
期
間
表
の
職
務
の
級
欄
に
定
め
る
数
字
は
、
当



該
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
た
め
の
在
級
期
間
を
示

す
。

３

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
条
第

三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
対
す
る
在
級
期
間

表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い

て
職
員
と
な
つ
た
者
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
在
級
期
間
表
を
適
用
す

る
場
合
に
お
け
る
そ
の
職
務
の
級
に
在
級
し
た
期
間
に

つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
そ
の
職
務
の

級
に
在
級
し
た
期
間
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き

る
。

一

第
十
七
条
又
は
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
職
員

部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て



あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
期
間

二

第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
若

し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
職
員

部

内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
及
び
そ
の
者
の
従
前
の
勤

務
成
績
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を

得
て
定
め
る
期
間

（
上
位
資
格
の
取
得
等
に
よ
る
昇
格
）

（
上
位
資
格
の
取
得
等
に
よ
る
昇
格
）

第
二
十
一
条

職
員
が
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当

第
二
十
一
条

職
員
が
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
り
、
又
は
異
な
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

す
る
こ
と
と
な
り
、
又
は
異
な
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

を
取
得
し
た
等
の
結
果
、
上
位
の
職
務
の
級
に
決
定
さ

を
取
得
し
、
若
し
く
は
在
級
期
間
表
の
異
な
る
職
種
欄

れ
る
資
格
等
を
有
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
前
条

の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
等
の
結
果
、

（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

上
位
の
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
る
資
格
等
を
有
す
る
に

そ
の
資
格
等
に
応
じ
た
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と

至
つ
た
場
合
に
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら



が
で
き
る
。

ず
、
そ
の
資
格
等
に
応
じ
た
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
特
別
の
場
合
の
昇
格
）

（
特
別
の
場
合
の
昇
格
）

第
二
十
二
条

派
遣
法
第
三
条
に
規
定
す
る
派
遣
職
員

第
二
十
二
条

派
遣
法
第
三
条
に
規
定
す
る
派
遣
職
員

（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
が
職
務
に
復
帰
し

（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
が
職
務
に
復
帰
し

た
場
合
又
は
人
事
院
が
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
に

た
場
合
又
は
人
事
院
が
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
に

お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
特
に
必
要
が

お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
二
十
条
（
第
一
項
後

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
か

段
を
除
く
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
に

か
わ
ら
ず
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

応
じ
た
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

職
務
に
応
じ
た
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
初
任
給
基
準
又
は
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動

（
初
任
給
基
準
を
異
に
す
る
異
動
の
場
合
の
職
務
の



の
場
合
の
職
務
の
級
）

級
）

第
二
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
異
動
を
し
た
職
員
の

第
二
十
五
条

職
員
を
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
こ
と

職
務
の
級
は
、
そ
の
異
動
後
の
職
務
に
応
じ
決
定
す
る

な
く
初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る

（
第
一
号
に
掲
げ
る
異
動
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
決
定

他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
に
異
動
さ
せ
る
場
合
に
は
、

し
、
又
は
引
き
続
き
従
前
の
職
務
の
級
に
と
ど
ま
ら
せ

そ
の
異
動
後
の
職
務
に
応
じ
、
か
つ
、
そ
の
異
動
の
日

る
）
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条

に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者

第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
る
職

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄

員
に
つ
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試

験
欄
の
区
分
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
区
分
）
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
対
応
す

る
初
任
給
欄
の
職
務
の
級
（
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号

に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

俸
給
表
の
最
下
位
の
職
務
の
級
）
を
基
礎
と
し
て
そ
の



者
の
経
験
年
数
に
相
当
す
る
期
間
そ
の
者
の
職
務
と
同

種
の
職
務
に
引
き
続
き
在
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
第

二
十
条
第
四
項
前
段
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
た

場
合
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
務
の
級
（
次
項
及

び
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
仮
定
級
」
と
い

う
。
）
の
範
囲
内
で
昇
格
さ
せ
、
当
該
職
務
に
応
じ
て

降
格
さ
せ
、
又
は
引
き
続
き
従
前
の
職
務
の
級
に
と
ど

ま
ら
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る

（
新
設
）

他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
（
次
号
に
掲
げ

る
異
動
を
除
く
。
）

二

俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
他
の
職
務
へ
の
異
動

（
新
設
）

（
削
る
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
昇
格
さ
せ
よ
う
と
す
る
日
以
前



に
お
け
る
直
近
の
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
全
体
評

語
が
「
非
常
に
優
秀
」
の
段
階
以
上
で
あ
る
職
員
そ
の

他
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
職
務
の
級
を
仮
定
級
よ
り

上
位
の
職
務
の
級
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
初
任
給
基
準
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号

（
初
任
給
基
準
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号

俸
）

俸
）

第
二
十
六
条

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
異
動
を
し
た
職
員

第
二
十
六
条

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
職

の
当
該
異
動
後
の
号
俸
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

員
の
当
該
異
動
後
の
号
俸
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
俸
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
俸
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

そ
の
初
任
給
の
決
定
に
つ
い
て
第
十
二
条
第
二
項

二

そ
の
初
任
給
の
決
定
に
つ
い
て
第
十
七
条
又
は
第



の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
及
び
人
事
院
の
定
め
る

十
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
及
び
人
事
院
の

者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

あ
ら
か
じ
め

定
め
る
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

あ
ら

人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
従
い
、
前
号

か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
従

の
規
定
に
準
じ
て
昇
格
、
昇
給
等
の
規
定
を
適
用
し

い
、
前
号
の
規
定
に
準
じ
て
昇
格
、
昇
給
等
の
規
定

た
場
合
に
異
動
の
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
俸

を
適
用
し
た
場
合
に
異
動
の
日
に
受
け
る
こ
と
と
な

る
号
俸

三

（
略
）

三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
の
場
合
の
職
務
の

級
）

第
二
十
七
条

削
除

第
二
十
七
条

職
員
を
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
し
て
他
の

職
務
に
異
動
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
職
務
の

級
は
、
そ
の
異
動
後
の
職
務
に
応
じ
、
か
つ
、
仮
定
級



の
範
囲
内
で
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
職
員
の
職
務
の
級
を
決
定
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

３

経
験
者
試
験
等
採
用
者
を
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
し

て
他
の
職
務
に
異
動
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の

職
務
の
級
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

異
動
後
の
職
務
に
応
じ
、
そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な

つ
た
と
き
か
ら
異
動
後
の
職
務
と
同
種
の
職
務
に
引
き

続
き
在
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
そ
の
と
き
の
第
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
職
務
の
級
を
基

礎
と
し
、
か
つ
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
及
び
そ

の
者
の
従
前
の
勤
務
成
績
を
考
慮
し
て
昇
格
等
の
規
定

を
適
用
し
た
場
合
に
異
動
の
日
に
属
す
る
こ
と
と
な
る



職
務
の
級
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
決
定
す
る
も
の
と
す

る
。

（
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号

（
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号

俸
）

俸
）

第
二
十
八
条

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
（
第
三
号
の

第
二
十
八
条

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
（
第
三
号
の

規
定
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二

規
定
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
条

十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
異
動
を
し
た
職
員
の
異
動
後

第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の

の
号
俸
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

異
動
後
の
号
俸
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
次
号
及
び
第
三
号
」

い
て
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
次
号
及
び
第

と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
人
事
院

三
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、
同
項
第
二
号
中

の
定
め
る
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
」
と
あ

「
人
事
院
の
定
め
る
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除

る
の
は
「
人
事
院
の
定
め
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
人
事
院
の
定
め
る
者
」
と
読

と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



（
昇
給
区
分
及
び
昇
給
の
号
俸
数
）

（
昇
給
区
分
及
び
昇
給
の
号
俸
数
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）

第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
俸
数

第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
俸
数

10

10

が
、
昇
給
日
に
そ
の
者
が
属
す
る
職
務
の
級
の
最
高
の

が
、
昇
給
日
に
そ
の
者
が
属
す
る
職
務
の
級
の
最
高
の

号
俸
の
号
数
か
ら
当
該
昇
給
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受

号
俸
の
号
数
か
ら
当
該
昇
給
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受

け
て
い
た
号
俸
（
当
該
昇
給
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を

け
て
い
た
号
俸
（
当
該
昇
給
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を

異
に
す
る
異
動
又
は
第
二
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
異

異
に
す
る
異
動
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

動
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
異
動
後
の
号
俸
）

異
動
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
異
動
後
の
号

の
号
数
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
俸
数
を
超
え

俸
）
の
号
数
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
俸
数
を

る
こ
と
と
な
る
職
員
の
昇
給
の
号
俸
数
は
、
第
七
項
又

超
え
る
こ
と
と
な
る
職
員
の
昇
給
の
号
俸
数
は
、
第
七

は
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
相
当
す
る
号

項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
相
当
す

俸
数
と
す
る
。

る
号
俸
数
と
す
る
。



（
略
）

（
略
）

11

11
（
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
前
に
告
知
さ
れ
た
採
用
試

験
等
の
取
扱
い
）

第
四
十
六
条
及
び
第
四
十
七
条

削
除

第
四
十
六
条

第
十
三
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
初

任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
の
う

ち
「
Ⅰ
種
」
又
は
「
Ａ
種
」
の
区
分
を
適
用
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
旨
を
人
事
院
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２

初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分

の
う
ち
「
Ⅰ
種
」
、
「
Ⅱ
種
」
、
「
Ⅲ
種
」
、
「
Ａ

種
」
又
は
「
Ｂ
種
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
に
対

す
る
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
中

「
「
総
合
職
（
院
卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
修
士
課
程
修



了
」
、
「
専
門
職
学
位
課
程
修
了
」
及
び
「
大
学
六

卒
」
の
区
分
、
「
総
合
職
（
大
卒
）
」
、
「
一
般
職

（
大
卒
）
」
、
「
専
門
職
（
大
卒
一
群
）
」
及
び
「
専

門
職
（
大
卒
二
群
）
」
に
あ
つ
て
は
「
大
学
卒
」
の
区

分
、
「
一
般
職
（
高
卒
）
」
及
び
「
専
門
職
（
高

卒
）
」
」
と
あ
り
、
及
び
同
号
中
「
「
総
合
職
（
院

卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
修
士
課
程
修
了
」
、
「
専
門
職

学
位
課
程
修
了
」
又
は
「
大
学
六
卒
」
の
区
分
、
「
総

合
職
（
大
卒
）
」
、
「
一
般
職
（
大
卒
）
」
、
「
専
門

職
（
大
卒
一
群
）
」
及
び
「
専
門
職
（
大
卒
二
群
）
」

に
あ
つ
て
は
「
大
学
卒
」
の
区
分
、
「
一
般
職
（
高

卒
）
」
及
び
「
専
門
職
（
高
卒
）
」
」
と
あ
る
の
は
、

「
「
Ⅰ
種
」
、
「
Ⅱ
種
」
及
び
「
Ａ
種
」
に
あ
つ
て
は



「
大
学
卒
」
の
区
分
、
「
Ｂ
種
」
に
あ
つ
て
は
「
短
大

卒
」
の
区
分
、
「
Ⅲ
種
」
」
と
す
る
。

３

初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分

の
う
ち
「
一
般
職
（
大
卒
）
」
、
「
専
門
職
（
大
卒
二

群
）
」
又
は
「
Ⅱ
種
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
に

対
す
る
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

中
「
含
む
」
と
あ
る
の
は
、
「
含
み
、
当
該
適
用
さ
れ

る
試
験
欄
の
区
分
が
「
一
般
職
（
大
卒
）
」
、
「
専
門

職
（
大
卒
二
群
）
」
又
は
「
Ⅱ
種
」
の
区
分
で
あ
る
場

合
は
「
Ｂ
種
」
の
区
分
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
」
と

す
る
。

第
四
十
七
条

削
除

（
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
等
に
つ
い
て
の

（
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
等
に
つ
い
て
の



暫
定
措
置
）

暫
定
措
置
）

第
四
十
八
条

第
十
六
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号

第
四
十
八
条

第
十
八
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号

（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

若
し
く
は
第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
の

若
し
く
は
第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
の

承
認
を
得
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
基
準
又
は
第

承
認
を
得
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
基
準
又
は
在

二
十
条
第
一
項
後
段
（
第
十
一
条
第
一
項
後
段
及
び
第

級
期
間
表
に
お
い
て
別
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

二
十
五
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

事
項
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規

に
お
い
て
人
事
院
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
要
件

定
に
よ
る
号
俸
又
は
職
務
の
級
の
決
定
は
、
あ
ら
か
じ

が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に

め
個
別
に
人
事
院
の
承
認
を
得
て
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
る
号
俸
又
は
職
務
の
級
の
決
定
は
、
あ
ら
か
じ
め
個

別
に
人
事
院
の
承
認
を
得
て
行
う
も
の
と
す
る
。



別表第二 初任給基準表（第十一条、第十二条関係） 別表第二 初任給基準表（第十一条、第十二条関係）

イ 行政職俸給表㈠初任給基準表 イ 行政職俸給表㈠初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～７ （略） １～７ （略）

８ 第５項又は前項の規定の適用を受ける職員に第１ ８ 第５項又は前項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ

に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、第５項又は前項の規定の適用に 場合には、第５項又は前項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす

る。

ロ 行政職俸給表㈡初任給基準表 ロ 行政職俸給表㈡初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～３ （略） １～３ （略）



４ 職種欄の「労務職員（甲）」又は「労務職員 ４ 職種欄の「労務職員（甲）」又は「労務職員

（乙）」の区分の適用を受ける職員に対する第１２ （乙）」の区分の適用を受ける職員に対する第１２

条の規定の適用については、この表の初任給欄の号 条の規定の適用については、この表の初任給欄の号

俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定 俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定

める号俸が、同欄の号俸として定められているもの める号俸が、同欄の号俸として定められているもの

として取り扱うものとする。 として取り扱うものとする。この場合において、次

の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員

（次項に規定する職員を除く。）については、その

者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号

俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えること

ができる。

（削る） 職 種 経 験 年 数 初 任 給

労務職員 １１年以上２ １級３７号俸から

（甲） ０年未満 １級５７号俸まで

２０年以上 １級６１号俸から

１級６５号俸まで

労務職員 ８年以上１４ １級１７号俸から



（乙） 年未満 １級２９号俸まで

１４年以上 １級３３号俸から

１級４１号俸まで

注

経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分

表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等

の資格を取得した時以後のものとする。

５ 職種欄の「労務職員（乙）」の区分の適用を受け ５ 職種欄の「労務職員（乙）」の区分の適用を受け

る職員のうち、採用困難な職務に従事する職員につ る職員のうち、採用困難な職務に従事する職員につ

いては、この表の初任給欄の号俸が「１級１号俸か いては、この表の初任給欄の号俸が「１級１号俸か

ら１級１７号俸まで」と定められているものとして ら１級１７号俸まで」と定められているものとして

取り扱うものとする。 取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄

に掲げる経験年数を有する職員については、その者

の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸

をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることが

できる。

（削る） 職 種 経 験 年 数 初 任 給



労務職員 ９年以上１８ １級２１号俸から

（乙） 年未満 １級４１号俸まで

１８年以上 １級４５号俸から

１級５３号俸まで

注

経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分

表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等

の資格を取得した時以後のものとする。

６ 第１項第１号の（２）から（７）までに掲げる者 ６ 第１項第１号の（２）から（７）までに掲げる者

のうち、新たに職員となつた者で有する経験年数が のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を１

一年未満の「高校卒」の区分に属する学歴免許等の 級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許

資格を有するものに対する第１２条の規定の適用に 等の資格を有するものに対する第１２条の規定の適

ついては、１級１号俸から１級１３号俸までの範囲 用については、１級１号俸から１級１３号俸までの

内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸 範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める

が、この表の初任給欄の号俸として定められている 号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められて

ものとして取り扱うことができるものとし、これら いるものとして取り扱うことができる。

の職員には、第１５条第２項の規定は適用しないも



のとする。

（削る） ７ 前項の規定の適用を受けた職員については、第１

４条の規定は適用しないものとし、これらの職員に

第１５条第１項の規定を適用する場合には、同項中

「５年を超える経験年数」とあるのは「２年を超え

る経験年数」と、同項第３号中「経験年数」とある

のは「経験年数から３年を減じた経験年数」とす

る。

（削る） ８ この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用

については、職員の有する最も新しい学歴免許等の

資格によるものとする。

ハ 専門行政職俸給表初任給基準表 ハ 専門行政職俸給表初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～３ （略） １～３ （略）

（削る） ４ 前項に規定する者で職務の級を１級に決定された

ものに第１５条第１項の規定を適用する場合には、



同項第３号に定める経験年数から０．５年を減じた

期間をもつて、同号の経験年数とする。

４～６ （略） ５～７ （略）

７ 第４項又は前項の規定の適用を受ける職員に第１ ８ 第５項又は前項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ

に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、第４項又は前項の規定の適用に 場合には、第５項又は前項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす

る。

ニ 税務職俸給表初任給基準表 ニ 税務職俸給表初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～４ （略） １～４ （略）

５ 第２項又は前項の規定の適用を受ける職員に第１ ５ 第２項又は前項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ



に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、第２項又は前項の規定の適用に 場合には、第２項又は前項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす

る。

ホ 公安職俸給表㈠初任給基準表 ホ 公安職俸給表㈠初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～６ （略） １～６ （略）

７ 第２項又は前項の規定の適用を受ける職員に第１ ７ 第２項又は前項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ

に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、第２項又は前項の規定の適用に 場合には、第２項又は前項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす



る。

ヘ 公安職俸給表㈡初任給基準表 ヘ 公安職俸給表㈡初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～６ （略） １～６ （略）

７ 第３項又は前項の規定の適用を受ける職員に第１ ７ 第３項又は前項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ

に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、第３項又は前項の規定の適用に 場合には、第３項又は前項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす

る。

ト （略） ト （略）

チ 海事職俸給表㈡初任給基準表 チ 海事職俸給表㈡初任給基準表

（略） （略）

備考 備考



１ （略） １ （略）

２ この表の適用を受ける職員で、有する経験年数が ２ この表の適用を受ける職員で、その職務の級を１

１年未満のものに対する第１２条第１項の規定の適 級に決定されたものに対する第１２条の規定の適用

用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞ については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ

れ８号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員 ８号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員と

との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給 の均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄

欄の号俸として定められているものとして取り扱う の号俸として定められているものとして取り扱うこ

ことができるものとし、これらの職員には、第１５ とができるものとし、これらの職員に第１５条第１

条第２項の規定は適用しないものとする。 項の規定を適用する場合には、同項中「５年を超え

る経験年数」とあるのは「３年を超える経験年数」

と、同項第３号中「経験年数」とあるのは「経験年

数から２年を減じた経験年数」とする。

リ・ヌ （略） リ・ヌ （略）

ル 研究職俸給表初任給基準表 ル 研究職俸給表初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～３ （略） １～３ （略）



４ 前項又は第６項の規定の適用を受ける職員に第１ ４ 前項又は第６項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ

に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、前項又は第６項の規定の適用に 場合には、前項又は第６項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす

る。

５・６ （略） ５・６ （略）

ヲ～カ （略） ヲ～カ （略）

ヨ 福祉職俸給表初任給基準表 ヨ 福祉職俸給表初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したこと １ 児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したこ

により児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支 とにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生

援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定める者 活支援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定

にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸及び める者にこの表を適用する場合における初任給欄の



当該者の経験年数は、人事院が別に定めるところによ 号俸は、人事院が別に定める。

る。

（削る） ２ 前項に規定する者で人事院が定めるものに第１５

条第１項の規定を適用する場合には、同項第３号に

定める経験年数から人事院の定める年数を減じた年

数をもつて、同号の経験年数とする。

別表第三 学歴免許等資格区分表（第十三条関係） 別表第三 学歴免許等資格区分表（第十三条関係）

学歴免許等の区分 学歴免許等の資格 学歴免許等の区分 学歴免許等の資格

基準学 学歴区分 基準学 学歴区分

歴区分 歴区分

１ 大 一 博士 ⑴ 学校教育法（昭和二十二年法律 １ 大 一 博士 ⑴ 学校教育法による大学院博士課

学卒 課 程 修 第二十六号）による大学院博士課 学卒 課 程 修 程の修了

了 程の修了 了

⑵ （略） ⑵ （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

備考 （略） 備考 （略）



別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
六

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
日
前
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
俸
の
調
整
）

第
二
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
第
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
採
用
試
験
又
は
選
考
（
施
行
日
に
採
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
施
行
日
に
当
該
採

用
試
験
又
は
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
部
内
の
他
の
職
員
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
結
果
に
基
づ

い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
施
行
日
に
お
け
る
号
俸
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
施
行
日
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の

と
し
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

施
行
日
前
に
国
家
公
務
員
採
用
一
般
職
試
験
（
高
卒
程
度
試
験
）
の
う
ち
事
務
（
社
会
人
）
、
技
術
（
社
会
人
）
、



農
業
（
社
会
人
）
、
農
業
土
木
（
社
会
人
）
又
は
林
業
（
社
会
人
）
の
区
分
試
験
（
規
則
八
―
一
八
第
四
条
第
三
項
に
規
定

す
る
区
分
試
験
を
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
規
則
九
―
八
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
採
用
試
験
と
し
て
人
事
院

が
定
め
る
も
の
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
職

員
の
施
行
日
に
お
け
る
号
俸
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限

度
に
お
い
て
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
人
事
院
が
定
め
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
五
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

三
条
、
第
四
条
関
係
）

三
条
、
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

満
了
時
の

満
了
時
の

措
置

措
置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

第
十
一
条
第
三

俸
給
関
係
審
査
協
議

五
年

廃
棄

規
則
九
―

第
十
一
条
第
三

俸
給
関
係
審
査
協
議

五
年

廃
棄

八
（
初
任

項
た
だ
し
書
、

書

八
（
初
任

項
た
だ
し
書
、

書

給

、

昇

第
十
六
条
、
第

当
該
俸
給
関
係
審
査

給

、

昇

第
十
八
条
、
第

当
該
俸
給
関
係
審
査

格
、
昇
給

二
十
二
条
第
二

協
議
書
に
よ
る
申
請

格
、
昇
給

十
九
条
た
だ
し

協
議
書
に
よ
る
申
請

等

の

基

項
、
第
二
十
四

に
対
す
る
承
認
の
文

等

の

基

書
、
第
二
十
条

に
対
す
る
承
認
の
文

準
）

条

の

二

第

三

書

準
）

の
二
第
四
項
各

書

項
、
第
二
十
六

派
遣
職
員
が
職
務
に

号
、
第
二
十
二

派
遣
職
員
が
職
務
に

条
第
一
項
第
二

復
帰
し
た
場
合
等
に

条
第
二
項
、
第

復
帰
し
た
場
合
等
に

号
（
第
二
十
八

お
け
る
号
俸
の
調
整

二
十
四
条
の
二

お
け
る
号
俸
の
調
整

条
に
お
い
て
準

の
承
認
の
文
書

第
三
項
、
第
二

の
承
認
の
文
書



用
す
る
場
合
を

派
遣
職
員
が
そ
の
派

十
六
条
第
一
項

派
遣
職
員
が
そ
の
派

含
む
。
）
、
第

遣
期
間
中
に
退
職
す

第
二
号
（
第
二

遣
期
間
中
に
退
職
す

三
十
条
、
第
四

る
場
合
に
お
け
る
号

十
八
条
に
お
い

る
場
合
に
お
け
る
号

十
条
、
第
四
十

俸
の
調
整
の
承
認
の

て
準
用
す
る
場

俸
の
調
整
の
承
認
の

四
条
第
二
項
、

文
書

合

を

含

文
書

第
四
十
四
条
の

俸
給
の
訂
正
の
承
認

む
。
）
、
第
三

俸
給
の
訂
正
の
承
認

二
、
第
四
十
五

の
文
書

十
条
、
第
四
十

の
文
書

条
、
第
四
十
八

こ
れ
ら
の
承
認
の
申

条
、
第
四
十
四

こ
れ
ら
の
承
認
の
申

条
、
第
四
十
九

請
の
文
書

条
第
二
項
、
第

請
の
文
書

条
又
は
別
表
第

四

十

四

条

の

二
の
研
究
職
俸

二
、
第
四
十
五

給
表
初
任
給
基

条
、
第
四
十
八

準
表
の
備
考
第

条
、
第
四
十
九

一
項
の
承
認
に

条
又
は
別
表
第

関
す
る
文
書

二
の
研
究
職
俸

給
表
初
任
給
基

準
表
の
備
考
第

一
項
の
承
認
に

関
す
る
文
書

第
四
十
八
条
の

（
削
る
）

第
十
三
条
第
三

初
任
給
基
準
表
の
試



二
の
報
告
の
文

項
、
第
四
十
六

験
欄
の
「
総
合
職

書

条
第
一
項
又
は

（
院
卒
）
」
等
の
区

第
四
十
八
条
の

分
を
適
用
し
た
場
合

二
の
報
告
の
文

の
報
告
の
文
書

職
員
の
級
及
び
号
俸

書

職
員
の
級
及
び
号
俸

の
決
定
等
に
係
る
事

の
決
定
等
に
係
る
事

項
に
つ
い
て
の
報
告

項
に
つ
い
て
の
報
告

の
文
書

の
文
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）



（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
一
―
三
四
別
表
の
二
の
表
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）

の
項
に
掲
げ
る
人
事
管
理
文
書
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
―
三
四
別
表
の
二
の
表
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、

昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
六
九
等
の
一
部
改
正
）

第
七
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
「
第
二

十
条
（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
に
改
め
る
。

一

人
事
院
規
則
一
―
六
九
（
職
員
の
公
益
社
団
法
人
福
島
相
双
復
興
推
進
機
構
へ
の
派
遣
）
第
十
一
条

二

人
事
院
規
則
一
―
七
二
（
職
員
の
令
和
七
年
国
際
博
覧
会
特
措
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
博
覧

会
協
会
へ
の
派
遣
）
第
十
一
条

三

人
事
院
規
則
一
―
七
四
（
職
員
の
公
益
財
団
法
人
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
機
構
へ
の
派
遣
）
第

十
一
条



四

人
事
院
規
則
一
―
八
〇
（
職
員
の
令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
国

際
園
芸
博
覧
会
協
会
へ
の
派
遣
）
第
十
一
条

五

人
事
院
規
則
二
一
―
〇
（
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
）
第
四
十
条

六

人
事
院
規
則
二
四
―
〇
（
検
察
官
そ
の
他
の
職
員
の
法
科
大
学
院
へ
の
派
遣
）
第
十
四
条

（
人
事
院
規
則
九
―
一
四
八
の
一
部
改
正
）

第
八
条

人
事
院
規
則
九
―
一
四
八
（
給
与
法
附
則
第
十
項
、
第
十
二
項
又
は
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

初
任
給
基
準
異
動

規
則
九
―
八
第
二
十
五
条
第

六

初
任
給
基
準
異
動

給
与
法
第
六
条
第
一
項
の
俸

一
号
に
掲
げ
る
異
動
を
い
う
。

給
表
（
以
下
「
俸
給
表
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
異

に
し
な
い
規
則
九
―
八
別
表
第
二
に
定
め
る
初
任
給

基
準
表
（
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
初
任

給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め

が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
を
い

う
。

七

俸
給
表
異
動

規
則
九
―
八
第
二
十
五
条
第
二
号

七

俸
給
表
異
動

俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動

に
掲
げ
る
異
動
を
い
う
。

を
い
う
。

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

十

そ
の
者
の
号
俸
等

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給

十

そ
の
者
の
号
俸
等

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
俸

与
法
第
六
条
第
一
項
の
俸
給
表
（
以
下
「
俸
給
表
」

給
表
並
び
に
そ
の
職
務
の
級
及
び
号
俸
（
指
定
職
俸



と
い
う
。
）
並
び
に
そ
の
職
務
の
級
及
び
号
俸
（
指

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職

定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、

員
の
受
け
る
号
俸
）
を
い
う
。

当
該
職
員
の
受
け
る
号
俸
）
を
い
う
。

（
特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第

（
特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第

十
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
支
給
）

十
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
支
給
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
で
あ
っ
て
、
仮
定
異

第
六
条

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
で
あ
っ
て
、
仮
定
異

動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を

動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な

受
け
る
職
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な

り
、
異
動
日
に
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
当

り
、
異
動
日
に
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
が
受
け
る
俸
給
月
額
（
異
動
日
後
に
第
一
号
か

該
職
員
が
受
け
る
俸
給
月
額
（
異
動
日
後
に
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
職
員

ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
職
員

と
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
異
動
日
に
当
該
各
号
に

と
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
異
動
日
に
当
該
各
号
に



掲
げ
る
職
員
に
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
異
動
日
に

掲
げ
る
職
員
に
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
異
動
日
に

同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る

同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る

俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
異
動
日
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
各
号
の
区

「
異
動
日
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
各
号
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
三
号
及
び
第
五

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
三
号
及
び
第
五

号
イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該

号
イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該

額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を

額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を

切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条

と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
第
六
条
基
礎
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
に

に
お
い
て
「
第
六
条
基
礎
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
に

達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
次
の
各
号
の
う
ち
二
以

達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
次
の
各
号
の
う
ち
二
以

上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
第
三
項
の

上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
第
三
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）



に
は
、
異
動
日
以
後
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と

に
は
、
異
動
日
以
後
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と

な
っ
た
日
以
後
、
第
六
条
基
礎
俸
給
月
額
と
異
動
日
俸

な
っ
た
日
以
後
、
第
六
条
基
礎
俸
給
月
額
と
異
動
日
俸

給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
法
附
則
第

給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
法
附
則
第

十
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

十
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
俸
給
表
異
動
等
を
し

一

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
俸
給
表
異
動
等
を
し

た
職
員
（
次
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
職

た
職
員
（
次
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
職

員
を
除
く
。
）

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
当

員
を
除
く
。
）

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
当

該
俸
給
表
異
動
等
が
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前

該
俸
給
表
異
動
等
が
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前

日
ま
で
当
該
俸
給
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る

日
ま
で
当
該
俸
給
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る

俸
給
表
及
び
規
則
九
―
八
別
表
第
二
に
定
め
る
初
任

俸
給
表
及
び
初
任
給
基
準
表
に
お
け
る
初
任
給
の
定

給
基
準
表
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
初
任
給
基
準

め
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合

表
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
初
任
給
の
定
め
が
引
き

（
俸
給
表
異
動
等
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ

続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
（
俸
給
表

て
は
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
俸



異
動
等
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
仮

給
表
異
動
等
が
順
次
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前

定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
俸
給
表
異
動

日
ま
で
こ
れ
ら
の
俸
給
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て

等
が
順
次
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前
日
ま
で
こ

い
る
俸
給
表
及
び
初
任
給
基
準
表
に
お
け
る
初
任
給

れ
ら
の
俸
給
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
俸
給

の
定
め
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た

表
及
び
初
任
給
基
準
表
に
お
け
る
初
任
給
の
定
め
が

場
合
）
の
同
日
の
そ
の
者
の
号
俸
等
に
対
応
す
る
俸

引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
）
の

給
月
額
に
相
当
す
る
額
（
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い

同
日
の
そ
の
者
の
号
俸
等
に
対
応
す
る
俸
給
月
額
に

て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前

相
当
す
る
額
（
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
、
仮
定
異

々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
俸
等
に
対
応
す
る
俸

動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の

給
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
俸
給
月
額
が
あ
る
と

間
の
そ
の
者
の
号
俸
等
に
対
応
す
る
俸
給
月
額
に
、

き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
俸
給
月
額
に
相
当
す
る

こ
れ
よ
り
も
多
い
俸
給
月
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

う
ち
最
も
多
い
俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分

の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額



二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
人
事
交
流
等
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第
十
三
項

（
人
事
交
流
等
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第
十
三
項

の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
支
給
）

の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
支
給
）

第
十
条

規
則
九
―
八
第
十
一
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る

第
十
条

規
則
九
―
八
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら

者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
管
理
監
督
職

人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
管
理
監
督
職
以
外
の

以
外
の
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お

官
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

い
て
「
人
事
交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事

「
人
事
交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
交
流

交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と

等
職
員
と
な
っ
た
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き

き
は
、
当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
。
以
下
こ
の
条
に

は
、
当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
。
以
下
こ
の
条
に
お

お
い
て
同
じ
。
）
前
に
職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場

い
て
同
じ
。
）
前
に
職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合

合
に
異
動
日
と
み
な
さ
れ
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

に
異
動
日
と
み
な
さ
れ
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

て
「
み
な
し
異
動
日
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ

「
み
な
し
異
動
日
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ



て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
引
き
続
き
俸

て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
引
き
続
き
俸

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る

職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
定
日
に
給
与
法
附
則
第

職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
定
日
に
給
与
法
附
則
第

八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
俸
給
月
額

八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
俸
給
月
額

（
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
が
六
十
歳
（
給
与
法

（
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
が
六
十
歳
（
給
与
法

附
則
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該

附
則
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初

各
号
に
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初

の
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
仮
定
特
定

の
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
仮
定
特
定

日
」
と
い
う
。
）
後
で
あ
る
と
き
は
、
仮
定
特
定
日
に

日
」
と
い
う
。
）
後
で
あ
る
と
き
は
、
仮
定
特
定
日
に

職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
て
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規

職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
て
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規

定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
仮
定
特
定
日
に
当
該
職
員
が

定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
仮
定
特
定
日
に
当
該
職
員
が

受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下

受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）



が
み
な
し
異
動
日
の
前
日
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し

が
み
な
し
異
動
日
の
前
日
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し

た
場
合
に
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
月
額

た
場
合
に
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
月
額

に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ

該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ

を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ

を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の

た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
第
十
条
基
礎
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）

条
に
お
い
て
「
第
十
条
基
礎
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）

に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
人
事
交
流
等
職

に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
人
事
交
流
等
職

員
と
な
っ
た
日
（
特
定
日
前
に
人
事
交
流
等
職
員
と

員
と
な
っ
た
日
（
特
定
日
前
に
人
事
交
流
等
職
員
と

な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
日
）
以
後
、
第
十
条
基

な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
日
）
以
後
、
第
十
条
基

礎
俸
給
月
額
と
特
定
日
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す

礎
俸
給
月
額
と
特
定
日
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す

る
額
を
、
給
与
法
附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給

る
額
を
、
給
与
法
附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給

と
し
て
支
給
す
る
。

と
し
て
支
給
す
る
。



２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
み
な
し
異
動
日
が
あ
る
者

４

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
み
な
し
異
動
日
が
あ
る
者

で
あ
っ
て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
引
き

で
あ
っ
て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
引
き

続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
法

続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
法

附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ

附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
日
以

て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
日
以

後
、
人
事
院
の
定
め
る
額
を
、
給
与
法
附
則
第
十
三
項

後
、
人
事
院
の
定
め
る
額
を
、
給
与
法
附
則
第
十
三
項

の
規
定
に
よ
る
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

の
規
定
に
よ
る
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一

か
つ
て
第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例

一

か
つ
て
第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例

任
用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
者
で
、
人
事
交
流

任
用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
者
で
、
人
事
交
流

等
に
よ
り
引
き
続
い
て
規
則
九
―
八
第
十
一
条
第
五

等
に
よ
り
引
き
続
い
て
規
則
九
―
八
第
十
七
条
各
号

項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
り
引
き
続
い
て
人
事
交
流

に
掲
げ
る
者
と
な
り
引
き
続
い
て
人
事
交
流
等
職
員

等
職
員
と
な
っ
た
も
の
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

と
な
っ
た
も
の
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の



二

か
つ
て
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職

二

か
つ
て
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職

員
で
あ
っ
た
者
で
、
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い

員
で
あ
っ
た
者
で
、
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い

て
規
則
九
―
八
第
十
一
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者

て
規
則
九
―
八
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
り

と
な
り
引
き
続
い
て
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も

引
き
続
い
て
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の

の
三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）



人
事
院

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

に
基

人
事
院
規
則
九―

の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定

 
令
和
八
年
二
月
十
三
日 

人
事
院
総
裁 

川 

本 

裕 

子 

人
事
院
規
則
九―

二
四―
二
三 

人
事
院
規
則
九―

の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則 

人
事
院
規
則
九―
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た

対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分

当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分

加
え

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
A
 

 

 

第
三
条 

職
員

新
た
に
給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
の

 

第
三
条 
職
員

新
た
に
給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
の



職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
場
合

人

事
院
が
定
め
る
様
式
の
通
勤
届

通
勤
の

実
情
を
速
や
か
に
各
庁
の

そ
の
委
任
を
受
け
た
者

を
含

以
下
同

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

同
項
の
職
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合

に
つ
い
て
も
同
様

 

職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
場
合

人

事
院
が
定
め
る
様
式
の
通
勤
届

通
勤
の

実
情
を
速
や
か
に
各
庁
の

そ
の
委
任
を
受
け
た
者

を
含

以
下
同

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

同
項
の
職
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合

に
つ
い
て
も
同
様

 

一 
 

二 
し
く
は
給
与
法

第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る変

更
し

駐
車
場
等

の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し

又
は
通
勤
の

た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
若
し
く
は
駐
車
場
等
の

料
金
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合 

一 
 

二 

若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更

し

又
は
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変

更
が
あ
つ
た
場
合 

   



三 
 

三 
 

び

 

第
四
条 
各
庁
の
長

職
員
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
る

届
出

届
出
に
係
る
事
実
を
通

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含

提
示
又
は
第
十
五

条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
職
員
た
る
要
件

を
具
備
し
て
い
る
こ
と
若
し
く
は
第
十
六
条
に
定
め
る

駐
車
場
等
た
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
及
び
駐
車

場
等
の
料
金
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
等
の

方
法
に
よ
り
確
認

者
が
給
与
法
第
十
二
条
第

一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備

者

に
支
給
す
べ
き
通
勤
手
当
の
額
を
決
定

又
は
改
定

び

 

第
四
条 

各
庁
の
長

職
員
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
る

届
出

届
出
に
係
る
事
実
を
通

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含

提
示
又
は
第
十
五

条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
職
員
た
る
要
件

を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
を
求

め
る
等
の
方
法
に
よ
り
確
認

者
が
給
与
法
第

十
二
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
き

者
に
支
給
す
べ
き
通
勤
手
当
の
額
を
決
定

又
は
改
定

 



 
２ 

 

２ 
 

に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の

 

第
六
条
・
第
七
条 

 

第
八
条 

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

び
第
八
条
の
四
第
二
号
に
お

次
項
に
該

当
す
る
場
合
を
除

次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通

交
通
機
関
等
の
区
分
に
応

当
該
各
号
に
定
め
る
額

額
に
一
円
未
満
の
端
数

端
数
を
切
り
捨
て
た

 

に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の

 

第
六
条
・
第
七
条 

 

第
八
条 

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

び
第
八
条
の
三
第
二
号
に
お

次
項
に
該

当
す
る
場
合
を
除

次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通

交
通
機
関
等
の
区
分
に
応

当
該
各
号
に
定
め
る
額

額
に
一
円
未
満
の
端
数

端
数
を
切
り
捨
て
た

 

一 

定
期
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合

一 

定
期
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合



理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機
関
等 

次

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

次
に
定

め
る
額 

イ 

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

通
用
期
間
を

第
十
二
条
第
九
項
に
規

定
す
る
支
給
単
位
期
間

以
下
同

と
同
じ
く
す
る
定
期
券
の
価
額 

ロ 
 

二
・
三 

 

２ 
 

理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機
関
等 

次

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

次
に
定

め
る
額 

イ 

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

通
用
期
間
を

第
十
二
条
第
八
項
に
規

定
す
る
支
給
単
位
期
間

以
下
同

と
同
じ
く
す
る
定
期
券
の
価
額 

ロ 
 

二
・
三 

 

２ 
 

の

 

第
八
条
の
二 

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
人
事

院
規
則
で
定
め
る
額

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

 

 

 



等
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応

当
該
各
号
に
定
め
る

額
 

一 
片
道
五

未
満 

二
千
円 

二 

片
道
五

以
上
十

未

満 

四
千
二
百
円 

三 

片
道
十

以
上
十
五

未
満 

七
千
三
百
円 

四 

片
道
十
五

以
上
二
十

ル
未
満 

一
万
四
百
円 

五 

片
道
二
十

以
上
二
十
五

ト
ル
未
満 

一
万
三
千
五
百
円 

六 

片
道
二
十
五

以
上
三
十

ト
ル
未
満 

一
万
六
千
六
百
円 

 



七 

片
道
三
十

以
上
三
十
五

ト
ル
未
満 

一
万
九
千
七
百
円 

八 
片
道
三
十
五

以
上
四
十

ト
ル
未
満 
二
万
二
千
八
百
円 

九 

片
道
四
十

以
上
四
十
五

ト
ル
未
満 

二
万
五
千
九
百
円 

十 

片
道
四
十
五

以
上
五
十

ト
ル
未
満 

二
万
九
千
百
円 

十
一 

片
道
五
十

以
上
五
十
五
キ
ロ

未
満 

三
万
二
千
三
百
円 

十
二 

片
道
五
十
五

以
上
六
十
キ
ロ

未
満 

三
万
五
千
五
百
円 

十
三 

片
道
六
十

以
上
六
十
五
キ
ロ



未
満 

三
万
八
千
七
百
円 

十
四 

片
道
六
十
五

以
上
七
十
キ
ロ

未
満 

四
万
二
千
二
百
円 

十
五 

片
道
七
十

以
上
七
十
五
キ
ロ

未
満 
四
万
五
千
七
百
円 

十
六 

片
道
七
十
五

以
上
八
十
キ
ロ

未
満 

四
万
九
千
二
百
円 

十
七 

片
道
八
十

以
上
八
十
五
キ
ロ

未
満 

五
万
二
千
七
百
円 

十
八 

片
道
八
十
五

以
上
九
十
キ
ロ

未
満 

五
万
六
千
二
百
円 

十
九 

片
道
九
十

以
上
九
十
五
キ
ロ

未
満 

五
万
九
千
六
百
円 



二
十 

片
道
九
十
五

以
上
百

ト
ル
未
満 

六
万
三
千
円 

二
十
一 
片
道
百

以
上 

六
万
六
千
四

百
円 

に
係
る
通
勤
手

当
の

 

第
八
条
の
三 

 

に
係
る
通
勤
手

当
の

 

第
八
条
の
二 

 

の
区
分
及
び

 

第
八
条
の
四 

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定

す
る
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び

こ
れ
に
対
応
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
通

勤
手
当
の
額

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

 
の
区
分
及
び

 

第
八
条
の
三 

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定

す
る
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び

こ
れ
に
対
応
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
通

勤
手
当
の
額

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

 



一 
 

一 
 

二 

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の

月
数
で
除
し
て
得
た

が
二
以

上
あ
る
場
合

た
り
の

と
い

同
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る

場
等
を
利
用

料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常

例
と
す
る

駐
車
場
等
利
用

に
あ
つ
て
は

そ
の
額
に
同
条

第
五
項
第
一
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た

以
上

で
あ
る

に
掲
げ
る
職
員
を
除

 

 

同
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
額 

二 

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の

月
数
で
除
し
て
得
た

が
二
以

上
あ
る
場
合

た
り
の

と
い

同
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
以
上
で

あ
る

に
掲
げ
る
職
員
を
除

 

同

項
第
一
号
に
定
め
る
額 

 



三 

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
同

条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る

員
に
あ
つ
て
は

そ
の
額
に
同
条
第
五
項
第
一
号
に

定
め
る
額
を
加
算
し
た

未
満
で
あ
る

一
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除

 

同
条
第
二
項
第

二
号
に
定
め
る
額 

三 

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
同

条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
未
満
で
あ
る
職
員

に
掲
げ
る
職
員
を
除

 

同
項
第
二

号
に
定
め
る
額 

 

の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る

通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の

 

第
十
二
条 

 

２ 
 

の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る

通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の

 

第
十
二
条 

 

２ 
 

３ 

を
除

規
定

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
料

３ 

を
除

規
定

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
料



第
十
九
条
第
四
項

特
別
料

算
出
に
つ
い
て
準
用
す

場
合

交
通
機
関
等

新
幹
線
鉄
道
等

同
項
第
一
号
及
び

同
項
第
二

と
あ
る
の
は

と
読
み
替

 

第
十
六
条
第
四
項

特
別
料

算
出
に
つ
い
て
準
用
す

場
合

交
通
機
関
等

新
幹
線
鉄
道
等

同
項
第
一
号
及
び

同
項
第
二

と
あ
る
の
は

と
読
み
替

 

の

 

第
十
四
条 

 

第
十
五
条 

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡

の

 

第
十
四
条 

 
第
十
五
条 

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡



上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規

則
で
定
め
る
職
員

次
に
掲
げ
る

道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る

も
の
に
限

 

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規

則
で
定
め
る
職
員

次
に
掲
げ
る

道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る

も
の
に
限

 

一 
 

二 

を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同

配
偶
者
の
な
い
職
員
に

満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る

の
住
居
に
転

居
し
た
こ
と
に
伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な

い
こ
と
と
な
つ
た
職
員

当
該
転
居
後
の
住
居

を
含

通
勤

新

一 
 

二 

を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同

配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
つ
て

満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る

の
住
居
に
転
居
し
た

こ
と
に
伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
つ
た
職
員

当
該
転
居
後
の

居
を
含

通
勤

新
幹
線
鉄
道



幹
線
鉄
道
等
を
利
用

利
用
に
係
る
特
別
料

金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の 

 
 

等
を
利
用

利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負

担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の 

 
 

２ 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号

同
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
の

発
生
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る

こ
の

項

事
由
の

日
以

後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
由
の
発
生
等
の

日
以
後
の
転
居
後
の

こ
の
項
に
お
い
て

の

次
に
掲
げ

 
２ 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号

同
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
の

発
生
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る

こ
の

項

事
由
の

日
以

後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
由
の
発
生
等
の

日
以
後
の
転
居
後
の

こ
の
項
に
お
い
て

の

次
に
掲
げ

 

一 
 

二 

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

一 
 

二 

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経



路
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 
前
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
の

発
生
の
直
前
の
住
居
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す

る
配
偶
者
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す

る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅

ロ

旧
最
寄
り

と
い

当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る

場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の

起
点
と
な
る

ロ

新
最
寄
り
駅

新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る

経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当

該
転
居
後
の
住
居 

路
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

当
該
事
由
の
発
生
等
の
直
前
の
住
居
か
ら
通
勤

す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

路
の
起
点
と
な
る

ロ

旧
最
寄

り

当
該
転
居
後
の
住
居

か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等

に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る

ロ
に
お
い
て

り

新
幹
線

鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場

合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居 

  



ロ 
 

三 
 

ロ 
 

三 
 

の
要
件

 

第
十
六
条 

給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
要
件

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

こ
と

 

 

 

 

一 

勤
務
官
署
の
周
辺
又
は
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き

決
定

若
し
く
は
改
定
す
る
手
当
額
の
基
礎
と
な

る
経
路
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事

院
が
定
め
る
経
路
上
に
あ
る
交
通
機
関
の

所
等
の
周
辺
に
あ
る
施
設
で
あ
る
こ
と

 

二 

職
員
が
自
転
車
を
駐
車
す
る
た
め
に
使
用
す
る
施

設

の
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
部

 



分

自
転
車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
が
同
一
の
施

設
に
あ
る
場
合

当
該
自
転
車
の
駐
車
の
た
め
の

部
分
に
限

 

三 

そ
の
利
用
に
つ
い
て
職
員
の
配
偶
者
若
し
く
は
給

与
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
に
料

金
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
施
設
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
施
設
で
な
い
こ
と

 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
あ
つ

自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
の

職
員

の
事
情
等
に

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支

給
し
な
い
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
人
事
院
が

認
め
る
と
き
は

同
項
の
規
定

人
事

院
が
別
に
定
め
る
要
件

 



に
係
る
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
職

 
第
十
七
条 
給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
職
員

第
八
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

 

  

 

に
係
る
通
勤
手
当
の

 

第
十
八
条 

給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
第
一
号
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
額

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応

当
該
各
号
に
定
め
る

そ
の
額
が
五
千

円
を
超
え
る
場
合

 

一 

一
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合 

次
の
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

そ
れ
ぞ
れ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額 

 

 



イ 

月
を
単
位
と
し
て
駐
車
場
等
の
料
金
が
定
め
ら

れ
て
い
る
場
合 

当
該
料
金
の
額 

ロ 
駐
車
場
等
の
料
金
を
定
め
る
期
間

又
は
年

に
よ
つ
て
定
め
た
期
間
に
限

が
二
以
上
の

月
に
わ
た
る
場
合 

当
該
料
金
の
額
を
そ
の
わ
た

る
月
の
数
で
除
し
て
得
た

そ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数

端
数
を
切
り
捨

て
た

 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

人
事

院
が
定
め
る
額 

二 

二
以
上
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合 

そ
れ
ぞ

れ
の
駐
車
場
等
に
つ
い
て
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

め
る
額
を
合
計
し
た
額 

 



 
第
十
九
条 

通
勤
手
当

に

規
定
す
る
通
勤
手
当
に
係
る
も
の
を
除

又
は
同

項
に
定
め
る

こ
の

第
二
十
一
条
第
二

項
第
二
号
及
び
第
二
十
四
条

支
給
単
位
期

係
る
最
初
の
月
の
俸
給
の
支
給

そ
の
月
が
俸
給
の
月
額
の
半
額
ず
つ
を
月
二
回

に
支
給
す
る
月
で
あ
る
場
合

先
の
俸
給

の

こ
の
条

と

支
給

支
給
日
ま
で
に
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な

い
等

支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

支
給
日
後
に
支
給

 

 

第
十
六
条 

通
勤
手
当

に

規
定
す
る
通
勤
手
当
に
係
る
も
の
を
除

又
は
同

項
に
定
め
る

こ
の

第
十
八
条
第
二
項

第
二
号
及
び
第
二
十
一
条

支
給
単
位
期
間

係
る
最
初
の
月
の
俸
給
の
支
給
定

そ
の
月
が
俸
給
の
月
額
の
半
額
ず
つ
を
月
二
回
に

支
給
す
る
月
で
あ
る
場
合

先
の
俸
給
の

こ
の
条

と
い

支
給

支
給
日
ま
で
に
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な
い

等

支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

支
給
日
後
に
支
給

 



２
・
３ 

 

２
・
３ 

 
４ 
給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

通
勤
手
当

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等

第
八
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を

除

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め

る

第
八
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も

の
を
除

特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単

位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た

が

二
以
上
あ
る
場
合

及
び

給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
第
一
号
に
定
め
る
額
の
合
計

第
二
十
一
条
第
二
項

一
箇
月
当
た
り

の

十
五
万
円

を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
通
勤
手
当

給
与
法
第

４ 

給
与
法
第
十
二
条
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

通
勤
手
当

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等

第
八
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を

除

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め

る

第
八
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も

の
を
除

及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給

単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た

が
二
以
上
あ
る
場
合

の

第
十
八
条
第
二
項

一
箇
月
当
た

り
の

十
五
万

円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
通
勤
手
当

給
与
法

第
十
二
条
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間



十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間

の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち

最
も
長
い
支
給
単
位
期
間

 

そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う

ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間

 

 
の
始
期
及
び

 

第
二
十
条 

 

の
始
期
及
び

 

第
十
七
条 

 

の
事
由
及
び

 

第
二
十
一
条 

給
与
法
第
十
二
条
第
八
項
の
人
事
院
規
則

で
定
め
る
事
由

の
支
給
単
位

期
間
に
係
る
も
の
を
除

支
給
さ
れ
る
職
員
に

つ
い
て
生
じ
た
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由

 

の
事
由
及
び

 

第
十
八
条 

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
事
由

の
支
給
単
位
期

間
に
係
る
も
の
を
除

支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ

い
て
生
じ
た
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
と

 

一 
 

一 
 

二 

通
勤
経
路

し
く
は
駐
車
場
等
を
変

二 

通
勤
経
路
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更

又
は



更

駐
車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了

し

又
は
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
若
し

く
は
駐
車
場
等
の
料
金
に
変
更
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ

通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ
る
場
合 

通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変
更
が
あ
つ

通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ
る
場

合 

三 

月
の
中
途
に
お
い
て
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
休
職

法
第
百
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
許
可
を
受

派
遣
法
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

育
児
休
業
法
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業

交
流
派
遣
を
さ

法
科
大
学
院
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
派
遣

自
己
啓
発
等
休
業
法
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業

福
島
復

興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
若
し

三 

月
の
中
途
に
お
い
て
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
休
職

法
第
百
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
許
可
を
受

派
遣
法
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

育
児
休
業
法
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業

交
流
派
遣
を
さ

法
科
大
学
院
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
派
遣

自
己
啓
発
等
休
業
法
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業

福
島
復

興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
若
し



く
は
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

配
偶
者
同
行
休
業
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
配
偶
者
同
行
休
業

令
和
七
年
国
際
博
覧

会
特
措
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

又
は
法
第
八

十
二
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
た

こ
れ

ら
の
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
又
は
そ
の
翌
月
に
復

職

又
は
職
務
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
を

除

第
二
十
三
条
第
二
項

派
遣
等
と

な
つ
た

 

く
は
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

配
偶
者
同
行
休
業
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
配
偶
者
同
行
休
業

令
和
七
年
国
際
博
覧

会
特
措
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

又
は
法
第
八

十
二
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
た

こ
れ

ら
の
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
又
は
そ
の
翌
月
に
復

職

又
は
職
務
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
を

除

第
二
十
条
第
二
項

派
遣
等
と
な

つ
た

 

四 
 

四 
 

２ 

給
与
法
第
十
二
条
第
八
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

２ 

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る



額

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

当

該
各
号
に
定
め
る
額

 
一
・
二 

 

額

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

当

該
各
号
に
定
め
る
額

 

一
・
二 

 

３ 

給
与
法
第
十
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
前

項
に
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
場
合

返
納

に
係
る
通
勤
手
当
の
俸
給
の
支
給
義
務
者
と
事
由
発
生

月
の
翌
月
以
降
に
支
給
さ
れ
る
給
与
の
俸
給
の
支
給
義

務
者
が
同
一

人
事
院
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
当
該
給
与
か
ら
当
該
額
を
差
し
引
く
こ
と
が

 

３ 

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
前

項
に
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
場
合

返
納

に
係
る
通
勤
手
当
の
俸
給
の
支
給
義
務
者
と
事
由
発
生

月
の
翌
月
以
降
に
支
給
さ
れ
る
給
与
の
俸
給
の
支
給
義

務
者
が
同
一

人
事
院
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
当
該
給
与
か
ら
当
該
額
を
差
し
引
く
こ
と
が

 

 

第
二
十
二
条 

給
与
法
第
十
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
人

事
院
規
則
で
定
め
る
期
間

次
の
各
号
に
掲
げ
る
普

 
第
十
九
条 

給
与
法
第
十
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
人
事

院
規
則
で
定
め
る
期
間

次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通



通
交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
の
区
分
に
応

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間

 
一
・
二 

 

交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
の
区
分
に
応

当

該
各
号
に
定
め
る
期
間

 

一
・
二 

 

２ 
 

２ 
 

第
二
十
三
条 

支
給
単
位
期
間

第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
支
給
が
開
始
さ
れ
る
月
又
は

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ

れ
る
月
か
ら
開
始

 

２
・
３ 

 

第
二
十
条 

支
給
単
位
期
間

第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
支
給
が
開
始
さ
れ
る
月
又
は
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ

る
月
か
ら
開
始

 

２
・
３ 

 

第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条 

 

第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条 

 
 

 

附 

則 

 

第
一
条 

こ
の
規
則

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 



 

施
行
日
前
か
ら
駐
車
場
等
を
利
用
し
て
い
る
職
員
の

 
第
二
条 
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

前
か
ら

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
に
規

定

を
利
用
し
て
い
る
職
員

引
き
続
き
当
該
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

り
施
行
日
に
お
い
て
同
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至

者

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九―

二
四
第

三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り

実
情
を
届
け
出

 

一―

三
四
の

 

第
三
条 

人
事
院
規
則
一―

三
四

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正

 

 
 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る

 



改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

三
条
、
第
四
条
関
係
）

三
条
、
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

満
了
時
の

満
了
時
の

措
置

措
置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
四
（
通

第
四
条
第
一
項
の

新
幹
線
鉄
道
等
に
係

確
認
に
係

二
四
（
通

第
四
条
第
一
項
の

新
幹
線
鉄
道
等
に
係

確
認
に
係

勤
手
当
）

要
件
の
具
備
を
証

る
特
例
の
支
給
要
件

る
要
件
を

勤
手
当
）

要
件
の
具
備
を
証

る
特
例
の
支
給
要
件

る
要
件
を

明
す
る
書
類

を
具
備
す
る
か
を
確

具
備
し
な

明
す
る
書
類

を
具
備
す
る
か
を
確

具
備
し
な

認
す
る
た
め
の
書
類

く
な
る
日

認
す
る
た
め
の
書
類

く
な
る
日

第
四
条
第
一
項
の

駐
車
場
等
に
係
る
支

に
係
る
特

に
係
る
特

駐
車
場
等
た
る
要

給
要
件
を
具
備
す
る

定
日
以
後

定
日
以
後

件
の
具
備
及
び
駐

か
を
確
認
す
る
た
め

六
年

六
年

車
場
等
の
料
金
を

の
書
類

証
明
す
る
書
類

駐
車
場
等
の
料
金
を



確
認
す
る
た
め
の
書

類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）



人
事
院

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五

に
基

人
事
院
規
則
九―

三
四

初
任
給
調
整
手
当

の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定

 
令
和
八
年
二
月
十
三
日 

人
事
院
総
裁 

川 

本 

裕 

子 

人
事
院
規
則
九―

三
四―
三
六 

人
事
院
規
則
九―

三
四

初
任
給
調
整
手
当

の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則 

人
事
院
規
則
九―

三
四

初
任
給
調
整
手
当

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た

対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分

当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分

加
え
る

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
a
 

 

 

第
一
条 

初
任
給
調
整
手
当

 

第
一
条 
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給

別
に



及
び
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当

第
十
五
条
に

お
い
て
同

の
支
給

別
に
定
め
る

場
合
を
除

規
則
の
定

 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給

 

第
二
条 

 

２ 
 

３ 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
官

職

研
究
職
俸
給
表
の
職
務
の
級
三
級
以
上
の
職
員

の
官
職
の
う
ち
科
学
技
術
に
関
す
る
高
度
な
専
門
的
知

識
を
必
要
と
す
る

に
規
定
す
る
官
職
を
除

顕
著
な
業
績
等
を
有
す
る
者
を
も

て
充

て
る
必
要

採
用
に
よ
る
欠
員
の
補
充

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
と
す

定
め
る
場
合
を
除

規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

 

 

支
給

 

第
二
条 

 

２ 
 

３ 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
官

職

研
究
職
俸
給
表
の
職
務
の
級
三
級
以
上
の
職
員

の
官
職
の
う
ち
科
学
技
術
に
関
す
る
高
度
な
専
門
的
知

識
を
必
要
と
す
る

に
規
定
す
る
官
職
を
除

顕
著
な
業
績
等
を
有
す
る
者
を
も
つ
て
充

て
る
必
要

採
用
に
よ
る
欠
員
の
補
充

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
と
す



 第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
範

 

第
三
条 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

次
に

掲
げ
る
職
員

 

一 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職

員
で

採
用

に
規
定
す
る
大
学

卒
業
の
日
か
ら
三
十

に
規
定
す
る

に
お
い
て

経
た
者
に

は

 職
員
の

 

 

第
三
条 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初

任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

次
に
掲
げ
る

職
員

 

一 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職

員
で
あ
つ
て

採
用

に
規
定
す
る
大
学

卒
業
の
日
か
ら
三
十

に
規
定
す
る

に
お
い
て

経
た
者
に
あ
つ
て
は



の
一
部
を
改
正
す
る

に
よ
る
改
正
前
の

医
師
法
に
規
定
す
る

に
お
い
て

経
た
者
に

は

を
経
過
す
る
ま
で
の

内
に
行
わ
れ
た
も
の 

二 

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職

に
規
定
す
る
医
師
免
許
証
又
は
歯
科
医

に
規
定

す
る
歯
科
医
師
免
許
証
を
有
す
る
者
に
限

で

採
用
が
経
過
期
間
内
に
行
わ
れ
た
も

の 

三 

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職

の
一
部
を
改
正
す
る

に
よ
る
改
正
前
の

医
師
法
に
規
定
す
る

に
お
い
て

経
た
者
に
あ
つ
て
は

を
経
過
す
る
ま
で
の

内
に
行
わ
れ
た
も
の 

二 

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職

に
規
定
す
る
医
師
免
許
証
又
は
歯
科
医

に
規
定

す
る
歯
科
医
師
免
許
証
を
有
す
る
者
に
限

あ
つ
て

採
用
が
経
過
期
間
内
に
行
わ
れ
た
も

の 

三 

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職



員
で

初
任
給
の
決
定
の
状
況
を
考
慮
し

て

そ
の
採
用
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が

認
め
る
も
の 

   第
四
条 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第

一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

第
九

条
の
職
員

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
す

 

一 
 

二 

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

前
条

に
規
定
す
る
経
過
期
間
内
に
新
た
に
第
二
条
第
一
項

員
で
あ
つ
て

規
則
九―

給
等
の

の
規
定

採
用
の
著
し

く
困
難
な
事
情
を
考
慮

人
事
院

の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
従

又
は
あ
ら
か

じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
俸
が
決
定
さ
れ

た
も
の 

第
四
条 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
初

任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

第
九
条
の
職

員

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

 

 

一 
 

二 
前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

前
条

に
規
定
す
る
経
過
期
間
内
に
新
た
に
第
二
条
第
一
項



に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
こ
と
と

職
員
及

び
当
該
経
過
期
間
内
に
新
た
に
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
官
職
を
占
め
る
こ
と
と

職
員
で
医
師
法

に
規
定
す
る
医
師
免
許
証
又
は
歯
科
医
師
法
に
規
定

す
る
歯
科
医
師
免
許
証
を
有
す
る
も
の 

第
五
条 

前
二
条
の
規
定

第
一
種
初
任

給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三

十
五
年
に
達
し
て
い
る
職
員

第
一
種
初
任
給
調

整
手
当
は
支
給

 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
支
給

 

第
六
条 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間

第

二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る

に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
及

び
当
該
経
過
期
間
内
に
新
た
に
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
官
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
医
師
法

に
規
定
す
る
医
師
免
許
証
又
は
歯
科
医
師
法
に
規
定

す
る
歯
科
医
師
免
許
証
を
有
す
る
も
の 

第
五
条 

前
二
条
の
規
定

初
任
給
調
整

手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
十
五
年

に
達
し
て
い
る
職
員

初
任
給
調
整
手
当
は
支
給

 

支
給
期
間
及
び

 

 
第
六
条 

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間

第
二
条
第

一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員
に



職
員
に

は

に
規
定
す

る
官
職
を
占
め
る
職
員
に

は
十
年

月
額
は
職
員
の
区
分
及
び
採
用
の
日
又
は
第
四
条
に
規

定
す
る
職
員
と

日
以
後
の
期
間
の
区
分
に
応
じ

た
別
表
第
一
に
掲
げ
る

一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休

業
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て

い
る
職
員

育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等

に

は
そ
の
額
に
育
児
休

に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

第
十
三
条
に
お
い
て
同

じ

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

あ
つ
て
は

に
規
定
す
る
官
職

を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
十
年

月
額
は

職
員
の
区
分
及
び
採
用
の
日
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る

職
員
と
な
つ
た
日
以
後
の
期
間
の
区
分
に
応
じ
た
別
表

第
一
に
掲
げ
る

に

規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第

二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職

員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に

児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数

育
児
休
業
法
第
二
十
三
条
第



そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数

育
児
休
業
法
第
二
十
三
条
第

二
項
に
規
定
す
る
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

第
十
三

条

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

と
い

は
そ
の
額
に
育
児
休
業
法
第
二
十
五

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で

除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

端
数

を
切
り
捨
て
た
額

場
合
に

大
学
卒
業
の
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
採
用
の
日
又

は
第
四
条
に
規
定
す
る
職
員
と

日
ま
で
の
期
間

二
項
に
規
定
す
る
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て

は
そ
の
額
に
育
児
休
業
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

額
に
一
円
未
満

の
端
数

端
数
を
切
り
捨
て
た
額

場
合

大
学
卒

業
の
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
採
用
の
日
又
は
第
四
条
に
規
定

す
る
職
員
と
な
つ
た
日
ま
で
の
期
間
が

修
を
経
た
場
合
に
あ
つ
て
は

を
経
た

場
合
に
あ
つ
て
は

を
超
え
る
こ
と
と
な
る
第
二

条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
職



が

を
経
た
場
合
に

は

実
地
修
練
を
経
た
場
合
に

は

を
超
え
る

こ
と
と
な
る
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る

官
職
を
占
め
る

に
規
定
す
る
大
学

院
の
博
士
課
程
の
所
定
の
単
位
を
修
得

同

課
程
の
所
定
の
期
間
を
経
過
し
た
日
か
ら
三
年
内
の
職

員
を
除

対
す
る
同
表
の
適
用

採
用
の
日
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る
職
員
と

日

か
ら
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
る

に
満
た
な

い
期
間

期
間
を
一
年
と
し
て
算

定
し
た

に
相
当
す
る
期
間
第
一
種
初
任
給
調
整

手
当
が
支
給

 

２ 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員

に
規
定
す
る
大
学
院
の
博
士
課
程
の

所
定
の
単
位
を
修
得

同
課
程
の
所
定
の
期

間
を
経
過
し
た
日
か
ら
三
年
内
の
職
員
を
除

対
す
る
同
表
の
適
用

採
用
の
日
又
は
第

四
条
に
規
定
す
る
職
員
と
な
つ
た
日
か
ら
そ
の
超
え
る

こ
と
と
な
る

に
満
た
な
い
期
間
が
あ
る
と

期
間
を
一
年
と
し
て
算
定
し
た

に

相
当
す
る
期
間
初
任
給
調
整
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
た

 

   

２ 

初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
が
次
の



が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け

る
当
該
職
員
に
対
す
る
別
表
第
一
の
適
用
に
つ
い
て

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間

同
表
の
期
間
の
区

分
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
算
入

 

一 

休
職
に
さ
れ
た
場
合 

そ
の
休
職
の

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
教
育
公
務
員
特
例
法

の
規
定
に
よ
り
給
与
の
全
額
を
支
給
さ
れ
る
休
職
の

期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る

 

   

 
 

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
当
該

職
員
に
対
す
る
別
表
第
一
の
適
用

当
該

各
号
に
定
め
る
期
間

同
表
の
期
間
の
区
分
欄
に
掲

げ
る
期
間
に
算
入

 

一 

休
職
に
さ
れ
た
場
合 

そ
の
休
職
の

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
教
育
公
務
員
特
例
法

の
規
定
に
よ
り
給
与
の
全
額
を
支
給
さ
れ
る
休
職
の

期
間
を
含
ま
な
い
も
の

規
則
一
八―

員
の
国
際
機
関
等
へ
の

の
職

員
に
あ
つ
て

休
職
の
期
間
に
引
き
続
く
派
遣
の

期
間
を
含
む
も
の
と
す
る

 

 
 



３ 

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員
の

採
用
に
よ
る
当
該
官
職
の
欠
員
の
補
充
に
つ
い

て
そ
の
困
難
の
程
度
等
を
考
慮
し
て
人
事
院
が
定
め
る

職
員
に
支
給
す
る
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期

間
及
び
月
額

第
一
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら

同
項
前
段
に
規
定
す
る
支
給
期
間
及
び
月
額
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

 

４ 

第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
同
項
後
段
の

規
定
の
適
用
に
よ
り
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額

が
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と

職

員
で
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い

て
各
庁
の

そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含

３ 

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員
の

採
用
に
よ
る
当
該
官
職
の
欠
員
の
補
充
に
つ
い

て
そ
の
困
難
の
程
度
等
を
考
慮
し
て
人
事
院
が
定
め
る

職
員
に
支
給
す
る
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び

月
額

第
一
項
前
段
の
規
定

同
項

前
段
に
規
定
す
る
支
給
期
間
及
び
月
額
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
人
事
院
が
別
に
定

 

 

４ 

第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
同
項
後
段
の

規
定
の
適
用
に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
が
別
表

第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
特

別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
各
庁

の

そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含



あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
た
場
合
の
当
該
職
員

に
支
給
す
る
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及

び
月
額

同
項
の
規
定

人
事
院
が

別
に
定

 

第
七
条 

第
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
四
条

に
規
定
す
る
職
員
と

に
規
定
す
る

職
員
を
除

職
員
と

日
前
に
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た

こ
と
の
あ
る
者
で
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
に
既
に
第
一
種
初
任
給

調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間

を
加
え
た
期
間
が
三
十
五
年
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
も

の
に
係
る
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び

じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
た
場
合
の
当
該
職
員
に
支
給

す
る
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
月
額

同

項
の
規
定

人
事
院
が
別
に
定
め
る
と

 

第
七
条 

第
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
四
条

に
規
定
す
る
職
員
と
な
つ
た

に
規
定
す
る

職
員
を
除

職
員
と
な
つ
た

日
前
に
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
の

あ
る
者
で
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
調
整
手

当
の
支
給
期
間
に
既
に
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ

て
い
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
加
え
た
期
間
が
三
十

五
年
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
初
任
給
調
整

手
当
の
支
給
期
間
及
び
支
給
額

同
項
の
規
定
に
よ



支
給
額

同
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
期
間

そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
第
一

種
初
任
給
調
整
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た

場
合
に
お
け
る
期
間
及
び
額

 

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
支
給

 

第
七
条
の
二 

 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
の

 

第
八
条 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る

職
員
が
次
に
掲
げ
る
異
動
を
し
た
場
合

第
四
条

第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
る
場
合
を
除

当
該
異

動
の
日
か
ら
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
は
支
給
し
な

る
支
給
期
間

超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間

に
相
当
す
る
期
間
初
任
給
調
整
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い

た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
期
間
及
び
額

 

 

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
支
給
期
間
及
び

 

 

第
七
条
の
二 

 

支
給
の

 

第
八
条 

初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
が

次
に
掲
げ
る
異
動
を
し
た
場
合

第
四
条
第
二
号

に
掲
げ
る
職
員
と
な
る
場
合
を
除

当
該
異
動
の
日

か
ら
初
任
給
調
整
手
当
は
支
給

 



 

一
・
二 

 
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
要
件
の
改
正
の
場

合
の

 

第
九
条 

第
二
条
に
規
定
す
る
官
職
又
は
第
三
条
に
規
定

す
る
職
員
の
要
件
が
改
正
さ
れ
た
場
合

当

該
改
正
の

こ
の
条

改
正
の

前
日
か
ら
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
職

員

改
正
の
日
前
に
改
正
の
日
に
お
け
る
規
定

が
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
第
一
種
初
任

給
調
整
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
職
員
で
そ
の

者
の
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
経
過

期
間
が
改
正
の
日
の
前
日
ま
で
に
満
了
し
な
い
こ
と
と

 

一
・
二 

 

支
給
要
件
の
改
正
の
場
合
の

 

 

第
九
条 

第
二
条
に
規
定
す
る
官
職
又
は
第
三
条
に
規
定

す
る
職
員
の
要
件
が
改
正
さ
れ
た
場
合

当

該
改
正
の

こ
の
条

改
正
の

前
日
か
ら
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
職

員

改
正
の
日
前
に
改
正
の
日
に
お
け
る
規
定

が
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
初
任
給
調
整

手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
職
員
で
そ
の
者
の
初

任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
経
過
期
間
が
改
正
の

日
の
前
日
ま
で
に
満
了
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ



改
正
の

の

定

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を

支
給

 

第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
特
定
額
に
関
し
て
人
事

院
規
則
で
定
め
る
職
員
及
び
額

 

第
十
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
職
員

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

当

該
職
員
の
特
定
額

に
規
定

を

以
下
同

の
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
と
し

て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額

当
該
各
号
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額

 

一 

法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再

改
正
の

の
定
め
る
と
こ
ろ

初
任
給
調
整
手
当
を
支
給

 

   

 

       



 

当
該
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
に
適
用
さ
れ
る
俸
給
表
の
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸

給
月
額
の

給
与
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す

る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額 

二 

給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職

員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
俸
給
表
の
俸
給
月
額

給
与
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に

び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

職
員
の
受
け
る
号
俸
に
応
じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を

乗
じ
て
得
た

五
十
円
未
満
の
端
数

             



を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨

五
十
円
以
上

百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に

切
り
上

 

の

 

第
十
一
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
在
勤
す
る
地

域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
の
最
低
基
準
を
考
慮
し
て
人

事
院
規
則
で
定
め
る
額

職
員
の
在
勤
す
る
地
域
に

応
じ
た
別
表
第
三
に
掲
げ
る
額

 

の
支
給
期
間
の

 

第
十
二
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
人
事
院
規
則

で
定
め
る
日

特
定
額
が
基
準
額

に
規
定
す

以
下
同

以
上

た
日
の
前
日

 

    

 

    

 

   



の

 
第
十
三
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額

基
準
額
と
特
定

額
と
の
差
額
に
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
乗

の
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額

そ
の
額
に
百
円
未
満

の
端
数
を
生

百
円
に
切
り
上
げ

た
額

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

は
当
該
額
に
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等

当
該
額
に
育
児
休
業
法
第

十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法

 

 

           



第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数
を

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に

当
該
額
に
育
児
休
業
法
第
二
十
五
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務

時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

額
に
一

円
未
満
の
端
数

そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
額

 の
権
衡
職
員
の

 

第
十
四
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
三
項
の
人
事
院
規
則

で
定
め
る
職
員

当
該
職
員
を
新
た
に
採
用
さ
れ
た

           

 

 



職
員
と
み
な
し
て
同
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と

し
た
な
ら
ば
同
項
に
規
定
す
る
特
定
額
と
し
て
算
定
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
額

こ
の
条

権
衡

が
基
準
額
を
下
回
る
職
員

 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当

の
支
給
期
間

同
項
に
規
定
す
る
職
員

日

か
ら
権
衡
職
員
特
定
額
が
基
準
額
以
上

日
の

前
日

 

３ 

前
条
の
規
定

第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
第
二

種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
に
つ
い
て
準
用

こ

の
場
合

と
あ
る
の

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

             



 

 

第
十
五
条 

 

 

 

第
十
条 

 
 

 

 
 

 





別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加

 



別表第三（第十一条関係）
職員の在勤する地域 基準額

円
北海道 1,075
青森県 1,029
岩手県 1,031
宮城県 1,038
秋田県 1,031
山形県 1,032
福島県 1,033
茨城県 1,074
栃木県 1,068
群馬県 1,063
埼玉県 1,141
千葉県 1,140
東京都 1,226
神奈川県 1,225
新潟県 1,050
富山県 1,062
石川県 1,054
福井県 1,053
山梨県 1,052
長野県 1,061
岐阜県 1,065
静岡県 1,097
愛知県 1,140
三重県 1,087
滋賀県 1,080
京都府 1,122
大阪府 1,177
兵庫県 1,116
奈良県 1,051
和歌山県 1,045
鳥取県 1,030
島根県 1,033
岡山県 1,047
広島県 1,085
山口県 1,043
徳島県 1,046
香川県 1,036
愛媛県 1,033
高知県 1,023
福岡県 1,057
佐賀県 1,030
長崎県 1,031
熊本県 1,034
大分県 1,035
宮崎県 1,023
鹿児島県 1,026
沖縄県 1,023



附 

則 

 

第
一
条 

こ
の
規
則

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置

 

第
二
条 

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

令
和
三
年
改
正

附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員

法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

と
い
う

規
則

に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九―

三
四

改
正
後
の

第
十
条
の
規
定
を
適
用

 

第
三
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員

改
正
後
の
規
則
第
十
三
条

改
正
後
の
規
則
第
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
規
定
を
適
用

 

一―

三
四
の

 

第
四
条 

人
事
院
規
則
一―

の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の

の
一
部
を
次
の



よ
う
に
改
正

 

 
 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改

 
 



改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

三
条
、
第
四
条
関
係
）

三
条
、
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

満
了
時
の

満
了
時
の

措
置

措
置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

第
六
条
第
四
項
の

第
一
種
初
任
給
調
整

承
認
の
効

廃
棄

規
則
九
―

第
六
条
第
四
項
の

初
任
給
調
整
手
当
の

承
認
の
効

廃
棄

三
四
（
初

承
認
に
関
す
る
文

手
当
の
支
給
期
間
及

力
が
失
わ

三
四
（
初

承
認
に
関
す
る
文

支
給
期
間
及
び
月
額

力
が
失
わ

任
給
調
整

書

び
月
額
に
係
る
承
認

れ
る
日
に

任
給
調
整

書

に
係
る
承
認
の
文
書

れ
る
日
に

手
当
）

の
文
書

係
る
特
定

手
当
）

係
る
特
定

当
該
承
認
の
申
請
の

日
以
後
五

当
該
承
認
の
申
請
の

日
以
後
五

文
書

年

文
書

年

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）



 

九―

五
の

 
第
五
条 
人
事
院
規
則
九―

五

給
与
簿

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
a
 

 

 

第
五
条 

 

第
六
条 

職
員
別
給
与
簿

各
給
与
期
間
に
つ
き

そ
の
他
の
給
与
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る

給
与
以
外
の
給
与

支
給
の

第
十
二
条
に
お
い
て
同

次
に
掲
げ
る
事
項
を
給

与
事
務
担
当
者
が
記
録

 

一 

の

 

第
五
条 

 

第
六
条 

職
員
別
給
与
簿

各
給
与
期
間
に
つ
き

そ
の
他
の
給
与
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る

給
与
以
外
の
給
与

支
給
の

第
十
二
条
に
お
い
て
同

次
に
掲
げ
る
事
項
を
給

与
事
務
担
当
者
が
記
録

 

一 

の



当
及
び
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当

専

門十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含

超
過
勤そ

の
他
の
給
与
の
支
給
額 

二
・
三 

 

初
任
給
調
整
手
当

職
調
整

の
規
定
に
よ
る

手
当
を
含

そ
の
他
の
給
与
の
支
給

額 

 

二
・
三 

 
 

 

九―

七
の

 

第
六
条 

人
事
院
規
則
九―

七

の

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 



 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
a
 

 

研
究
員
調
整
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
の

 

第
七
条
の
二 

手
当
及
び
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当

第
十
三

条
に
お
い
て
同

び

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含

俸
給

の
支
給
方
法
に
準
じ
て
支
給

 
研
究
員
調
整
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
の

 

第
七
条
の
二 

初
任
給
調
整
手
当

び

与
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含

俸
給
の
支
給
方
法
に
準
じ
て
支
給

 

九―

一
二
二
の

 

第
七
条 

人
事
院
規
則
九―

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 



 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
a
 

 

第
十
条
の
六
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め

る

 

第
二
条 

給
与
法
第
十
条
の
六
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
業
務

次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務

が
定
め
る
も
の
に
限

 

一
・
二 

 

 

第
三
条 

給
与
法
第
十
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
専

門

職
調
整
手
当
の
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数

端
数
を
切
り
捨
て
た
額

第
十
条
の
五
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め

る

 

第
二
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
業
務

次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務

が
定
め
る
も
の
に
限

 

一
・
二 

 

 

第
三
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
専

門

職
調
整
手
当
の
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数

端
数
を
切
り
捨
て
た
額



て
当
該
専
門

職
調
整
手
当
の
月
額

 

て
当
該
専
門

職
調
整
手
当
の
月
額

 
 

 

 



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

四
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
四
〇
―
六
五

人
事
院
規
則
九
―
四
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
四
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
期
末
手
当
に
係
る
在
職
期
間
）

（
期
末
手
当
に
係
る
在
職
期
間
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）



２

前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期

２

前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期

間
を
除
算
す
る
。

間
を
除
算
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
次
に
掲
げ
る
期
間
を

五

休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
次
に
掲
げ
る
期
間
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期
間

除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期
間

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

そ
の
職
員
の
職
務
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
認

ニ

国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十

め
ら
れ
る
学
術
研
究
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る

五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

こ
と
に
よ
る
休
職
の
期
間
の
う
ち
人
事
院
の
定
め

す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
人
事

る
期
間

院
の
定
め
る
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
の
職
務

に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
術
研
究

そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
る
休
職
の

期
間
の
う
ち
人
事
院
の
定
め
る
期
間



六

（
略
）

六

（
略
）

第
六
条

前
条
第
一
項
の
在
職
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る

第
六
条

前
条
第
一
項
の
在
職
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る

期
間
を
算
入
す
る
。

期
間
を
算
入
す
る
。

一

基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
次

一

基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
次

に
掲
げ
る
者
が
給
与
法
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な

に
掲
げ
る
者
が
給
与
法
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な

つ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
内
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
者

つ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
内
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
者

と
し
て
勤
務
し
た
期
間

と
し
て
在
職
し
た
期
間

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
次

二

基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
次

に
掲
げ
る
者
が
引
き
続
き
給
与
法
の
適
用
を
受
け
る

に
掲
げ
る
者
が
引
き
続
き
給
与
法
の
適
用
を
受
け
る

職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
内
に
お
い
て
そ

職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
内
に
お
い
て
そ

れ
ら
の
者
と
し
て
勤
務
し
た
期
間

れ
ら
の
者
と
し
て
在
職
し
た
期
間

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）



ホ

交
流
元
企
業
（
官
民
人
事
交
流
法
第
二
十
条
に

（
新
設
）

規
定
す
る
交
流
元
企
業
を
い
う
。
）
に
雇
用
さ
れ

て
い
る
者
（
官
民
人
事
交
流
法
第
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
交
流
採
用
を
さ
れ
た
者
に
限
り
、
人
事
院

の
定
め
る
者
を
除
く
。
）

２

前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
各

２

前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の

号
に
掲
げ
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
除
算
す
る
。

規
定
を
準
用
す
る
。

（
一
時
差
止
処
分
に
係
る
在
職
期
間
）

（
一
時
差
止
処
分
に
係
る
在
職
期
間
）

第
六
条
の
二

（
略
）

第
六
条
の
二

（
略
）

２

前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
及

２

前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
及

び
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
引
き
続

び
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
引
き
続

き
給
与
法
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、

き
給
与
法
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、

そ
れ
ら
の
者
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
は
、
前
項
の
在
職

そ
れ
ら
の
者
と
し
て
在
職
し
た
期
間
は
、
前
項
の
在
職



期
間
と
み
な
す
。

期
間
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―
四
九
―
五
七
（
人

事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す

る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
四
九
―
五
七
―
二

人
事
院
規
則
九
―
四
九
―
五
七
（
人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）
の
一
部

を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
四
九
―
五
七
（
人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

附
則
別
表
第
一
（
附
則
第
二
条
及
び
附
則
第
四
条
関
係
）

附
則
別
表
第
一
（
附
則
第
二
条
及
び
附
則
第
四
条
関
係
）

都
道
府
県

支

給

地

域

級

地

都
道
府
県

支

給

地

域

級

地

北
海
道

札
幌
市

四
パ
ー

北
海
道

札
幌
市

三
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

宮
城
県

仙
台
市

多
賀
城
市

八
パ
ー

宮
城
県

多
賀
城
市

九
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

仙
台
市

七
パ
ー

セ
ン
ト

級
地

名
取
市

一
パ
ー

名
取
市

二
パ
ー



セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

茨
城
県

（
略
）

（
略
）

茨
城
県

（
略
）

（
略
）

取
手
市

十

四

取
手
市

十

五

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

守
谷
市

十

三

守
谷
市

十

四

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

牛
久
市

十
パ
ー

牛
久
市

十

一

セ
ン
ト

パ
ー
セ



級
地

ン
ト
級

地

水
戸
市

日
立
市

土
浦

八
パ
ー

水
戸
市

日
立
市

土
浦

九
パ
ー

市

龍
ケ
崎
市

セ
ン
ト

市

龍
ケ
崎
市

セ
ン
ト

級
地

級
地

古
河
市

石
岡
市

下
妻

四
パ
ー

古
河
市

ひ
た
ち
な
か
市

五
パ
ー

市

常
総
市

常
陸
太
田

セ
ン
ト

神
栖
市

セ
ン
ト

市

高
萩
市

北
茨
城
市

級
地

級
地

笠
間
市

ひ
た
ち
な
か

笠
間
市

鹿
嶋
市

筑
西

三
パ
ー

市

鹿
嶋
市

潮
来
市

市

セ
ン
ト

常
陸
大
宮
市

筑
西
市

級
地

桜
川
市

神
栖
市

行
方

石
岡
市

下
妻
市

常
総

二
パ
ー

市

鉾
田
市

小
美
玉
市

市

常
陸
太
田
市

高
萩

セ
ン
ト



東
茨
城
郡
茨
城
町

東

市

北
茨
城
市

潮
来
市

級
地

茨
城
郡
城
里
町

那
珂
郡

常
陸
大
宮
市

桜
川
市

東
海
村

久
慈
郡
大
子
町

行
方
市

鉾
田
市

小

稲
敷
郡
河
内
町

美
玉
市

東
茨
城
郡
茨
城

町

東
茨
城
郡
城
里
町

那
珂
郡
東
海
村

久
慈
郡

大
子
町

稲
敷
郡
河
内
町

栃
木
県

宇
都
宮
市

足
利
市

栃

四
パ
ー

栃
木
県

宇
都
宮
市

大
田
原
市

五
パ
ー

木
市

佐
野
市

鹿
沼
市

セ
ン
ト

下
野
市

セ
ン
ト

日
光
市

小
山
市

真

級
地

級
地

岡
市

大
田
原
市

矢
板

栃
木
市

鹿
沼
市

小
山

三
パ
ー

市

那
須
塩
原
市

さ
く

市

真
岡
市

セ
ン
ト

ら
市

那
須
烏
山
市

下

級
地



野
市

芳
賀
郡
益
子
町

足
利
市

佐
野
市

日
光

二
パ
ー

塩
谷
郡
高
根
沢
町

那
須

市

矢
板
市

那
須
塩
原

セ
ン
ト

郡
那
須
町

那
須
郡
那
珂

市

さ
く
ら
市

那
須
烏

級
地

川
町

山
市

芳
賀
郡
益
子
町

塩
谷
郡
高
根
沢
町

那
須

郡
那
須
町

那
須
郡
那
珂

川
町

群
馬
県

前
橋
市

高
崎
市

太
田

四
パ
ー

群
馬
県

高
崎
市

五
パ
ー

市

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

前
橋
市

太
田
市

三
パ
ー

セ
ン
ト

級
地



渋
川
市

一
パ
ー

渋
川
市

二
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

埼
玉
県

和
光
市

十

四

埼
玉
県

和
光
市

十

五

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

さ
い
た
ま
市

志
木
市

十

三

さ
い
た
ま
市

志
木
市

十

四

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

東
松
山
市

朝
霞
市

十
パ
ー

東
松
山
市

朝
霞
市

十

一

セ
ン
ト

パ
ー
セ



級
地

ン
ト
級

地

川
越
市

上
尾
市

坂
戸

八
パ
ー

坂
戸
市

九
パ
ー

市

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

川
越
市

上
尾
市

七
パ
ー

セ
ン
ト

級
地

熊
谷
市

川
口
市

行
田

四
パ
ー

川
口
市

行
田
市

所
沢

五
パ
ー

市

秩
父
市

所
沢
市

セ
ン
ト

市

飯
能
市

加
須
市

セ
ン
ト

飯
能
市

加
須
市

本
庄

級
地

春
日
部
市

羽
生
市

鴻

級
地

市

春
日
部
市

羽
生
市

巣
市

深
谷
市

草
加
市

鴻
巣
市

深
谷
市

草

越
谷
市

戸
田
市

入



加
市

越
谷
市

戸
田
市

間
市

久
喜
市

三
郷
市

入
間
市

久
喜
市

三

幸
手
市

比
企
郡
滑
川

郷
市

幸
手
市

比
企
郡

町

北
葛
飾
郡
杉
戸
町

滑
川
町

北
葛
飾
郡
杉
戸

熊
谷
市

三
パ
ー

町

セ
ン
ト

級
地

秩
父
市

本
庄
市

二
パ
ー

セ
ン
ト

級
地

千
葉
県

袖
ケ
浦
市

印
西
市

十

四

千
葉
県

袖
ケ
浦
市

印
西
市

十

五

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地



千
葉
市

成
田
市

十

三

千
葉
市

成
田
市

十

四

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

船
橋
市

浦
安
市

十
パ
ー

船
橋
市

浦
安
市

十

一

セ
ン
ト

パ
ー
セ

級
地

ン
ト
級

地

市
川
市

松
戸
市

佐
倉

八
パ
ー

市
川
市

松
戸
市

佐
倉

九
パ
ー

市

柏
市

市
原
市

富

セ
ン
ト

市

市
原
市

富
津
市

セ
ン
ト

津
市

級
地

級
地

柏
市

七
パ
ー

セ
ン
ト



級
地

銚
子
市

館
山
市

木
更

四
パ
ー

野
田
市

茂
原
市

東
金

五
パ
ー

津
市

野
田
市

茂
原
市

セ
ン
ト

市

流
山
市

印
旛
郡
酒

セ
ン
ト

東
金
市

旭
市

勝
浦

級
地

々
井
町

印
旛
郡
栄
町

級
地

市

流
山
市

君
津
市

木
更
津
市

君
津
市

八

三
パ
ー

八
街
市

匝
瑳
市

香
取

街
市

セ
ン
ト

市

い
す
み
市

印
旛
郡

級
地

酒
々
井
町

印
旛
郡
栄
町

銚
子
市

館
山
市

旭
市

二
パ
ー

山
武
郡
芝
山
町

長
生

勝
浦
市

匝
瑳
市

香

セ
ン
ト

郡
一
宮
町

取
市

い
す
み
市

山
武

級
地

郡
芝
山
町

長
生
郡
一
宮

町

東
京
都

（
略
）

（
略
）

東
京
都

（
略
）

（
略
）



八
王
子
市

立
川
市

武

十

六

武
蔵
野
市

調
布
市

町

十

六

蔵
野
市

青
梅
市

府
中

パ
ー
セ

田
市

小
平
市

日
野
市

パ
ー
セ

市

昭
島
市

調
布
市

ン
ト
級

国
分
寺
市

狛
江
市

ン
ト
級

町
田
市

小
平
市

日
野

地

清
瀬
市

多
摩
市

地

市

東
村
山
市

国
分
寺

八
王
子
市

青
梅
市

府

十

五

市

国
立
市

福
生
市

中
市

昭
島
市

東
村
山

パ
ー
セ

狛
江
市

東
大
和
市

清

市

国
立
市

福
生
市

ン
ト
級

瀬
市

多
摩
市

稲
城
市

稲
城
市

西
東
京
市

地

西
東
京
市

立
川
市

三
鷹
市

東
大

十

四

三
鷹
市

あ
き
る
野
市

十

五

和
市

あ
き
る
野
市

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地



東
久
留
米
市

十

四

東
久
留
米
市

十
パ
ー

パ
ー
セ

セ
ン
ト

ン
ト
級

級
地

地

武
蔵
村
山
市

七
パ
ー

セ
ン
ト

級
地

西
多
摩
郡
瑞
穂
町

西
多

十
パ
ー

西
多
摩
郡
瑞
穂
町

西
多

四
パ
ー

摩
郡
奥
多
摩
町

大
島
町

セ
ン
ト

摩
郡
奥
多
摩
町

大
島
町

セ
ン
ト

新
島
村

三
宅
村

八

級
地

新
島
村

三
宅
村

八

級
地

丈
町

小
笠
原
村

丈
町

小
笠
原
村

神
奈
川
県

横
浜
市

川
崎
市

藤
沢

十

六

神
奈
川
県

横
浜
市

川
崎
市

厚
木

十

六

市

厚
木
市

パ
ー
セ

市

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級



地

地

鎌
倉
市

十

三

鎌
倉
市

藤
沢
市

十

四

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

相
模
原
市

横
須
賀
市

十

二

相
模
原
市

十

二

平
塚
市

小
田
原
市

茅

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ヶ
崎
市

大
和
市

伊
勢

ン
ト
級

ン
ト
級

原
市

地

地

横
須
賀
市

平
塚
市

小

十

一

田
原
市

茅
ヶ
崎
市

大

パ
ー
セ

和
市

ン
ト
級

地



三
浦
市

秦
野
市

三
浦

十

一

三
浦
市

秦
野
市

三
浦

十
パ
ー

郡
葉
山
町

中
郡
二
宮
町

パ
ー
セ

郡
葉
山
町

中
郡
二
宮
町

セ
ン
ト

ン
ト
級

級
地

地

足
柄
上
郡
松
田
町

足
柄

八
パ
ー

足
柄
上
郡
松
田
町

足
柄

四
パ
ー

下
郡
箱
根
町

愛
甲
郡
愛

セ
ン
ト

下
郡
箱
根
町

愛
甲
郡
愛

セ
ン
ト

川
町

級
地

川
町

級
地

新
潟
県

新
潟
市

一
パ
ー

新
潟
県

新
潟
市

二
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

富
山
県

富
山
市

四
パ
ー

富
山
県

富
山
市

三
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地



石
川
県

金
沢
市

四
パ
ー

石
川
県

金
沢
市

三
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

河
北
郡
内
灘
町

一
パ
ー

河
北
郡
内
灘
町

二
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

福
井
県

福
井
市

一
パ
ー

福
井
県

福
井
市

二
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

山
梨
県

甲
府
市

四
パ
ー

山
梨
県

甲
府
市

五
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

南
ア
ル
プ
ス
市

一
パ
ー

南
ア
ル
プ
ス
市

二
パ
ー



セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

長
野
県

長
野
市

松
本
市

塩
尻

四
パ
ー

長
野
県

塩
尻
市

五
パ
ー

市

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

長
野
市

松
本
市

三
パ
ー

セ
ン
ト

級
地

諏
訪
市

伊
那
市

一
パ
ー

諏
訪
市

伊
那
市

二
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

岐
阜
県

岐
阜
市

四
パ
ー

岐
阜
県

岐
阜
市

五
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト



級
地

級
地

大
垣
市

多
治
見
市

美

一
パ
ー

大
垣
市

多
治
見
市

美

二
パ
ー

濃
加
茂
市

各
務
原
市

セ
ン
ト

濃
加
茂
市

各
務
原
市

セ
ン
ト

可
児
市

級
地

可
児
市

級
地

静
岡
県

裾
野
市

十

三

静
岡
県

裾
野
市

十

四

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

静
岡
市

八
パ
ー

静
岡
市

七
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

浜
松
市

沼
津
市

熱
海

四
パ
ー

沼
津
市

磐
田
市

御
殿

五
パ
ー

市

三
島
市

富
士
宮
市

セ
ン
ト

場
市

セ
ン
ト



伊
東
市

島
田
市

富

級
地

級
地

士
市

磐
田
市

焼
津
市

浜
松
市

三
島
市

富
士

三
パ
ー

掛
川
市

藤
枝
市

御

宮
市

富
士
市

焼
津
市

セ
ン
ト

殿
場
市

袋
井
市

下
田

掛
川
市

藤
枝
市

袋

級
地

市

伊
豆
市

御
前
崎
市

井
市

菊
川
市

伊
豆
の
国
市

熱
海
市

伊
東
市

島
田

二
パ
ー

牧
之
原
市

賀
茂
郡
河

市

下
田
市

伊
豆
市

セ
ン
ト

津
町

賀
茂
郡
松
崎
町

御
前
崎
市

菊
川
市

伊

級
地

駿
東
郡
長
泉
町

駿
東
郡

豆
の
国
市

牧
之
原
市

小
山
町

榛
原
郡
吉
田
町

賀
茂
郡
河
津
町

賀
茂
郡

榛
原
郡
川
根
本
町

松
崎
町

駿
東
郡
長
泉
町

駿
東
郡
小
山
町

榛
原

郡
吉
田
町

榛
原
郡
川
根



本
町

愛
知
県

刈
谷
市

豊
田
市

十

四

愛
知
県

刈
谷
市

豊
田
市

十

五

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

名
古
屋
市

豊
明
市

十

三

名
古
屋
市

豊
明
市

十

四

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

豊
橋
市

岡
崎
市

一
宮

八
パ
ー

西
尾
市

知
多
市

み
よ

九
パ
ー

市

瀬
戸
市

半
田
市

セ
ン
ト

し
市

セ
ン
ト

春
日
井
市

豊
川
市

津

級
地

級
地

島
市

碧
南
市

安
城
市

岡
崎
市

瀬
戸
市

春
日

七
パ
ー



西
尾
市

犬
山
市

常

井
市

豊
川
市

津
島
市

セ
ン
ト

滑
市

江
南
市

小
牧
市

碧
南
市

安
城
市

犬

級
地

知
多
市

田
原
市

弥

山
市

江
南
市

田
原
市

富
市

み
よ
し
市

西
春

弥
富
市

西
春
日
井
郡

日
井
郡
豊
山
町

海
部
郡

豊
山
町

飛
島
村

豊
橋
市

一
宮
市

半
田

六
パ
ー

市

常
滑
市

小
牧
市

セ
ン
ト

海
部
郡
飛
島
村

級
地

蒲
郡
市

新
城
市

額
田

七
パ
ー

蒲
郡
市

新
城
市

額
田

四
パ
ー

郡
幸
田
町

北
設
楽
郡
設

セ
ン
ト

郡
幸
田
町

北
設
楽
郡
設

セ
ン
ト

楽
町

北
設
楽
郡
東
栄
町

級
地

楽
町

北
設
楽
郡
東
栄
町

級
地

北
設
楽
郡
豊
根
村

北
設
楽
郡
豊
根
村

三
重
県

鈴
鹿
市

十
パ
ー

三
重
県

鈴
鹿
市

十

一



セ
ン
ト

パ
ー
セ

級
地

ン
ト
級

地

四
日
市
市

八
パ
ー

四
日
市
市

九
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

津
市

伊
勢
市

松
阪
市

四
パ
ー

津
市

桑
名
市

亀
山
市

五
パ
ー

桑
名
市

名
張
市

尾

セ
ン
ト

セ
ン
ト

鷲
市

亀
山
市

鳥
羽
市

級
地

級
地

熊
野
市

志
摩
市

伊

名
張
市

伊
賀
市

三
パ
ー

賀
市

多
気
郡
大
台
町

セ
ン
ト

北
牟
婁
郡
紀
北
町

級
地

伊
勢
市

松
阪
市

尾
鷲

二
パ
ー



市

鳥
羽
市

熊
野
市

セ
ン
ト

志
摩
市

多
気
郡
大
台
町

級
地

北
牟
婁
郡
紀
北
町

滋
賀
県

大
津
市

草
津
市

栗
東

八
パ
ー

滋
賀
県

大
津
市

草
津
市

栗
東

九
パ
ー

市

セ
ン
ト

市

セ
ン
ト

級
地

級
地

彦
根
市

長
浜
市

近
江

四
パ
ー

彦
根
市

守
山
市

甲
賀

五
パ
ー

八
幡
市

守
山
市

甲
賀

セ
ン
ト

市

セ
ン
ト

市

高
島
市

東
近
江
市

級
地

級
地

長
浜
市

東
近
江
市

三
パ
ー

セ
ン
ト

級
地

近
江
八
幡
市

高
島
市

二
パ
ー



セ
ン
ト

級
地

京
都
府

京
田
辺
市

十
パ
ー

京
都
府

京
田
辺
市

十

一

セ
ン
ト

パ
ー
セ

級
地

ン
ト
級

地

京
都
市

宇
治
市

亀
岡

八
パ
ー

京
都
市

九
パ
ー

市

向
日
市

木
津
川
市

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

宇
治
市

亀
岡
市

向
日

七
パ
ー

市

木
津
川
市

セ
ン
ト

級
地

福
知
山
市

舞
鶴
市

綾

七
パ
ー

福
知
山
市

舞
鶴
市

綾

四
パ
ー



部
市

宮
津
市

京
丹
後

セ
ン
ト

部
市

宮
津
市

京
丹
後

セ
ン
ト

市

南
丹
市

久
世
郡
久

級
地

市

南
丹
市

久
世
郡
久

級
地

御
山
町

御
山
町

大
阪
府

大
阪
市

吹
田
市

十

六

大
阪
府

大
阪
市

十

六

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

守
口
市

十

四

守
口
市

十

五

パ
ー
セ

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

池
田
市

高
槻
市

大
東

十

三

池
田
市

吹
田
市

高
槻

十

四

市

門
真
市

パ
ー
セ

市

大
東
市

門
真
市

パ
ー
セ



ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

堺
市

豊
中
市

枚
方
市

十

二

豊
中
市

寝
屋
川
市

箕

十

二

茨
木
市

八
尾
市

寝

パ
ー
セ

面
市

羽
曳
野
市

パ
ー
セ

屋
川
市

箕
面
市

柏
原

ン
ト
級

ン
ト
級

市

羽
曳
野
市

東
大
阪

地

地

市

交
野
市

堺
市

枚
方
市

茨
木
市

十

一

八
尾
市

柏
原
市

東

パ
ー
セ

大
阪
市

交
野
市

ン
ト
級

地

岸
和
田
市

泉
大
津
市

十

一

岸
和
田
市

泉
大
津
市

十
パ
ー

泉
佐
野
市

富
田
林
市

パ
ー
セ

泉
佐
野
市

富
田
林
市

セ
ン
ト

河
内
長
野
市

和
泉
市

ン
ト
級

河
内
長
野
市

和
泉
市

級
地



藤
井
寺
市

泉
南
市

阪

地

藤
井
寺
市

泉
南
市

阪

南
市

泉
南
郡
熊
取
町

南
市

泉
南
郡
熊
取
町

泉
南
郡
田
尻
町

泉
南
郡

泉
南
郡
田
尻
町

泉
南
郡

岬
町

南
河
内
郡
太
子
町

岬
町

南
河
内
郡
太
子
町

兵
庫
県

西
宮
市

芦
屋
市

宝
塚

十

三

兵
庫
県

西
宮
市

芦
屋
市

宝
塚

十

四

市

パ
ー
セ

市

パ
ー
セ

ン
ト
級

ン
ト
級

地

地

神
戸
市

十
パ
ー

神
戸
市

十

一

セ
ン
ト

パ
ー
セ

級
地

ン
ト
級

地

尼
崎
市

明
石
市

伊
丹

八
パ
ー

尼
崎
市

伊
丹
市

川
西

九
パ
ー



市

川
西
市

三
田
市

セ
ン
ト

市

三
田
市

セ
ン
ト

級
地

級
地

明
石
市

七
パ
ー

セ
ン
ト

級
地

姫
路
市

洲
本
市

相
生

四
パ
ー

赤
穂
市

五
パ
ー

市

豊
岡
市

加
古
川
市

セ
ン
ト

セ
ン
ト

赤
穂
市

西
脇
市

三

級
地

級
地

木
市

小
野
市

丹
波
篠

姫
路
市

加
古
川
市

三

三
パ
ー

山
市

養
父
市

丹
波
市

木
市

セ
ン
ト

朝
来
市

宍
粟
市

加

級
地

東
市

た
つ
の
市

多
可

洲
本
市

相
生
市

豊
岡

二
パ
ー

郡
多
可
町

美
方
郡
香
美

市

西
脇
市

小
野
市

セ
ン
ト



町

美
方
郡
新
温
泉
町

丹
波
篠
山
市

養
父
市

級
地

丹
波
市

朝
来
市

宍
粟

市

加
東
市

た
つ
の
市

多
可
郡
多
可
町

美
方

郡
香
美
町

美
方
郡
新
温

泉
町

奈
良
県

天
理
市

十
パ
ー

奈
良
県

天
理
市

十

一

セ
ン
ト

パ
ー
セ

級
地

ン
ト
級

地

奈
良
市

大
和
郡
山
市

八
パ
ー

奈
良
市

大
和
郡
山
市

九
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地



大
和
高
田
市

橿
原
市

四
パ
ー

大
和
高
田
市

橿
原
市

五
パ
ー

桜
井
市

五
條
市

香
芝

セ
ン
ト

香
芝
市

北
葛
城
郡
王
寺

セ
ン
ト

市

高
市
郡
明
日
香
村

級
地

町

級
地

北
葛
城
郡
王
寺
町

吉
野

桜
井
市

三
パ
ー

郡
吉
野
町

吉
野
郡
大
淀

セ
ン
ト

町

吉
野
郡
下
市
町

吉

級
地

野
郡
十
津
川
村

吉
野
郡

五
條
市

高
市
郡
明
日
香

二
パ
ー

下
北
山
村

吉
野
郡
川
上

村

吉
野
郡
吉
野
町

吉

セ
ン
ト

村

野
郡
大
淀
町

吉
野
郡
下

級
地

市
町

吉
野
郡
十
津
川
村

吉
野
郡
下
北
山
村

吉

野
郡
川
上
村

和
歌
山
県

和
歌
山
市

橋
本
市

四
パ
ー

和
歌
山
県

和
歌
山
市

橋
本
市

五
パ
ー



セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

岡
山
県

岡
山
市

倉
敷
市

四
パ
ー

岡
山
県

岡
山
市

三
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

倉
敷
市

二
パ
ー

セ
ン
ト

級
地

広
島
県

広
島
市

八
パ
ー

広
島
県

広
島
市

九
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

呉
市

竹
原
市

三
原
市

四
パ
ー

三
原
市

東
広
島
市

廿

三
パ
ー

尾
道
市

福
山
市

府

セ
ン
ト

日
市
市

安
芸
郡
海
田
町

セ
ン
ト



中
市

三
次
市

庄
原
市

級
地

安
芸
郡
坂
町

級
地

大
竹
市

東
広
島
市

呉
市

竹
原
市

尾
道
市

二
パ
ー

廿
日
市
市

安
芸
高
田
市

福
山
市

府
中
市

三

セ
ン
ト

安
芸
郡
海
田
町

安
芸

次
市

庄
原
市

大
竹
市

級
地

郡
坂
町

山
県
郡
安
芸
太

安
芸
高
田
市

山
県
郡

田
町

豊
田
郡
大
崎
上
島

安
芸
太
田
町

豊
田
郡
大

町

世
羅
郡
世
羅
町

神

崎
上
島
町

世
羅
郡
世
羅

石
郡
神
石
高
原
町

町

神
石
郡
神
石
高
原
町

山
口
県

周
南
市

一
パ
ー

山
口
県

周
南
市

二
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

徳
島
県

徳
島
市

鳴
門
市

阿
南

一
パ
ー

徳
島
県

徳
島
市

鳴
門
市

阿
南

二
パ
ー

市

セ
ン
ト

市

セ
ン
ト



級
地

級
地

香
川
県

高
松
市

四
パ
ー

香
川
県

高
松
市

五
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

坂
出
市

一
パ
ー

坂
出
市

二
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

福
岡
県

福
岡
市

春
日
市

福
津

八
パ
ー

福
岡
県

福
岡
市

春
日
市

福
津

九
パ
ー

市

セ
ン
ト

市

セ
ン
ト

級
地

級
地

北
九
州
市

大
牟
田
市

四
パ
ー

太
宰
府
市

糸
島
市

糟

五
パ
ー

久
留
米
市

直
方
市

飯

セ
ン
ト

屋
郡
新
宮
町

糟
屋
郡
粕

セ
ン
ト

塚
市

田
川
市

柳
川
市

級
地

屋
町

級
地



八
女
市

大
川
市

行

北
九
州
市

筑
紫
野
市

三
パ
ー

橋
市

豊
前
市

中
間
市

糟
屋
郡
宇
美
町

セ
ン
ト

小
郡
市

筑
紫
野
市

級
地

宗
像
市

太
宰
府
市

う

大
牟
田
市

久
留
米
市

二
パ
ー

き
は
市

宮
若
市

朝
倉

直
方
市

飯
塚
市

田
川

セ
ン
ト

市

み
や
ま
市

糸
島
市

市

柳
川
市

八
女
市

級
地

糟
屋
郡
宇
美
町

糟
屋

大
川
市

行
橋
市

豊
前

郡
新
宮
町

糟
屋
郡
粕
屋

市

中
間
市

小
郡
市

町

遠
賀
郡
水
巻
町

朝

宗
像
市

う
き
は
市

宮

倉
郡
東
峰
村

田
川
郡
添

若
市

朝
倉
市

み
や
ま

田
町

京
都
郡
苅
田
町

市

遠
賀
郡
水
巻
町

朝

倉
郡
東
峰
村

田
川
郡
添

田
町

京
都
郡
苅
田
町



長
崎
県

長
崎
市

一
パ
ー

長
崎
県

長
崎
市

二
パ
ー

セ
ン
ト

セ
ン
ト

級
地

級
地

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
五
五
―
一
五
五

人
事
院
規
則
九
―
五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
地
官
署
）

（
特
地
官
署
）

第
一
条

給
与
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
官

第
一
条

給
与
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
官



署
（
以
下
「
特
地
官
署
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
一

署
（
以
下
「
特
地
官
署
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
に
掲

に
掲
げ
る
官
署
及
び
臨
時
的
に
置
か
れ
る
こ
と
そ
の
他

げ
る
官
署
及
び
臨
時
的
に
置
か
れ
る
官
署
で
別
に
人
事

の
事
由
に
よ
り
別
に
人
事
院
が
定
め
る
官
署
と
す
る
。

院
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
）

（
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
の
特
地
官
署
の
冬
期
（
毎
年
十
一
月
一
日
か
ら

２

前
項
の
特
地
官
署
の
級
別
区
分
は
、
別
表
に
定
め
る

翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同

と
お
り
（
前
条
の
人
事
院
が
定
め
る
官
署
に
あ
つ
て

じ
。
）
以
外
の
期
間
及
び
冬
期
に
係
る
級
別
区
分
は
、

は
、
人
事
院
が
定
め
る
当
該
官
署
の
級
別
区
分
）
と
す

別
表
第
一
に
定
め
る
と
お
り
（
前
条
の
人
事
院
が
定
め

る
。

る
官
署
に
あ
つ
て
は
、
人
事
院
が
定
め
る
当
該
官
署
の

級
別
区
分
）
と
す
る
。

（
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
期
間
）

（
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
期
間
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
官
署
に
勤
務
す
る
職
員
に
は
、
冬

第
三
条

次
に
掲
げ
る
官
署
に
勤
務
す
る
職
員
に
は
、
毎



期
以
外
の
期
間
は
、
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

年
十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

（
以
下
「
冬
期
」
と
い
う
。
）
以
外
の
期
間
は
、
特
地

勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

一

別
表
第
一
の
二
の
表
に
掲
げ
る
官
署

一

別
表
の
二
の
表
に
掲
げ
る
官
署

二

（
略
）

二

（
略
）

（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
）

（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
）

第
四
条

給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地

第
四
条

給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地

勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
官
署
を

勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
官
署
を

異
に
す
る
異
動
又
は
官
署
の
移
転
（
以
下
「
異
動
等
」

異
に
す
る
異
動
又
は
官
署
の
移
転
（
以
下
「
異
動
等
」

と
い
う
。
）
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
日
か
ら
開
始

と
い
う
。
）
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
日
か
ら
開
始

し
、
当
該
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
（
当
該
異

し
、
当
該
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
（
当
該
異

動
等
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
際
人
事
院

動
等
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
際
人
事
院

の
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
六
年
）

の
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
六
年
）



に
達
す
る
日
を
も
つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員

に
達
す
る
日
を
も
つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
を
も
つ
て
そ
の
支
給
は
終
わ
る
。

該
各
号
に
定
め
る
日
を
も
つ
て
そ
の
支
給
は
終
わ
る
。

一

職
員
が
特
地
官
署
若
し
く
は
準
特
地
官
署
（
特
地

一

職
員
が
特
地
官
署
若
し
く
は
人
事
院
が
指
定
す
る

官
署
に
準
ず
る
官
署
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
官

こ
れ
ら
に
準
ず
る
官
署
（
以
下
「
準
特
地
官
署
」
と

署
そ
の
他
人
事
院
が
別
に
指
定
す
る
官
署
を
い
う
。

い
う
。
）
以
外
の
官
署
に
異
動
し
た
場
合
又
は
職
員

以
下
同
じ
。
）
以
外
の
官
署
に
異
動
し
た
場
合
又
は

の
在
勤
す
る
官
署
が
移
転
等
の
た
め
、
特
地
官
署
若

職
員
の
在
勤
す
る
官
署
が
移
転
等
の
た
め
、
特
地
官

し
く
は
準
特
地
官
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た

署
若
し
く
は
準
特
地
官
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な

場
合

当
該
異
動
又
は
移
転
等
の
日
の
前
日

つ
た
場
合

当
該
異
動
又
は
移
転
等
の
日
の
前
日

二

（
略
）

二

（
略
）

２

給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

２

給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
俸
給
及
び
扶
養
手
当

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
俸
給
及
び
扶
養
手
当



の
月
額
の
合
計
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間

の
月
額
の
合
計
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間

等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
支
給
割
合

等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
支
給
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

期

間

等

の

区

分

支
給
割
合

期

間

等

の

区

分

支
給
割
合

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

前
条
各
号
に
掲
げ
る
官
署
の
う
ち
次
項
第
一

備
考

前
条
各
号
に
掲
げ
る
官
署
の
う
ち
次
項
第
一

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
官
署
以
外
の
官
署
に

号
に
掲
げ
る
官
署
以
外
の
官
署
に
在
勤
す
る
職

在
勤
す
る
職
員
に
対
す
る
冬
期
以
外
の
期
間
に

員
に
対
す
る
冬
期
以
外
の
期
間
に
お
け
る
こ
の

お
け
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
官

表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
官
署
を
準
特
地

署
を
準
特
地
官
署
と
み
な
す
。

官
署
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
官
署

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
官
署



に
在
勤
す
る
職
員
に
は
、
冬
期
以
外
の
期
間
は
、
給
与

に
在
勤
す
る
職
員
に
は
、
冬
期
以
外
の
期
間
は
、
給
与

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に

準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
。

準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
。

一

別
表
第
一
の
二
の
表
備
考
第
二
号
に
掲
げ
る
官
署

（
新
設
）

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
官
署
の
う
ち
人
事
院
が
定

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
官
署
の
う
ち
人
事
院
が
定
め

め
る
も
の

る
も
の

三

別
表
第
二
の
二
の
表
に
掲
げ
る
官
署

（
新
設
）

四

準
特
地
官
署
（
別
表
第
二
に
掲
げ
る
官
署
を
除

二

準
特
地
官
署
の
う
ち
人
事
院
が
定
め
る
も
の

く
。
）
の
う
ち
人
事
院
が
定
め
る
も
の

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
―
第
四
条
関
係
）

一

一
年
を
通
じ
て
特
地
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
特
地
官
署

都
道

級
別
区
分

級
別
区
分



所

在

地

官

署

（
冬
期
以
外

（
冬
期
）

府
県

の
期
間
）

北
海
道

島
牧
郡
島
牧
村
字
泊
八
三
の
二
二

後
志
森
林
管
理
署
永
豊
森
林
事
務

四
級
地

四
級
地

所

中
川
郡
中
川
町
字
安
川
三
一
の
四

上
川
北
部
森
林
管
理
署
佐
久
森
林

事
務
所

中
川
郡
中
川
町
字
安
川
三
一
の
四

上
川
北
部
森
林
管
理
署
共
和
森
林

事
務
所

沙
流
郡
平
取
町
振
内
町
三
一
の
三

日
高
北
部
森
林
管
理
署
振
内
森
林

事
務
所

沙
流
郡
平
取
町
振
内
町
三
一
の
三

日
高
北
部
森
林
管
理
署
幌
尻
森
林

事
務
所

沙
流
郡
平
取
町
振
内
町
三
一
の
三

日
高
北
部
森
林
管
理
署
貫
気
別
森



林
事
務
所

幌
泉
郡
え
り
も
町
字
新
浜
二
四
七
の
一

日
高
南
部
森
林
管
理
署
え
り
も
治

九

山
事
業
所

幌
泉
郡
え
り
も
町
字
新
浜
六
一
の
一
五

北
海
道
地
方
環
境
事
務
所
え
り
も

自
然
保
護
官
事
務
所

目
梨
郡
羅
臼
町
船
見
町
一
三
六

根
釧
東
部
森
林
管
理
署
羅
臼
森
林

事
務
所

目
梨
郡
羅
臼
町
船
見
町
一
三
二

羅
臼
海
上
保
安
署

目
梨
郡
羅
臼
町
湯
ノ
沢
町
六
の
二
七

釧
路
自
然
環
境
事
務
所
羅
臼
自
然

保
護
官
事
務
所

釧
路
市
阿
寒
町
阿
寒
湖
温
泉
一
の
一
の

釧
路
自
然
環
境
事
務
所
阿
寒
摩
周

三
級
地

四
級
地

一

国
立
公
園
管
理
事
務
所
阿
寒
湖
管

理
官
事
務
所



石
狩
市
浜
益
柏
木
二
〇
四

石
狩
森
林
管
理
署
浜
益
森
林
事
務

所

勇
払
郡
む
か
わ
町
穂
別
八
三
の
一

胆
振
東
部
森
林
管
理
署
穂
別
森
林

事
務
所

勇
払
郡
む
か
わ
町
穂
別
八
三
の
一

胆
振
東
部
森
林
管
理
署
稲
里
森
林

事
務
所

沙
流
郡
日
高
町
栄
町
東
二
の
二
五
八
の

日
高
北
部
森
林
管
理
署

三沙
流
郡
日
高
町
栄
町
東
二
の
二
五
八
の

日
高
北
部
森
林
管
理
署
日
高
森
林

三

事
務
所

沙
流
郡
日
高
町
栄
町
東
二
の
二
五
八
の

日
高
北
部
森
林
管
理
署
日
勝
森
林

三

事
務
所

沙
流
郡
日
高
町
松
風
町
二
の
二
五
一
の

室
蘭
開
発
建
設
部
日
高
道
路
事
務



四

所

奥
尻
郡
奥
尻
町
字
奥
尻
四
四
四

檜
山
森
林
管
理
署
奥
尻
森
林
事
務

三
級
地

三
級
地

所

上
川
郡
上
川
町
字
層
雲
峽

旭
川
開
発
建
設
部
旭
川
河
川
事
務

所
大
雪
ダ
ム
管
理
支
所

勇
払
郡
占
冠
村
字
中
央

上
川
南
部
森
林
管
理
署
占
冠
森
林

事
務
所

勇
払
郡
占
冠
村
字
中
央

上
川
南
部
森
林
管
理
署
双
珠
別
森

林
事
務
所

礼
文
郡
礼
文
町
香
深
村
字
ヘ
ウ
ケ
ト
ン

宗
谷
森
林
管
理
署
礼
文
森
林
事
務

ナ
イ

所

利
尻
郡
利
尻
富
士
町
鴛
泊
字
栄
町
一
九

宗
谷
森
林
管
理
署
利
尻
森
林
事
務

五
の
一

所



利
尻
郡
利
尻
富
士
町
鴛
泊
字
栄
町
一
九

宗
谷
森
林
管
理
署
鴛
泊
治
山
事
業

五
の
一

所

天
塩
郡
幌
延
町
字
幌
延
一
五
三
の
二

留
萌
開
発
建
設
部
幌
延
河
川
事
務

所

沙
流
郡
平
取
町
字
芽
生
八
四
の
七

室
蘭
開
発
建
設
部
鵡
川
沙
流
川
河

川
事
務
所
平
取
ダ
ム
管
理
支
所

足
寄
郡
陸
別
町
陸
別
基
線
三
一
八

十
勝
東
部
森
林
管
理
署
宇
遠
別
森

林
事
務
所

足
寄
郡
陸
別
町
陸
別
基
線
三
一
八

十
勝
東
部
森
林
管
理
署
鹿
山
森
林

事
務
所

足
寄
郡
陸
別
町
陸
別
基
線
三
一
八

十
勝
東
部
森
林
管
理
署
陸
別
森
林

事
務
所

足
寄
郡
陸
別
町
陸
別
基
線
三
一
八

十
勝
東
部
森
林
管
理
署
勲
禰
別
森



林
事
務
所

足
寄
郡
陸
別
町
陸
別
基
線
三
一
八

十
勝
東
部
森
林
管
理
署
斗
満
森
林

事
務
所

空
知
郡
南
富
良
野
町
字
幾
寅

上
川
南
部
森
林
管
理
署

二
級
地

三
級
地

空
知
郡
南
富
良
野
町
字
幾
寅

上
川
南
部
森
林
管
理
署
幾
寅
森
林

事
務
所

空
知
郡
南
富
良
野
町
字
幾
寅

上
川
南
部
森
林
管
理
署
落
合
森
林

事
務
所

空
知
郡
南
富
良
野
町
字
幾
寅

上
川
南
部
森
林
管
理
署
金
山
森
林

事
務
所

雨
竜
郡
幌
加
内
町
字
清
月

空
知
森
林
管
理
署
北
空
知
支
署

雨
竜
郡
幌
加
内
町
字
清
月

空
知
森
林
管
理
署
北
空
知
支
署
幌

加
内
森
林
事
務
所



沙
流
郡
平
取
町
字
二
風
谷
二
四
の
四

室
蘭
開
発
建
設
部
鵡
川
沙
流
川
河

川
事
務
所

沙
流
郡
平
取
町
字
二
風
谷
二
四
の
四

室
蘭
開
発
建
設
部
鵡
川
沙
流
川
河

川
事
務
所
二
風
谷
ダ
ム
管
理
支
所

川
上
郡
弟
子
屈
町
川
湯
温
泉
二
の
二
の

釧
路
自
然
環
境
事
務
所
阿
寒
摩
周

二

国
立
公
園
管
理
事
務
所

夕
張
市
南
部
青
葉
町
五
七
三

札
幌
開
発
建
設
部
夕
張
川
ダ
ム
総

二
級
地

二
級
地

合
管
理
事
務
所

伊
達
市
大
滝
区
本
町
一
二
の
一

後
志
森
林
管
理
署
大
滝
森
林
事
務

所

瀬
棚
郡
今
金
町
字
美
利
河

函
館
開
発
建
設
部
今
金
河
川
事
務

所
美
利
河
ダ
ム
管
理
支
所

上
川
郡
上
川
町
川
端
町
九
の
一

上
川
中
部
森
林
管
理
署
上
川
森
林



事
務
所

上
川
郡
上
川
町
川
端
町
九
の
一

上
川
中
部
森
林
管
理
署
清
川
森
林

事
務
所

上
川
郡
上
川
町
川
端
町
九
の
三

上
川
中
部
森
林
管
理
署
層
雲
峡
森

林
事
務
所

上
川
郡
上
川
町
川
端
町
九
の
三

上
川
中
部
森
林
管
理
署
大
函
森
林

事
務
所

上
川
郡
上
川
町
川
端
町
九
の
一

上
川
中
部
森
林
管
理
署
層
雲
峡
治

山
事
業
所

上
川
郡
上
川
町
旭
町
三
九
の
一

旭
川
開
発
建
設
部
旭
川
道
路
事
務

所

雨
竜
郡
幌
加
内
町
字
幌
加
内
四
六
九
九

札
幌
開
発
建
設
部
雨
竜
川
ダ
ム
建

の
三

設
事
業
所



天
塩
郡
豊
富
町
大
通
一

宗
谷
森
林
管
理
署
豊
富
森
林
事
務

所

斜
里
郡
斜
里
町
ウ
ト
ロ
東
無
番
地

北
海
道
森
林
管
理
局
計
画
保
全
部

知
床
森
林
生
態
系
保
全
セ
ン
タ
ー

斜
里
郡
斜
里
町
ウ
ト
ロ
西
一
八
六
の
一

釧
路
自
然
環
境
事
務
所
ウ
ト
ロ
自

〇

然
保
護
官
事
務
所

紋
別
郡
滝
上
町
字
滝
ノ
上
原
野
三
線
北

網
走
西
部
森
林
管
理
署
西
紋
別
支

一

署

紋
別
郡
滝
上
町
字
滝
ノ
上
原
野
三
線
北

網
走
西
部
森
林
管
理
署
西
紋
別
支

二

署
札
久
留
森
林
事
務
所

紋
別
郡
滝
上
町
字
滝
ノ
上
原
野
三
線
北

網
走
西
部
森
林
管
理
署
西
紋
別
支

二

署
滝
西
森
林
事
務
所

紋
別
郡
滝
上
町
字
滝
ノ
上
原
野
三
線
北

網
走
西
部
森
林
管
理
署
西
紋
別
支



一

署
北
雄
森
林
事
務
所

紋
別
郡
滝
上
町
字
滝
ノ
上
原
野
三
線
北

網
走
西
部
森
林
管
理
署
西
紋
別
支

一

署
雄
柏
森
林
事
務
所

河
東
郡
上
士
幌
町
字
ぬ
か
び
ら
源
泉
郷

十
勝
西
部
森
林
管
理
署
東
大
雪
支

署
糠
平
森
林
事
務
所

河
東
郡
上
士
幌
町
字
ぬ
か
び
ら
源
泉
郷

十
勝
西
部
森
林
管
理
署
東
大
雪
支

署
三
股
森
林
事
務
所

上
川
郡
新
得
町
字
屈
足
ト
ム
ラ
ウ
シ

帯
広
開
発
建
設
部
帯
広
河
川
事
務

所
十
勝
ダ
ム
管
理
支
所

河
西
郡
中
札
内
村
南
札
内
七
三
五
の
二

帯
広
開
発
建
設
部
帯
広
河
川
事
務

所
札
内
川
ダ
ム
管
理
支
所

石
狩
市
厚
田
一
一
九
八
の
一

石
狩
森
林
管
理
署
厚
田
森
林
事
務

一
級
地

二
級
地

所



虻
田
郡
留
寿
都
村
字
留
寿
都
三
八

後
志
森
林
管
理
署
留
寿
都
森
林
事

務
所

空
知
郡
南
富
良
野
町
字
金
山

札
幌
開
発
建
設
部
空
知
川
河
川
事

務
所
金
山
ダ
ム
管
理
支
所

留
萌
郡
小
平
町
字
達
布
一
〇
三
三

留
萌
南
部
森
林
管
理
署
達
布
森
林

事
務
所

常
呂
郡
置
戸
町
字
常
元

網
走
開
発
建
設
部
北
見
河
川
事
務

所
鹿
ノ
子
ダ
ム
管
理
支
所

常
呂
郡
佐
呂
間
町
永
代
九
八
の
二

網
走
中
部
森
林
管
理
署
若
佐
森
林

事
務
所

常
呂
郡
佐
呂
間
町
永
代
九
八
の
二

網
走
中
部
森
林
管
理
署
佐
呂
間
森

林
事
務
所

日
高
郡
新
ひ
だ
か
町
三
石
本
桐
二
〇
八

日
高
南
部
森
林
管
理
署
三
石
森
林



の
二
六

事
務
所

上
川
郡
新
得
町
屈
足
柏
町
五
の
一
の
三

十
勝
西
部
森
林
管
理
署
東
大
雪
支

署
新
得
森
林
事
務
所

上
川
郡
新
得
町
屈
足
柏
町
五
の
一
の
三

十
勝
西
部
森
林
管
理
署
東
大
雪
支

署
屈
足
森
林
事
務
所

上
川
郡
新
得
町
屈
足
柏
町
五
の
一
の
三

十
勝
西
部
森
林
管
理
署
東
大
雪
支

署
ニ
ペ
ソ
ツ
森
林
事
務
所

上
川
郡
新
得
町
屈
足
柏
町
五
の
一
の
三

十
勝
西
部
森
林
管
理
署
東
大
雪
支

署
ト
ム
ラ
ウ
シ
森
林
事
務
所

青
森
県

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
厩
増
川
二
五

青
森
森
林
管
理
署
三
厩
森
林
事
務

三
級
地

四
級
地

七
の
一

所

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
大
佐
井
川

下
北
森
林
管
理
署
佐
井
森
林
事
務

目
三
九
の
四

所



東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
西
田
二

青
森
森
林
管
理
署
今
別
森
林
事
務

三
級
地

三
級
地

五
八
の
六
一
三

所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
苗
代
沢

津
軽
森
林
管
理
署
深
浦
森
林
事
務

三
一
の
一

所

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
湖
畔
休

東
北
地
方
環
境
事
務
所
十
和
田
八

二
級
地

三
級
地

屋
四
八
六

幡
平
国
立
公
園
管
理
事
務
所

五
所
川
原
市
相
内
吉
野
一
五
の
三
三
一

津
軽
森
林
管
理
署
金
木
支
署
市
浦

二
級
地

二
級
地

森
林
事
務
所

む
つ
市
脇
野
沢
渡
向
二
九
の
七

下
北
森
林
管
理
署
脇
野
沢
森
林
事

務
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
正
道
尻
字
小
礒

津
軽
森
林
管
理
署
岩
崎
森
林
事
務

四
九
の
四

所

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
大
川

下
北
森
林
管
理
署
易
国
間
森
林
事



目
六
の
六
四

務
所

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
釜
淵
平
四

三
八
上
北
森
林
管
理
署
田
子
森
林

八
の
一

事
務
所

む
つ
市
川
内
町
宿
野
部
上
野
下
二
一
の

下
北
森
林
管
理
署
蛎
崎
森
林
事
務

一
級
地

二
級
地

八

所

上
北
郡
六
ヶ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一

三
八
上
北
森
林
管
理
署
六
ヶ
所
森

一
八

林
事
務
所

上
北
郡
六
ヶ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一

六
ヶ
所
原
子
力
規
制
事
務
所

の
六
七

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
豊
田
八
六

津
軽
森
林
管
理
署
大
戸
瀬
森
林
事

一
級
地

一
級
地

務
所

岩
手
県

八
幡
平
市
荒
屋
新
町
四
一
の
八

岩
手
北
部
森
林
管
理
署

二
級
地

三
級
地

八
幡
平
市
荒
屋
新
町
四
一
の
八

岩
手
北
部
森
林
管
理
署
新
町
森
林



事
務
所

下
閉
伊
郡
田
野
畑
村
菅
窪
二
〇
五
の
四

三
陸
北
部
森
林
管
理
署
田
野
畑
森

林
事
務
所

下
閉
伊
郡
岩
泉
町
安
家
字
日
蔭
一
四
九

三
陸
北
部
森
林
管
理
署
久
慈
支
署

二
級
地

二
級
地

の
六
一

安
家
森
林
事
務
所

宮
城
県

栗
原
市
花
山
字
本
沢
富
ノ
原
七
の
一
二

宮
城
北
部
森
林
管
理
署
花
山
森
林

二
級
地

二
級
地

事
務
所

秋
田
県

北
秋
田
市
阿
仁
幸
屋
渡
字
前
野
七
の
一

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁

二
級
地

三
級
地

支
署
比
立
内
森
林
事
務
所

仙
北
市
田
沢
湖
玉
川
字
下
水
無
九
二

玉
川
ダ
ム
管
理
所

男
鹿
市
北
浦
北
浦
字
五
輪
野
一
五
六
の

米
代
西
部
森
林
管
理
署
男
鹿
森
林

二
級
地

二
級
地

八

事
務
所

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
駒
ヶ
岳
二
の

湯
沢
河
川
国
道
事
務
所
秋
田
駒
ヶ



一
六

岳
山
系
砂
防
出
張
所

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
上
笹
子
字
下
野
二

由
利
森
林
管
理
署
笹
子
森
林
事
務

一
級
地

二
級
地

の
一
五

所

北
秋
田
市
小
又
字
家
ノ
後
一
二
の
二

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁

支
署
前
田
森
林
事
務
所

北
秋
田
市
小
又
字
家
ノ
後
一
二
の
二

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁

支
署
平
田
森
林
事
務
所

北
秋
田
市
阿
仁
笑
内
字
金
倉
五
三
の
六

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁

支
署
笑
内
森
林
事
務
所

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
沖
田
面
字
野
中

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁

三
七
六
の
一
三

支
署

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
沖
田
面
字
野
中

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁

三
七
六
の
一
三

支
署
小
沢
田
森
林
事
務
所



北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字
箱
渕
岱

米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁

一
〇
の
一
一

支
署
南
沢
森
林
事
務
所

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
吉
田
九
一
の

秋
田
森
林
管
理
署
吉
田
森
林
事
務

一
級
地

一
級
地

二

所

山
形
県

西
置
賜
郡
小
国
町
大
字
増
岡
九
三
一
の

置
賜
森
林
管
理
署
舟
渡
森
林
事
務

二
級
地

三
級
地

五

所

西
村
山
郡
西
川
町
大
字
大
井
沢
字
長
ト

山
形
森
林
管
理
署
中
村
森
林
事
務

二
級
地

二
級
地

ロ
一
一
八
二
の
一

所

西
置
賜
郡
小
国
町
大
字
叶
水
字
土
尾
原

置
賜
森
林
管
理
署
叶
水
森
林
事
務

一
四
三
八
の
三

所

福
島
県

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
下
ノ
原
九
六
七

会
津
森
林
管
理
署
南
会
津
支
署
檜

四
級
地

四
級
地

の
一

枝
岐
森
林
事
務
所

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
下
ノ
原
八
六
七

関
東
地
方
環
境
事
務
所
檜
枝
岐
自



の
一

然
保
護
官
事
務
所

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
大
倉
字
広
田
面

会
津
森
林
管
理
署
南
会
津
支
署
小

一
四
六
六

林
森
林
事
務
所

南
会
津
郡
南
会
津
町
山
口
字
村
上
八
六

会
津
森
林
管
理
署
南
会
津
支
署

七南
会
津
郡
南
会
津
町
古
町
字
東
居
平
九

会
津
森
林
管
理
署
南
会
津
支
署
伊

南
森
林
事
務
所

南
会
津
郡
南
会
津
町
松
戸
原
二
四

会
津
森
林
管
理
署
南
会
津
支
署
湯

ノ
花
森
林
事
務
所

田
村
市
都
路
町
古
道
字
新
町
七
二
の
一

福
島
森
林
管
理
署
都
路
森
林
事
務

二
級
地

三
級
地

所

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
小
中
津
川
字
石
仏

会
津
森
林
管
理
署
昭
和
森
林
事
務

二
級
地

二
級
地

一
八
〇
〇
の
二

所



東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
赤
坂
中
野
字
宿

棚
倉
森
林
管
理
署
鮫
川
森
林
事
務

ノ
入
四
七
の
一

所

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
早
渡
一

東
北
農
政
局
地
方
参
事
官
（
震
災

一
の
二
四

復
興
担
当
）
室
川
内
村
役
場
駐
在

所

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川
内
字
石
崎
三

磐
城
森
林
管
理
署
川
内
森
林
事
務

一
の
五

所

双
葉
郡
葛
尾
村
大
字
落
合
字
西
ノ
内
七

磐
城
森
林
管
理
署
葛
尾
森
林
事
務

の
一

所

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
桧
原
字
剣
ケ
峯

会
津
森
林
管
理
署
小
野
川
森
林
事

一
級
地

二
級
地

一
〇
九
三
の
四
九
六

務
所

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大
字
桧
原
字
剣
ケ
峯

東
北
地
方
環
境
事
務
所
裏
磐
梯
自

一
〇
九
三

然
保
護
官
事
務
所



双
葉
郡
葛
尾
村
大
字
落
合
字
落
合
一
六

東
北
農
政
局
地
方
参
事
官
（
震
災

復
興
担
当
）
室
葛
尾
村
役
場
駐
在

所

石
川
郡
古
殿
町
大
字
松
川
字
荷
市
場
三

福
島
森
林
管
理
署
白
河
支
署
横
川

一
級
地

一
級
地

一

森
林
事
務
所

茨
城
県

常
陸
太
田
市
徳
田
町
上
宿
三
五
六
の
三

茨
城
森
林
管
理
署
徳
田
森
林
事
務

一
級
地

二
級
地

所

常
陸
太
田
市
小
妻
町
三
六
七

茨
城
森
林
管
理
署
折
橋
森
林
事
務

所

栃
木
県

日
光
市
黒
部
二
二
一
の
三

日
光
森
林
管
理
署
黒
部
森
林
事
務

一
級
地

二
級
地

所

日
光
市
川
俣
六
四
六
の
一

鬼
怒
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
川

俣
ダ
ム
管
理
支
所



日
光
市
中
三
依
六
四
四

日
光
森
林
管
理
署
三
依
森
林
事
務

一
級
地

一
級
地

所

群
馬
県

多
野
郡
上
野
村
大
字
勝
山
二
一
七

群
馬
森
林
管
理
署
楢
原
森
林
事
務

二
級
地

三
級
地

所

利
根
郡
片
品
村
大
字
鎌
田
字
下
半
瀬
三

関
東
地
方
環
境
事
務
所
片
品
自
然

一
級
地

二
級
地

八
八
五
の
一

保
護
官
事
務
所

東
京
都

小
笠
原
村
父
島
字
東
町
一
五
二

関
東
森
林
管
理
局
計
画
保
全
部
小

六
級
地

六
級
地

笠
原
諸
島
森
林
生
態
系
保
全
セ
ン

タ
ー

小
笠
原
村
父
島
字
東
町
一
五
二

小
笠
原
総
合
事
務
所

小
笠
原
村
父
島
字
西
町

父
島
気
象
観
測
所

小
笠
原
村
父
島
字
清
瀬

小
笠
原
海
上
保
安
署

小
笠
原
村
父
島
字
西
町

関
東
地
方
環
境
事
務
所
小
笠
原
自



然
保
護
官
事
務
所

小
笠
原
村
母
島
字
静
沢

関
東
地
方
環
境
事
務
所
母
島
自
然

保
護
官
事
務
所

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
二
二
六
三
の
一

八
丈
島
区
検
察
庁

四
級
地

四
級
地

三
宅
島
三
宅
村
阿
古
四
九
七

三
宅
島
火
山
防
災
連
絡
事
務
所

三
級
地

三
級
地

大
島
町
元
町
字
家
の
上
四
四
五
の
九

伊
豆
大
島
区
検
察
庁

二
級
地

二
級
地

大
島
町
元
町
一
の
一
の
一
四

伊
豆
大
島
火
山
防
災
連
絡
事
務
所

大
島
町
元
町
字
家
の
上
四
四
五
の
九

関
東
地
方
環
境
事
務
所
富
士
箱
根

伊
豆
国
立
公
園
管
理
事
務
所
伊
豆

諸
島
管
理
官
事
務
所

新
潟
県

佐
渡
市
相
川
三
町
目
新
浜
町
三
の
三

新
潟
地
方
法
務
局
佐
渡
支
局

三
級
地

三
級
地

佐
渡
市
相
川
三
町
目
新
浜
町
三
の
三

佐
渡
税
務
署

佐
渡
市
真
野
四
五
七

書
陵
部
多
摩
陵
墓
監
区
事
務
所
真

二
級
地

三
級
地



野
部

佐
渡
市
中
原
三
四
一

新
潟
刑
務
所
佐
渡
拘
置
支
所

二
級
地

二
級
地

佐
渡
市
中
原
三
四
一

新
潟
地
方
検
察
庁
佐
渡
支
部

佐
渡
市
中
原
三
四
一

佐
渡
区
検
察
庁

佐
渡
市
両
津
湊
三
五
三
の
一

新
潟
税
関
支
署
佐
渡
監
視
署

佐
渡
市
原
黒
三
三
三
の
三
八

佐
渡
労
働
基
準
監
督
署

佐
渡
市
両
津
夷
二
六
九
の
八

佐
渡
公
共
職
業
安
定
所

佐
渡
市
八
幡
九
一
四
の
一

下
越
森
林
管
理
署
佐
和
田
森
林
事

務
所

佐
渡
市
両
津
夷
三
の
一

新
潟
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
第

五
建
設
管
理
官
室
両
津
港
出
張
所

佐
渡
市
両
津
夷
三
八
四
の
一

佐
渡
海
上
保
安
署

佐
渡
市
新
穂
正
明
寺
一
二
七
七

関
東
地
方
環
境
事
務
所
佐
渡
自
然



保
護
官
事
務
所

東
蒲
原
郡
阿
賀
町
豊
川
甲
四
七
三
の
二

下
越
森
林
管
理
署
豊
川
森
林
事
務

一
級
地

一
級
地

所

富
山
県

中
新
川
郡
立
山
町
芦
峅
寺
字
松
尾
三

立
山
砂
防
事
務
所
水
谷
出
張
所

四
級
地

四
級
地

石
川
県

白
山
市
白
峰
ホ
二
五
の
一

中
部
地
方
環
境
事
務
所
白
山
自
然

一
級
地

一
級
地

保
護
官
事
務
所

長
野
県

木
曽
郡
王
滝
村
二
四
七
一
の
一

木
曽
森
林
管
理
署
瀬
戸
川
森
林
事

三
級
地

四
級
地

務
所

木
曽
郡
王
滝
村
二
四
七
一
の
一

木
曽
森
林
管
理
署
南
滝
越
森
林
事

務
所

木
曽
郡
王
滝
村
二
四
七
一
の
一

木
曽
森
林
管
理
署
氷
ヶ
瀬
森
林
事

務
所

木
曽
郡
王
滝
村
二
四
七
一
の
一

木
曽
森
林
管
理
署
王
滝
治
山
事
業



所

松
本
市
安
曇
三
九
四
二
の
四

中
信
森
林
管
理
署
大
野
川
森
林
事

二
級
地

二
級
地

務
所

松
本
市
奈
川
二
四
九
二
の
二

中
信
森
林
管
理
署
奈
川
森
林
事
務

所

南
佐
久
郡
川
上
村
大
字
御
所
平
一
〇
二

東
信
森
林
管
理
署
川
上
森
林
事
務

七
の
一

所

木
曽
郡
上
松
町
正
島
町
一
の
四
の
一

木
曽
森
林
管
理
署

木
曽
郡
上
松
町
正
島
町
一
の
四
の
一

木
曽
森
林
管
理
署
駒
ヶ
岳
森
林
事

務
所

木
曽
郡
大
桑
村
大
字
須
原
一
〇
五
八
の

木
曽
森
林
管
理
署
南
木
曽
支
署
須

一

原
森
林
事
務
所

松
本
市
安
曇
四
四
六
八

信
越
自
然
環
境
事
務
所
中
部
山
岳

一
級
地

二
級
地



国
立
公
園
管
理
事
務
所
上
高
地
管

理
官
事
務
所

飯
田
市
上
村
八
五
八
の
一
〇

南
信
森
林
管
理
署
上
村
森
林
事
務

所

下
伊
那
郡
大
鹿
村
大
字
大
河
原
八
八
三

南
信
森
林
管
理
署
大
鹿
森
林
事
務

の
一

所

木
曽
郡
大
桑
村
大
字
野
尻
一
二
二
三
の

木
曽
森
林
管
理
署
南
木
曽
支
署
阿

一

寺
森
林
事
務
所

飯
田
市
南
信
濃
八
重
河
内
二
〇
九
の
五

天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
遠
山
川

一
級
地

一
級
地

砂
防
出
張
所

飯
田
市
南
信
濃
和
田
二
四
六
四
の
三

飯
田
国
道
事
務
所
青
崩
峠
道
路
建

設
監
督
官
詰
所

岐
阜
県

大
野
郡
白
川
村
大
字
鳩
谷
字
北
長
四
三

飛
騨
森
林
管
理
署
白
川
森
林
事
務

三
級
地

三
級
地



三
の
一

所

大
野
郡
白
川
村
大
字
御
母
衣
字
コ
ウ
島

飛
騨
森
林
管
理
署
庄
川
治
山
事
業

三
一
六
の
二

所

高
山
市
荘
川
町
新
渕
字
ぼ
た
下
九
二

飛
騨
森
林
管
理
署
荘
川
森
林
事
務

二
級
地

三
級
地

所

下
呂
市
小
坂
町
湯
屋
四

岐
阜
森
林
管
理
署
大
洞
森
林
事
務

一
級
地

二
級
地

所

高
山
市
高
根
町
上
ヶ
洞
字
井
ノ
口
三
八

飛
騨
森
林
管
理
署
上
ヶ
洞
森
林
事

一
級
地

一
級
地

三

務
所

高
山
市
奥
飛
驒
温
泉
郷
平
湯
七
六
三
の

信
越
自
然
環
境
事
務
所
中
部
山
岳

一
二

国
立
公
園
管
理
事
務
所
平
湯
管
理

官
事
務
所

静
岡
県

浜
松
市
天
竜
区
水
窪
町
奥
領
家
三
二
八

天
竜
森
林
管
理
署
水
窪
森
林
事
務

二
級
地

二
級
地



一
の
五

所

榛
原
郡
川
根
本
町
千
頭
字
付
平
九
五
〇

関
東
森
林
管
理
局
計
画
保
全
部
大

の
二

井
川
治
山
セ
ン
タ
ー

榛
原
郡
川
根
本
町
千
頭
字
八
幡
山
九
八

静
岡
森
林
管
理
署
千
頭
森
林
事
務

〇
の
二

所

榛
原
郡
川
根
本
町
千
頭
字
八
幡
山
九
八

静
岡
森
林
管
理
署
南
千
頭
森
林
事

〇
の
二

務
所

静
岡
市
葵
区
梅
ケ
島
五
四
〇
五

静
岡
河
川
事
務
所
梅
ケ
島
出
張
所

一
級
地

一
級
地

榛
原
郡
川
根
本
町
犬
間
五
四
一
の
三

長
島
ダ
ム
管
理
所

愛
知
県

豊
田
市
閑
羅
瀬
町
東
畑
六
七

矢
作
ダ
ム
管
理
所

一
級
地

一
級
地

北
設
楽
郡
設
楽
町
清
崎
字
中
田
一
の
一

中
部
森
林
管
理
局
愛
知
森
林
管
理

事
務
所
田
口
森
林
事
務
所

三
重
県

松
阪
市
飯
高
町
森
一
八
一
〇
の
一
一

蓮
ダ
ム
管
理
所

一
級
地

一
級
地



奈
良
県

吉
野
郡
十
津
川
村
上
野
地
二
四
一
の
四

近
畿
中
国
森
林
管
理
局
奈
良
森
林

二
級
地

二
級
地

管
理
事
務
所
十
津
川
森
林
事
務
所

吉
野
郡
十
津
川
村
上
野
地
二
四
一
の
二

近
畿
中
国
森
林
管
理
局
奈
良
森
林

三

管
理
事
務
所
十
津
川
治
山
事
業
所

吉
野
郡
下
北
山
村
下
池
原
一
三
六

近
畿
中
国
森
林
管
理
局
奈
良
森
林

管
理
事
務
所
下
北
山
森
林
事
務
所

吉
野
郡
川
上
村
大
字
北
和
田
字
長
屋
峯

南
近
畿
土
地
改
良
調
査
管
理
事
務

一
級
地

一
級
地

六
一
五
の
五

所
大
迫
ダ
ム
管
理
所

和
歌
山

田
辺
市
龍
神
村
東
四
九
九
の
一

和
歌
山
森
林
管
理
署
龍
神
森
林
事

二
級
地

二
級
地

県

務
所

田
辺
市
本
宮
町
切
畑
田
ノ
元
二
一
一
の

和
歌
山
森
林
管
理
署
本
宮
森
林
事

五

務
所

田
辺
市
本
宮
町
切
畑
二
〇
九
の
一

和
歌
山
森
林
管
理
署
本
宮
治
山
事



業
所

島
根
県

鹿
足
郡
吉
賀
町
柿
木
村
柿
木
七
六
五
の

島
根
森
林
管
理
署
柿
木
森
林
事
務

二
級
地

二
級
地

五

所

隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
城
北
町
五
五

松
江
地
方
法
務
局
西
郷
支
局

隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
城
北
町
五
五

境
税
関
支
署
西
郷
監
視
署

隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
城
北
町
五
五

西
郷
税
務
署

隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
城
北
町
五
五

松
江
労
働
基
準
監
督
署
隠
岐
の
島

駐
在
事
務
所

隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
城
北
町
五
五

松
江
公
共
職
業
安
定
所
隠
岐
の
島

出
張
所

隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
東
町
宇
屋
の
下
九

隠
岐
海
上
保
安
署

九
の
二

隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
城
北
町
五
五

中
国
四
国
地
方
環
境
事
務
所
大
山



隠
岐
国
立
公
園
管
理
事
務
所
隠
岐

管
理
官
事
務
所

広
島
県

庄
原
市
高
野
町
新
市
一
〇
七
八

広
島
北
部
森
林
管
理
署
新
市
森
林

二
級
地

二
級
地

事
務
所

安
芸
高
田
市
美
土
里
町
生
田
一
七
七
七

広
島
北
部
森
林
管
理
署
生
桑
森
林

の
一

事
務
所

徳
島
県

那
賀
郡
那
賀
町
長
安
字
向
イ
二
二
の
一

那
賀
川
河
川
事
務
所

二
級
地

二
級
地

三
好
市
東
祖
谷
新
居
屋
七
三

徳
島
森
林
管
理
署
祖
谷
川
第
一
治

一
級
地

一
級
地

山
事
業
所

三
好
市
東
祖
谷
新
居
屋
七
三

徳
島
森
林
管
理
署
祖
谷
川
第
二
治

山
事
業
所

香
川
県

高
松
市
庵
治
町
六
〇
三
四
の
一

国
立
療
養
所
大
島
青
松
園

一
級
地

一
級
地

高
知
県

高
岡
郡
梼
原
町
松
原
五
六
九
の
一

四
万
十
森
林
管
理
署
梼
原
森
林
事

四
級
地

四
級
地



務
所

安
芸
郡
東
洋
町
野
根
字
ハ
ヤ
ウ
ノ
東
丙

安
芸
森
林
管
理
署
野
根
森
林
事
務

三
級
地

三
級
地

一
四
八
九
の
一

所

安
芸
郡
馬
路
村
大
字
魚
梁
瀬
一
〇
の
一

安
芸
森
林
管
理
署
魚
梁
瀬
・
西
川

七

森
林
事
務
所

安
芸
郡
馬
路
村
大
字
魚
梁
瀬
一
〇
の
一

安
芸
森
林
管
理
署
東
川
森
林
事
務

七

所

安
芸
郡
馬
路
村
大
字
魚
梁
瀬
一
〇
の
一

安
芸
森
林
管
理
署
魚
梁
瀬
治
山
事

七

業
所

香
美
市
物
部
町
別
府
三
七
三
の
四

高
知
中
部
森
林
管
理
署
別
府
森
林

二
級
地

二
級
地

事
務
所

長
岡
郡
大
豊
町
黒
石
三
四
五
の
七

嶺
北
森
林
管
理
署
南
小
川
治
山
事

業
所



長
岡
郡
大
豊
町
黒
石
三
四
五
の
七

嶺
北
森
林
管
理
署
吉
野
川
上
流
治

山
事
業
所

長
岡
郡
大
豊
町
東
土
居
一
九
一
の
一

四
国
山
地
砂
防
事
務
所
大
豊
建
設

監
督
官
詰
所

吾
川
郡
い
の
町
清
水
上
分
三
八
四
の
一

嶺
北
森
林
管
理
署
吾
北
森
林
事
務

所

吾
川
郡
い
の
町
長
沢
三
五
の
二

嶺
北
森
林
管
理
署
寺
川
・
長
沢
森

林
事
務
所

高
岡
郡
四
万
十
町
昭
和
字
船
戸
ノ
上
り

四
万
十
森
林
管
理
署
十
和
森
林
事

四
二
七
の
三

務
所

高
岡
郡
四
万
十
町
大
正
字
橋
詰
四
六
三

四
万
十
森
林
管
理
署
大
正
・
下
津

の
一

井
森
林
事
務
所

四
万
十
市
西
土
佐
江
川
崎
字
上
宮
地
一

四
万
十
森
林
管
理
署
藤
の
川
・
黒

一
級
地

一
級
地



五
一
の
一

尊
森
林
事
務
所

安
芸
郡
馬
路
村
馬
路
字
天
王
堂
三
八
八

安
芸
森
林
管
理
署
馬
路
森
林
事
務

八
の
二

所

吾
川
郡
仁
淀
川
町
高
瀬
三
八
一
五

大
渡
ダ
ム
管
理
所

福
岡
県

八
女
市
矢
部
村
北
矢
部
一
〇
五
一
一
の

福
岡
森
林
管
理
署
矢
部
森
林
事
務

二
級
地

二
級
地

一

所

長
崎
県

対
馬
市
上
対
馬
町
比
田
勝
九
五
八
の
一

福
岡
出
入
国
在
留
管
理
局
対
馬
出

四
級
地

四
級
地

一

張
所
比
田
勝
港
国
際
タ
ー
ミ
ナ
ル

事
務
所

対
馬
市
上
対
馬
町
比
田
勝
ダ
ラ
の
木
九

厳
原
税
関
支
署
比
田
勝
出
張
所

五
六
の
七

対
馬
市
上
対
馬
町
比
田
勝
九
五
八
の
一

門
司
植
物
防
疫
所
福
岡
支
所
比
田

一

勝
分
室



対
馬
市
峰
町
三
根
二
の
八

長
崎
森
林
管
理
署
三
根
森
林
事
務

所

対
馬
市
上
対
馬
町
比
田
勝
一
〇
〇
〇
の

比
田
勝
海
上
保
安
署

二
三

対
馬
市
上
県
町
佐
護
西
里
二
九
五
六
の

九
州
地
方
環
境
事
務
所
対
馬
自
然

五

保
護
官
事
務
所

対
馬
市
厳
原
町
久
田
五
八
七
の
二

福
岡
刑
務
所
厳
原
拘
置
支
所

三
級
地

三
級
地

対
馬
市
厳
原
町
東
里
三
四
一
の
四
二

長
崎
地
方
法
務
局
対
馬
支
局

対
馬
市
厳
原
町
東
里
三
四
一
の
四
二

福
岡
出
入
国
在
留
管
理
局
対
馬
出

張
所

対
馬
市
厳
原
町
中
村
六
四
三

長
崎
地
方
検
察
庁
厳
原
支
部

対
馬
市
厳
原
町
中
村
六
四
三

厳
原
区
検
察
庁

対
馬
市
厳
原
町
東
里
三
四
一
の
四
二

厳
原
税
関
支
署



対
馬
市
厳
原
町
桟
原
三
八

厳
原
税
務
署

対
馬
市
厳
原
町
東
里
三
四
一
の
四
二

福
岡
検
疫
所
厳
原
・
比
田
勝
出
張

所

対
馬
市
厳
原
町
東
里
三
四
一
の
四
二

対
馬
労
働
基
準
監
督
署

対
馬
市
厳
原
町
中
村
六
四
二
の
二

対
馬
公
共
職
業
安
定
所

対
馬
市
厳
原
町
東
里
三
四
一
の
四
二

動
物
検
疫
所
門
司
支
所
博
多
出
張

所
厳
原
港
事
務
所

対
馬
市
厳
原
町
日
吉
二
九
三
の
二

長
崎
森
林
管
理
署
厳
原
森
林
事
務

所

対
馬
市
厳
原
町
東
里
三
四
一
の
四
二

長
崎
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
厳

原
港
分
室

対
馬
市
厳
原
町
久
田
六
四
五
の
八

厳
原
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

対
馬
市
厳
原
町
東
里
三
四
一
の
四
二

対
馬
海
上
保
安
部



壱
岐
市
郷
ノ
浦
町
本
村
触
六
二
四
の
二

長
崎
地
方
法
務
局
壱
岐
支
局

二
級
地

二
級
地

壱
岐
市
郷
ノ
浦
町
本
村
触
六
二
〇
の
四

長
崎
地
方
検
察
庁
壱
岐
支
部

壱
岐
市
郷
ノ
浦
町
本
村
触
六
二
〇
の
四

壱
岐
区
検
察
庁

壱
岐
市
郷
ノ
浦
町
本
村
触
六
二
〇
の
四

壱
岐
税
務
署

壱
岐
市
郷
ノ
浦
町
本
村
触
六
二
〇
の
四

対
馬
労
働
基
準
監
督
署
壱
岐
駐
在

事
務
所

壱
岐
市
郷
ノ
浦
町
本
村
触
六
二
〇
の
四

対
馬
公
共
職
業
安
定
所
壱
岐
出
張

所

壱
岐
市
郷
ノ
浦
町
郷
ノ
浦
六
四
八
の
五

壱
岐
海
上
保
安
署

五
島
市
栄
町
一
の
八

長
崎
刑
務
所
五
島
拘
置
支
所

五
島
市
紺
屋
町
一
の
一

長
崎
地
方
法
務
局
五
島
支
局

五
島
市
紺
屋
町
一
の
一

長
崎
地
方
検
察
庁
五
島
支
部

五
島
市
紺
屋
町
一
の
一

五
島
区
検
察
庁



五
島
市
東
浜
町
二
の
一
の
一

長
崎
税
関
五
島
監
視
署

五
島
市
三
尾
野
二
の
四
の
一
二

福
江
税
務
署

五
島
市
東
浜
町
二
の
一
の
一

長
崎
労
働
基
準
監
督
署
五
島
駐
在

事
務
所

五
島
市
福
江
町
七
の
三

五
島
公
共
職
業
安
定
所

五
島
市
武
家
屋
敷
一
の
三
の
八

長
崎
森
林
管
理
署
福
江
森
林
事
務

所

五
島
市
東
浜
町
二
の
一
の
一

五
島
海
上
保
安
署

五
島
市
東
浜
町
二
の
一
の
一

九
州
地
方
環
境
事
務
所
五
島
自
然

保
護
官
事
務
所

熊
本
県

八
代
市
泉
町
椎
原
一
の
二

熊
本
南
部
森
林
管
理
署
五
家
荘
森

二
級
地

二
級
地

林
事
務
所

球
磨
郡
五
木
村
甲
字
西
谷
七
〇
二
六
の

川
辺
川
ダ
ム
砂
防
事
務
所
川
辺
川

一
級
地

一
級
地



六

砂
防
建
設
監
督
官
詰
所

大
分
県

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
野
上
三
四
の
一

大
分
西
部
森
林
管
理
署
中
村
森
林

二
級
地

二
級
地

事
務
所

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野
二
六
〇
の
二

九
州
地
方
環
境
事
務
所
阿
蘇
く

じ
ゅ
う
国
立
公
園
管
理
事
務
所
く

じ
ゅ
う
管
理
官
事
務
所

宮
崎
県

東
臼
杵
郡
椎
葉
村
大
字
下
福
良
一
八
二

宮
崎
北
部
森
林
管
理
署
上
椎
葉
森

四
級
地

四
級
地

六
の
一
五
七

林
事
務
所

え
び
の
市
末
永
一
四
九
五
の
五

九
州
地
方
環
境
事
務
所
霧
島
錦
江

一
級
地

一
級
地

湾
国
立
公
園
管
理
事
務
所
え
び
の

管
理
官
事
務
所

鹿
児
島

大
島
郡
天
城
町
平
土
野
二
六
九
一
の
一

沖
縄
奄
美
自
然
環
境
事
務
所
奄
美

六
級
地

六
級
地

県

群
島
国
立
公
園
管
理
事
務
所
徳
之



島
管
理
官
事
務
所

大
島
郡
喜
界
町
大
字
荒
木
九
〇
の
二

喜
界
島
農
業
水
利
事
業
所

五
級
地

五
級
地

大
島
郡
徳
之
島
町
亀
津
五
五
三
の
一

名
瀬
公
共
職
業
安
定
所
徳
之
島
分

室

大
島
郡
徳
之
島
町
亀
津
七
一
一
一
の
二

鹿
児
島
森
林
管
理
署
徳
之
島
森
林

事
務
所

熊
毛
郡
屋
久
島
町
栗
生
一
一
四
〇
の
四

屋
久
島
森
林
管
理
署
栗
生
森
林
事

四
級
地

四
級
地

務
所

熊
毛
郡
屋
久
島
町
安
房
前
岳
二
七
三
九

九
州
地
方
環
境
事
務
所
屋
久
島
自

の
三
四
三

然
保
護
官
事
務
所

大
島
郡
大
和
村
思
勝
字
腰
ノ
畑
五
五
一

沖
縄
奄
美
自
然
環
境
事
務
所
奄
美

群
島
国
立
公
園
管
理
事
務
所

大
島
郡
瀬
戸
内
町
大
字
古
仁
屋
字
船
津

古
仁
屋
海
上
保
安
署



三
五
の
一

西
之
表
市
西
之
表
一
六
三
一
四
の
六

鹿
児
島
地
方
法
務
局
種
子
島
出
張

三
級
地

三
級
地

所

西
之
表
市
西
之
表
一
六
三
一
四
の
六

種
子
島
税
務
署

西
之
表
市
西
之
表
一
六
三
一
四
の
六

鹿
児
島
公
共
職
業
安
定
所
熊
毛
出

張
所

西
之
表
市
西
之
表
七
六
〇
四

屋
久
島
森
林
管
理
署
西
之
表
森
林

事
務
所

西
之
表
市
西
之
表
一
六
三
一
四
の
六

西
之
表
港
湾
事
務
所

西
之
表
市
西
之
表
一
六
三
一
四
の
六

種
子
島
海
上
保
安
署

奄
美
市
名
瀬
矢
之
脇
町
二
一
の
一

鹿
児
島
刑
務
所
大
島
拘
置
支
所

奄
美
市
名
瀬
入
舟
町
二
三
の
一

鹿
児
島
地
方
法
務
局
奄
美
支
局

奄
美
市
名
瀬
矢
之
脇
町
一
の
二

鹿
児
島
保
護
観
察
所
奄
美
駐
在
官



事
務
所

奄
美
市
名
瀬
矢
之
脇
町
一
の
二

鹿
児
島
地
方
検
察
庁
名
瀬
支
部

奄
美
市
名
瀬
矢
之
脇
町
一
の
二

名
瀬
区
検
察
庁

奄
美
市
名
瀬
矢
之
脇
町
二
六
の
一

鹿
児
島
財
務
事
務
所
名
瀬
出
張
所

奄
美
市
名
瀬
長
浜
町
一
の
一

鹿
児
島
税
関
支
署
名
瀬
監
視
署

奄
美
市
名
瀬
長
浜
町
一
の
一

大
島
税
務
署

奄
美
市
名
瀬
和
光
町
一
七
〇
〇

国
立
療
養
所
奄
美
和
光
園

奄
美
市
名
瀬
長
浜
町
一
の
一

名
瀬
労
働
基
準
監
督
署

奄
美
市
名
瀬
長
浜
町
一
の
一

名
瀬
公
共
職
業
安
定
所

奄
美
市
名
瀬
長
浜
町
一
の
一

門
司
植
物
防
疫
所
名
瀬
支
所

奄
美
市
名
瀬
真
名
津
町
一
の
一
七

鹿
児
島
森
林
管
理
署
名
瀬
森
林
事

務
所

奄
美
市
名
瀬
長
浜
町
一
の
三

西
之
表
港
湾
事
務
所
第
四
建
設
管



理
官
室
名
瀬
港
出
張
所

奄
美
市
名
瀬
和
光
町
一
二
の
一

奄
美
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

奄
美
市
名
瀬
矢
之
脇
町
二
六
の
一

名
瀬
測
候
所

奄
美
市
名
瀬
矢
之
脇
町
二
六
の
一

奄
美
海
上
保
安
部

熊
毛
郡
屋
久
島
町
宮
之
浦
一
五
七
七
の

九
州
森
林
管
理
局
計
画
保
全
部
屋

一

久
島
森
林
生
態
系
保
全
セ
ン
タ
ー

熊
毛
郡
屋
久
島
町
安
房
一
六
六
の
五

屋
久
島
森
林
管
理
署

熊
毛
郡
屋
久
島
町
安
房
二
三
七
二

屋
久
島
森
林
管
理
署
船
行
森
林
事

務
所

熊
毛
郡
屋
久
島
町
安
房
二
三
七
二

屋
久
島
森
林
管
理
署
春
牧
森
林
事

務
所

熊
毛
郡
屋
久
島
町
宮
之
浦
二
三
九
五
の

屋
久
島
森
林
管
理
署
宮
之
浦
森
林

一
九

事
務
所



熊
毛
郡
屋
久
島
町
宮
之
浦
二
三
九
五
の

屋
久
島
森
林
管
理
署
小
瀬
田
森
林

一
九

事
務
所

熊
毛
郡
屋
久
島
町
小
瀬
田
八
四
九
の
二

口
永
良
部
島
火
山
防
災
連
絡
事
務

〇

所

姶
良
郡
湧
水
町
中
津
川
一
七
三
三

鹿
児
島
刑
務
所

一
級
地

一
級
地

肝
属
郡
南
大
隅
町
根
占
横
別
府
三
五
三

大
隅
森
林
管
理
署
根
占
森
林
事
務

二
の
一

所

沖
縄
県

島
尻
郡
南
大
東
村
字
在
所
三
〇
六

南
大
東
島
地
方
気
象
台

六
級
地

六
級
地

八
重
山
郡
与
那
国
町
字
与
那
国
九
九
九

石
垣
税
関
支
署
与
那
国
監
視
署

の
一

八
重
山
郡
竹
富
町
字
南
風
見
二
〇
一

沖
縄
森
林
管
理
署
大
原
森
林
事
務

五
級
地

五
級
地

所

八
重
山
郡
竹
富
町
字
古
見

沖
縄
奄
美
自
然
環
境
事
務
所
西
表



自
然
保
護
官
事
務
所

宮
古
島
市
伊
良
部
字
佐
和
田
一
七
三
九

宮
古
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー

四
級
地

四
級
地

の
四

ダ
ー
事
務
所
下
地
島
空
港
分
室

宮
古
郡
多
良
間
村
字
仲
筋
外
間
里
三
四

宮
古
圏
域
農
業
水
利
事
業
所

三八
重
山
郡
竹
富
町
字
西
表
六
八
九

沖
縄
森
林
管
理
署
租
納
森
林
事
務

所

石
垣
市
字
登
野
城
五
五
の
四

八
重
山
財
務
出
張
所

三
級
地

三
級
地

石
垣
市
字
登
野
城
五
五
の
四

石
垣
農
林
水
産
セ
ン
タ
ー

石
垣
市
字
石
垣
四
八
六
の
一

石
垣
島
農
業
水
利
事
業
所

石
垣
市
美
崎
町
一
の
一
〇

石
垣
港
湾
事
務
所

石
垣
市
字
真
栄
里
上
原
八
六
三
の
一
五

八
重
山
運
輸
事
務
所

石
垣
市
字
真
栄
里
四
一
二

沖
縄
刑
務
所
八
重
山
刑
務
支
所



石
垣
市
字
登
野
城
五
五
の
四

那
覇
地
方
法
務
局
石
垣
支
局

石
垣
市
字
登
野
城
五
五
の
四

那
覇
保
護
観
察
所
石
垣
駐
在
官
事

務
所

石
垣
市
浜
崎
町
一
の
一
の
八

福
岡
出
入
国
在
留
管
理
局
那
覇
支

局
石
垣
港
出
張
所

石
垣
市
字
登
野
城
五
五
の
一

那
覇
地
方
検
察
庁
石
垣
支
部

石
垣
市
字
登
野
城
五
五
の
一

石
垣
区
検
察
庁

石
垣
市
浜
崎
町
一
の
一
の
八

石
垣
税
関
支
署

石
垣
市
字
白
保
一
九
六
〇
の
一
〇
四

石
垣
税
関
支
署
石
垣
空
港
出
張
所

石
垣
市
字
登
野
城
八

石
垣
税
務
署

石
垣
市
浜
崎
町
一
の
一
の
八

那
覇
検
疫
所
石
垣
出
張
所

石
垣
市
字
白
保
一
九
六
〇
の
一
〇
四

那
覇
検
疫
所
石
垣
空
港
出
張
所

石
垣
市
字
登
野
城
五
五
の
四

八
重
山
労
働
基
準
監
督
署



石
垣
市
字
登
野
城
五
五
の
四

八
重
山
公
共
職
業
安
定
所

石
垣
市
浜
崎
町
一
の
一
の
八

那
覇
植
物
防
疫
事
務
所
石
垣
出
張

所

石
垣
市
字
白
保
一
九
六
〇
の
一
〇
四

動
物
検
疫
所
沖
縄
支
所
検
疫
課
石

垣
分
室

石
垣
市
字
登
野
城
五
五
の
四

九
州
森
林
管
理
局
計
画
保
全
部
西

表
森
林
生
態
系
保
全
セ
ン
タ
ー

石
垣
市
盛
山
二
二
二
の
七
二

大
阪
航
空
局
石
垣
空
港
出
張
所

石
垣
市
字
登
野
城
四
二
八

石
垣
島
地
方
気
象
台

石
垣
市
浜
崎
町
一
の
一
の
八

石
垣
海
上
保
安
部

石
垣
市
盛
山
二
二
二
の
二
八
二

石
垣
航
空
基
地

石
垣
市
八
島
町
二
の
二
七

沖
縄
奄
美
自
然
環
境
事
務
所
石
垣

自
然
保
護
官
事
務
所



宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
一
六

宮
古
財
務
出
張
所

宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
一
六

宮
古
島
農
林
水
産
セ
ン
タ
ー

宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
八
の
一
一

宮
古
圏
域
農
業
水
利
事
業
所

宮
古
島
市
平
良
字
西
里
七
の
二
一

平
良
港
湾
事
務
所

宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
三
七
の
一

宮
古
運
輸
事
務
所

宮
古
島
市
平
良
字
西
里
三
四
五
の
六

沖
縄
刑
務
所
宮
古
拘
置
支
所

宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
一
六

那
覇
地
方
法
務
局
宮
古
島
支
局

宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
一
六

那
覇
保
護
観
察
所
宮
古
島
駐
在
官

事
務
所

宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
八
の
一
一

福
岡
出
入
国
在
留
管
理
局
那
覇
支

局
宮
古
島
出
張
所

宮
古
島
市
平
良
字
西
里
三
四
五

那
覇
地
方
検
察
庁
平
良
支
部

宮
古
島
市
平
良
字
西
里
三
四
五

平
良
区
検
察
庁



宮
古
島
市
平
良
字
西
里
七
の
二
一

宮
古
島
税
関
支
署

宮
古
島
市
平
良
字
東
仲
宗
根
八
〇
七
の

宮
古
島
税
務
署

七宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
一
六

那
覇
検
疫
所
平
良
出
張
所

宮
古
島
市
平
良
字
島
尻
八
八
八

国
立
療
養
所
宮
古
南
静
園

宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
一
六

宮
古
労
働
基
準
監
督
署

宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
二
〇

宮
古
公
共
職
業
安
定
所

宮
古
島
市
平
良
字
西
里
七
の
二
一

那
覇
植
物
防
疫
事
務
所
平
良
出
張

所

宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
二
〇
の
一

動
物
検
疫
所
沖
縄
支
所
検
疫
課
平

一

良
分
室

宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
六
五
七

宮
古
空
港
・
航
空
路
監
視
レ
ー

ダ
ー
事
務
所



宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
二
〇
の
七

宮
古
島
地
方
気
象
台

宮
古
島
市
平
良
字
西
里
七
の
二
一

宮
古
島
海
上
保
安
部

国
頭
郡
国
頭
村
字
安
波
二
〇
九

沖
縄
森
林
管
理
署
安
波
森
林
事
務

所

島
尻
郡
座
間
味
村
字
座
間
味
一
〇
九

沖
縄
奄
美
自
然
環
境
事
務
所
慶
良

間
自
然
保
護
官
事
務
所

国
頭
郡
国
頭
村
字
安
波
川
瀬
原
一
三
〇

北
部
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所

二
級
地

二
級
地

一
の
二
二

国
頭
郡
東
村
字
高
江
四
六
六
の
一

沖
縄
森
林
管
理
署
高
江
森
林
事
務

所

備
考

こ
の
表
の
所
在
地
欄
に
掲
げ
る
所
在
地
の
表
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
に
お
け
る
区
域
を
示
し
、
そ
の
後
に
お
け

る
当
該
区
域
に
係
る
表
示
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

二

冬
期
に
限
り
特
地
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
特
地
官
署



都
道

級
別

所

在

地

官

署

区
分

府
県

（
冬
期
）

北
海
道

士
別
市
朝
日
町
岩
尾
内
七
三
一
四

旭
川
開
発
建
設
部
名
寄
河
川
事
務
所
岩
尾
内

一
級
地

ダ
ム
管
理
支
所

阿
寒
郡
鶴
居
村
鶴
居
西
四
丁
目
番
外
地

根
釧
西
部
森
林
管
理
署
鶴
居
森
林
事
務
所

青
森
県

む
つ
市
川
内
町
中
畑
四
二

下
北
森
林
管
理
署
東
川
内
森
林
事
務
所

一
級
地

む
つ
市
川
内
町
中
畑
四
二

下
北
森
林
管
理
署
西
川
内
森
林
事
務
所

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
今
泉
字
神
山
三
一
三

津
軽
森
林
管
理
署
金
木
支
署
今
泉
森
林
事
務

の
四
九

所

上
北
郡
六
ヶ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
五
〇
四

六
ヶ
所
保
障
措
置
セ
ン
タ
ー

の
三
六

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
舘
神
四
〇
の
四

三
八
上
北
森
林
管
理
署
戸
来
森
林
事
務
所



三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
舘
神
四
〇
の
四

三
八
上
北
森
林
管
理
署
猿
辺
森
林
事
務
所

岩
手
県

宮
古
市
川
井
第
五
地
割
一
一
六
の
三

三
陸
北
部
森
林
管
理
署
川
井
森
林
事
務
所

一
級
地

宮
古
市
川
井
第
五
地
割
一
一
六
の
三

三
陸
北
部
森
林
管
理
署
平
津
戸
森
林
事
務
所

久
慈
市
山
形
町
霜
畑
第
六
地
割
六
六
の
一
一

三
陸
北
部
森
林
管
理
署
久
慈
支
署
山
形
森
林

事
務
所

岩
手
郡
岩
手
町
大
字
子
抱
五
の
一
の
一
九

盛
岡
森
林
管
理
署
岩
手
森
林
事
務
所

宮
城
県

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
辻
前
七
四
の
一

宮
城
北
部
森
林
管
理
署
栗
原
治
山
事
業
所

一
級
地

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
字
関
一
三
四
の
二

仙
台
森
林
管
理
署
七
ヶ
宿
森
林
事
務
所

山
形
県

最
上
郡
真
室
川
町
大
字
及
位
四
五
三
の
八

山
形
森
林
管
理
署
最
上
支
署
及
位
森
林
事
務

一
級
地

所

福
島
県

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
羽
鳥
字
水
上
五
の
一

阿
武
隈
土
地
改
良
調
査
管
理
事
務
所
羽
鳥
ダ

一
級
地

ム
管
理
所

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
田
良
尾
字
鹿
野
七
四

福
島
森
林
管
理
署
白
河
支
署
大
平
森
林
事
務



所

石
川
郡
古
殿
町
大
字
松
川
字
前
木
六
六
の
四

福
島
森
林
管
理
署
白
河
支
署
大
原
森
林
事
務

所

栃
木
県

日
光
市
西
川
四
一
六

鬼
怒
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
湯
西
川
ダ
ム

一
級
地

管
理
支
所

群
馬
県

利
根
郡
み
な
か
み
町
夜
後
二
六

利
根
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
藤
原
ダ
ム
管

一
級
地

理
支
所

新
潟
県

東
蒲
原
郡
阿
賀
町
新
谷
一
六
五
四
の
一

下
越
森
林
管
理
署
三
川
森
林
事
務
所

一
級
地

石
川
県

白
山
市
白
峰
ハ
一
五
〇
の
一

石
川
森
林
管
理
署
白
峰
森
林
事
務
所

一
級
地

福
井
県

大
野
市
長
野
三
三
字
長
平
四
の
一

九
頭
竜
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
九
頭
竜
ダ

一
級
地

ム
管
理
支
所

長
野
県

塩
尻
市
奈
良
井
七
九
〇
の
一
四

中
信
森
林
管
理
署
奈
良
井
森
林
事
務
所

一
級
地

下
伊
那
郡
大
鹿
村
大
字
大
河
原
八
九
二

天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
小
渋
川
砂
防
出
張



所

木
曽
郡
南
木
曽
町
吾
妻
三
三
九
八
の
三

木
曽
森
林
管
理
署
南
木
曽
支
署
蘭
森
林
事
務

所

木
曽
郡
木
祖
村
大
字
薮
原
一
一
九
一
の
二
七

木
曽
森
林
管
理
署
薮
原
森
林
事
務
所

木
曽
郡
木
曽
町
日
義
四
七
七
四

飯
田
国
道
事
務
所
木
曽
維
持
出
張
所

北
安
曇
郡
白
馬
村
大
字
北
城
五
五
九
八
の
一

中
信
森
林
管
理
署
白
馬
森
林
事
務
所

下
水
内
郡
栄
村
大
字
北
信
三
六
三
〇
の
二

北
信
森
林
管
理
署
水
内
森
林
事
務
所

岐
阜
県

下
呂
市
小
坂
町
湯
屋
四

岐
阜
森
林
管
理
署
濁
河
森
林
事
務
所

一
級
地

島
根
県

飯
石
郡
飯
南
町
角
井
一
八
九
一
の
二
〇

出
雲
河
川
事
務
所
志
津
見
ダ
ム
管
理
支
所

一
級
地

備
考一

こ
の
表
の
所
在
地
欄
に
掲
げ
る
所
在
地
の
表
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
に
お
け
る
区
域
を
示
し
、
そ
の
後
に
お
け

る
当
該
区
域
に
係
る
表
示
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

二

こ
の
表
に
掲
げ
る
官
署
の
う
ち
、
冬
期
以
外
の
期
間
に
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
官
署
は
旭
川



開
発
建
設
部
名
寄
河
川
事
務
所
岩
尾
内
ダ
ム
管
理
支
所
、
宮
城
北
部
森
林
管
理
署
栗
原
治
山
事
業
所
、
利
根
川
ダ
ム
統

合
管
理
事
務
所
藤
原
ダ
ム
管
理
支
所
、
九
頭
竜
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
九
頭
竜
ダ
ム
管
理
支
所
、
天
竜
川
上
流
河
川

事
務
所
小
渋
川
砂
防
出
張
所
及
び
出
雲
河
川
事
務
所
志
津
見
ダ
ム
管
理
支
所
と
す
る
。

別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

一

一
年
を
通
じ
て
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
が
支
給
さ
れ
る
準
特
地
官
署

都
道

所

在

地

官

署

府
県

北
海
道

夕
張
市
本
町
五
の
五

千
歳
公
共
職
業
安
定
所
夕
張
出
張
所

山
形
県

酒
田
市
草
津
字
湯
ノ
台
七
一
の
一

東
北
地
方
環
境
事
務
所
鳥
海
南
麓
自
然
保
護
官
事
務
所

最
上
郡
最
上
町
大
字
富
沢
八
九
〇
の
七

山
形
森
林
管
理
署
最
上
支
署
赤
倉
森
林
事
務
所

群
馬
県

利
根
郡
片
品
村
大
字
鎌
田
三
九
五
二
の
七

利
根
沼
田
森
林
管
理
署
鎌
田
森
林
事
務
所



新
潟
県

岩
船
郡
関
川
村
大
字
大
石
字
イ
ブ
リ
サ
シ
四
〇
四

羽
越
河
川
国
道
事
務
所
大
石
ダ
ム
管
理
支
所

の
三

石
川
県

白
山
市
白
峰
ハ
九
二

石
川
森
林
管
理
署
手
取
川
治
山
事
業
所

白
山
市
白
峰
ツ
四
〇
の
一

金
沢
河
川
国
道
事
務
所
白
山
砂
防
出
張
所

山
梨
県

南
巨
摩
郡
南
部
町
内
船
八
一
〇
六
の
五
八

関
東
森
林
管
理
局
山
梨
森
林
管
理
事
務
所
南
部
森
林
事

務
所

長
野
県

木
曽
郡
南
木
曽
町
読
書
一
九
一
二
の
一

木
曽
森
林
管
理
署
南
木
曽
支
署
柿
其
森
林
事
務
所

岐
阜
県

下
呂
市
小
坂
町
大
島
一
六
四
三
の
二

岐
阜
森
林
管
理
署

下
呂
市
小
坂
町
大
島
一
六
四
三
の
二

岐
阜
森
林
管
理
署
小
坂
森
林
事
務
所

静
岡
県

浜
松
市
天
竜
区
春
野
町
気
田
三
八
〇
の
二

天
竜
森
林
管
理
署
京
丸
森
林
事
務
所

香
川
県

小
豆
郡
小
豆
島
町
坂
手
甲
一
八
三
五
の
二

小
豆
島
海
上
保
安
署

愛
媛
県

北
宇
和
郡
松
野
町
大
字
目
黒
六
八
五

愛
媛
森
林
管
理
署
目
黒
森
林
事
務
所

高
知
県

四
万
十
市
西
土
佐
西
ヶ
方
五
八
六
の
二

四
国
森
林
管
理
局
森
林
整
備
部
四
万
十
川
森
林
ふ
れ
あ



い
推
進
セ
ン
タ
ー

宮
崎
県

西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
七
折
字
八
戸
一
九
四
六

宮
崎
北
部
森
林
管
理
署
八
戸
森
林
事
務
所

の
一

鹿
児
島

霧
島
市
牧
園
町
高
千
穂
字
丸
尾
三
九
三
〇

鹿
児
島
森
林
管
理
署
牧
園
森
林
事
務
所

県

肝
属
郡
錦
江
町
田
代
川
原
六
八
二
の
九

大
隅
森
林
管
理
署
田
代
森
林
事
務
所

備
考

こ
の
表
の
所
在
地
欄
に
掲
げ
る
所
在
地
の
表
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
に
お
け
る
区
域
を
示
し
、
そ
の
後
に
お
け

る
当
該
区
域
に
係
る
表
示
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

二

冬
期
に
限
り
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
が
支
給
さ
れ
る
準
特
地
官
署

都
道

所

在

地

官

署

府
県

北
海
道

上
川
郡
上
川
町
中
央
町
六
〇
三

北
海
道
地
方
環
境
事
務
所
大
雪
山
国
立
公
園
管
理
事
務

所



富
山
県

中
新
川
郡
立
山
町
芦
峅
寺
字
横
江
割
一
四
の
三

富
山
森
林
管
理
署
立
山
森
林
事
務
所

長
野
県

上
伊
那
郡
中
川
村
大
草
六
八
八
四
の
一
九

天
竜
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所

備
考

こ
の
表
の
所
在
地
欄
に
掲
げ
る
所
在
地
の
表
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
に
お
け
る
区
域
を
示
し
、
そ
の
後
に
お
け

る
当
該
区
域
に
係
る
表
示
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
地
勤
務
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
給
与
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
特
地
官
署
（
以
下
「
特
地
官
署
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
官
署
（
施
行
日
に
お
い
て
特
地
官
署
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
そ
の
所
在
地
が
施
行
日
の
前
日
の
所
在
地
か
ら
変
更
が
な
い
も
の
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

特
地
官
署
と
す
る
。



２

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
地
官
署
で
あ
っ
た
官
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
官
署
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
に
在
勤
す
る
職
員
の
当
該
各
号
に
定
め
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
規
則
九
―
五
五
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
当
該
各
号
に
定
め

る
特
地
勤
務
手
当
の
改
正
前
の
規
則
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
九
―
五
五
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
支
給

割
合
か
ら
百
分
の
二
を
減
じ
た
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

第
三
号
に
掲
げ
る
官
署
以
外
の
官
署
で
あ
っ
て
、
冬
期
（
改
正
後
の
規
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
冬
期
」
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
に
よ
る
級
別
区
分
が
改
正
前
の
規
則
に
よ
る
も
の
よ
り
支
給
割
合
が
低
い

級
別
区
分
で
あ
る
官
署
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
官
署
と
な
っ
た
も
の

冬
期
の
期
間
に
支
給
す
る
特
地
勤
務

手
当

二

次
号
に
掲
げ
る
官
署
以
外
の
官
署
で
あ
っ
て
、
冬
期
以
外
の
期
間
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
に
よ
る
級
別
区
分
が
改
正

前
の
規
則
に
よ
る
も
の
よ
り
支
給
割
合
が
低
い
級
別
区
分
で
あ
る
官
署
又
は
改
正
後
の
規
則
別
表
第
一
の
二
の
表
に
掲
げ

る
特
地
官
署
と
な
っ
た
も
の

冬
期
以
外
の
期
間
に
支
給
す
る
特
地
勤
務
手
当

三

冬
期
及
び
冬
期
以
外
の
期
間
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
に
よ
る
級
別
区
分
が
改
正
前
の
規
則
に
よ
る
も
の
よ
り
支
給
割



合
が
低
い
級
別
区
分
で
あ
る
官
署
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
官
署
（
改
正
前
の
規
則
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
官

署
を
除
く
。
）
と
な
っ
た
も
の

冬
期
及
び
冬
期
以
外
の
期
間
に
支
給
す
る
特
地
勤
務
手
当

（
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
特
地
官
署
（
以
下
「
準
特
地
官
署
」
と
い

う
。
）
で
あ
っ
た
官
署
（
施
行
日
に
お
い
て
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
在

地
が
施
行
日
の
前
日
の
所
在
地
か
ら
変
更
が
な
い
も
の
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
準
特
地
官
署
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
規
則
第
四
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
準
特
地
官
署
で
あ
っ
た
官
署
に
在
勤
す
る
職
員
に

は
、
冬
期
以
外
の
期
間
は
、
給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
官
署
に
在
勤
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
中
「
百
分
の
四
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
二
」
と
、
「
百
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
一
」
と
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
官
署
（
改
正
前
の
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
在
勤
す
る
職
員
に
対

し
て
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
が
冬
期
及
び
冬
期
以
外
の
期
間
に
支
給
さ
れ
て
い
た
官
署
に
限
る
。
）
に
在
勤
す
る
職

員
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
規
則
九
―
五
五
第
五
条
第
三
項
及
び
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
三



項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
中
「
百
分
の
五
」
及
び
「
百
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

二
」
と
、
「
百
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
一
」
と
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
雑
則
）

第
四
条

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

八
○
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
八
○
―
八

人
事
院
規
則
九
―
八
○
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
八
○
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
扶
養
親
族
の
範
囲
）

（
扶
養
親
族
の
範
囲
）

第
二
条

給
与
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
他
に
生

第
二
条

給
与
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
他
に
生

計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て

計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て



い
る
者
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と

い
る
者
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

年
額
百
三
十
万
円
以
上
（
満
十
八
歳
に
達
す
る
日

二

年
額
百
三
十
万
円
以
上
の
恒
常
的
な
所
得
が
あ
る

後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
満
二
十
二
歳
に
達
す
る

と
見
込
ま
れ
る
者

日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
年
額
百
五
十
万
円
以
上
）
の
恒
常

的
な
所
得
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
者

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
六―

〇
（
職

員
の
災
害
補
償
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
三
日 

人
事
院
総
裁 

川 

本 

裕 

子 

人
事
院
規
則
一
六―

〇―
七
九 

人
事
院
規
則
一
六―

〇
（
職
員
の
災
害
補
償
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則 

人
事
院
規
則
一
六―

〇
（
職
員
の
災
害
補
償
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
a
 

 

（
通
勤
手
当
） 

第
八
条
の
二 

職
員
が
、
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
期
間
の
各
月
に
お
け
る
通
勤
に
つ
い
て
、
当
該
各

（
通
勤
手
当
） 

第
八
条
の
二 

職
員
が
、
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
期
間
の
各
月
に
お
け
る
通
勤
に
つ
い
て
、
当
該
各



月
に
普
通
交
通
機
関
等
（
規
則
九―

二
四
（
通
勤
手

当
）
第
六
条
に
規
定
す
る
普
通
交
通
機
関
等
を
い

う
。
）
、
自
動
車
等
、
新
幹
線
鉄
道
等
若
し
く
は
駐
車

場
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
た
場
合
又
は
当

該
各
月
に
当
該
通
勤
手
当
の
支
給
日
（
同
規
則
第
十
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い
場
合
で
当
該
各
月
前
の
直

近
の
当
該
通
勤
手
当
の
支
給
日
が
あ
る
月
に
当
該
通
勤

手
当
の
支
給
を
受
け
た
と
き
（
当
該
通
勤
手
当
に
つ
い

て
当
該
各
月
の
前
月
ま
で
に
事
由
発
生
月
（
同
規
則
第

二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
由
発
生
月

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と

き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
各
月
又
は
当
該
支
給
日
が
あ

月
に
普
通
交
通
機
関
等
（
規
則
九―

二
四
（
通
勤
手

当
）
第
六
条
に
規
定
す
る
普
通
交
通
機
関
等
を
い

う
。
）
、
自
動
車
等
若
し
く
は
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る

通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
た
場
合
又
は
当
該
各
月
に
当

該
通
勤
手
当
の
支
給
日
（
同
規
則
第
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
支
給
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
な
い
場
合
で
当
該
各
月
前
の
直
近
の
当
該
通

勤
手
当
の
支
給
日
が
あ
る
月
に
当
該
通
勤
手
当
の
支
給

を
受
け
た
と
き
（
当
該
通
勤
手
当
に
つ
い
て
当
該
各
月

の
前
月
ま
で
に
事
由
発
生
月
（
同
規
則
第
十
八
条
第
二

項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
由
発
生
月
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

は
、
当
該
各
月
又
は
当
該
支
給
日
が
あ
る
月
に
支
給
を



る
月
に
支
給
を
受
け
た
当
該
通
勤
手
当
の
額
を
そ
れ
ぞ

れ
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
等
（
同
規
則

第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
月
数
で
除
し

て
得
た
額
（
事
故
発
生
日
（
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原

因
で
あ
る
事
故
の
発
生
の
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病

の
発
生
が
確
定
し
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
属

す
る
月
の
前
月
ま
で
に
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
事
由
発

生
月
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
通
勤
手
当
の
額
か
ら
当
該

通
勤
手
当
に
係
る
同
規
則
第
二
十
一
条
第
二
項
に
定
め

る
額
を
減
じ
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
通
勤
手
当
に
係

る
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
初
の
月
か
ら
当
該
事
由

発
生
月
ま
で
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
）
の
当
該
各
月

受
け
た
当
該
通
勤
手
当
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
通
勤
手

当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
等
（
同
規
則
第
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
事

故
発
生
日
（
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故

の
発
生
の
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定

し
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月

ま
で
に
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
事
由
発
生
月
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
通
勤
手
当
の
額
か
ら
当
該
通
勤
手
当
に
係

る
同
規
則
第
十
八
条
第
二
項
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額

を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間

等
に
係
る
最
初
の
月
か
ら
当
該
事
由
発
生
月
ま
で
の
月

数
で
除
し
て
得
た
額
）
の
当
該
各
月
ご
と
の
合
計
額
の



ご
と
の
合
計
額
の
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

期
間
に
お
け
る
総
額
を
、
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
総

額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
通
勤
手
当
の
額
と
す
る
。 

（
平
均
給
与
額
の
計
算
の
特
例
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

第
十
三
条 

採
用
の
日
に
災
害
を
受
け
た
場
合
の
平
均
給

与
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。 

一 

給
与
法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
俸
給
表
の

適
用
を
受
け
る
職
員 

俸
給
の
月
額
、
第
二
種
初
任

給
調
整
手
当
の
月
額
、
扶
養
手
当
の
月
額
、
俸
給
及

び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
、

俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
研
究
員
調
整

補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
け
る
総

額
を
、
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
総
額
の
算
出
の
基
礎

と
な
る
通
勤
手
当
の
額
と
す
る
。 

（
平
均
給
与
額
の
計
算
の
特
例
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

第
十
三
条 

採
用
の
日
に
災
害
を
受
け
た
場
合
の
平
均
給

与
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。 

一 

給
与
法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
俸
給
表
の

適
用
を
受
け
る
職
員 

俸
給
の
月
額
、
扶
養
手
当
の

月
額
、
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
地
域

手
当
の
月
額
、
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す

る
研
究
員
調
整
手
当
の
月
額
並
び
に
特
地
勤
務
手
当



手
当
の
月
額
並
び
に
特
地
勤
務
手
当
（
給
与
法
第
十

四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
の
月
額
の
合

計
額
を
三
十
で
除
し
て
得
た
金
額 

二
・
三 

（
略
） 

（
給
与
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含

む
。
）
の
月
額
の
合
計
額
を
三
十
で
除
し
て
得
た
金

額 

二
・
三 

（
略
） 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
六―

二
（
在

外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
、
船
員
で
あ
る
職
員
等
に
係
る
災
害
補
償
の
特
例
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定

す
る
。 令

和
八
年
二
月
十
三
日 

人
事
院
総
裁 

川 

本 

裕 

子 

人
事
院
規
則
一
六―

二―

一
八 

人
事
院
規
則
一
六―

二
（
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
、
船
員
で
あ
る
職
員
等
に
係
る
災
害
補
償
の
特
例
）
の
一
部
を

改
正
す
る
人
事
院
規
則 

人
事
院
規
則
一
六―

二
（
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
、
船
員
で
あ
る
職
員
等
に
係
る
災
害
補
償
の
特
例
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
a
 

 



（
平
均
給
与
額
の
算
定
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

在
外
公
館
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
規
則
一
六

―

〇
第
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
及
び
補
償
を

行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る

職
員
に
つ
い
て
同
規
則
第
十
五
条
第
一
号
の
計
算
を
行

う
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
職
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
本
邦

（
給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
一
級
地
に

係
る
地
域
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
採
用
さ

れ
、
又
は
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
に
本
邦

に
お
い
て
勤
務
し
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
支
給
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
俸
給
の
月
額
、
第
二
種
初
任
給
調
整

（
平
均
給
与
額
の
算
定
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

在
外
公
館
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
規
則
一
六

―

〇
第
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
及
び
補
償
を

行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る

職
員
に
つ
い
て
同
規
則
第
十
五
条
第
一
号
の
計
算
を
行

う
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
職
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
本
邦

（
給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
一
級
地
に

係
る
地
域
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
採
用
さ

れ
、
又
は
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
に
本
邦

に
お
い
て
勤
務
し
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
支
給
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
俸
給
の
月
額
、
扶
養
手
当
の
月
額
並



手
当
の
月
額
、
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
俸
給
及
び
扶

養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
を
も
つ

て
、
規
則
一
六―

〇
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
給

与
と
す
る
。 

４ 

離
職
時
に
お
い
て
在
外
公
館
に
勤
務
し
て
い
た
職
員

に
つ
い
て
規
則
一
六―
〇
第
十
六
条
第
一
号
の
計
算
を

行
う
場
合
に
は
、
当
該
職
員
が
離
職
時
に
占
め
て
い
た

官
職
が
本
邦
に
所
在
す
る
官
署
に
置
か
れ
て
い
た
も
の

と
し
、
か
つ
、
当
該
官
職
に
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が

生
じ
た
日
ま
で
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た

場
合
に
お
い
て
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
の
月

額
、
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
、
扶
養
手
当
の

月
額
並
び
に
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
地

び
に
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
地
域
手
当

の
月
額
を
も
つ
て
、
規
則
一
六―

〇
第
十
三
条
第
一
号

に
規
定
す
る
給
与
と
す
る
。 

 

４ 

離
職
時
に
お
い
て
在
外
公
館
に
勤
務
し
て
い
た
職
員

に
つ
い
て
規
則
一
六―

〇
第
十
六
条
第
一
号
の
計
算
を

行
う
場
合
に
は
、
当
該
職
員
が
離
職
時
に
占
め
て
い
た

官
職
が
本
邦
に
所
在
す
る
官
署
に
置
か
れ
て
い
た
も
の

と
し
、
か
つ
、
当
該
官
職
に
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が

生
じ
た
日
ま
で
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た

場
合
に
お
い
て
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
の
月

額
、
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の

月
額
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
を
も
つ
て
、
同
規
則



域
手
当
の
月
額
を
も
つ
て
、
同
規
則
第
十
三
条
第
一
号

に
規
定
す
る
給
与
と
す
る
。 

第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
給
与
と
す
る
。 

 
 

附 
則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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人 事 院 会 議 決 定 

昭和４５年３月２４日 

 

人事院規則９―８第４９条に基づく人事院の承認について 

 

人事院は、人事院規則９―８第４９条の規定に基づく承認の取扱いについて次のとおり決定する。 

１ 事務総長は、次に掲げる事項について、自ら決定し、通知することができる。ただし、特に重要又

は異例な事項については、この限りでない。   

一 初任給基準を異にする異動若しくはこれに準ずる異動又は俸給表の適用を異にする異動をした

場合において、異動後の号俸が異動前の号俸を著しく下回ることとなり、又は部内の均衡を著しく

失することとなる者の当該異動後の号俸の決定について承認すること。 

二 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）の規定による免職処分（以下この号において「免職

処分」という。）が取り消された場合において、免職処分が取り消された日以後において再び勤務す

ることとなった日の号俸をその前日に受けていた号俸とすることが著しく不適当であると認めら

れる者の号俸の決定について承認すること。 

三 新たに職員となった者の号俸を決定するにあたり、経験年数換算表によりその者の有する最も新

しい学歴免許等の資格を取得した時（当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合

にあっては、その資格を取得した時）以後の年数を換算する際の換算率を変更した場合において、

当該変更前に新たに職員となった者が初任給として受ける号俸が、当該変更以後に新たに職員とな

った者が初任給として受ける号俸を下回ることとなり、人事管理上支障があると認められるときに、

当該変更前に新たに職員となった者の受ける号俸の決定について承認すること。 

２ 給与局長は、前項各号に掲げる事項のうち、先例に従って判断することができるものについて、自

ら決定し、事務総長の名で通知することができる。ただし、事務総長が自ら決定する必要があるもの



として指定する場合は、この限りでない。 

３ 給与第二課長は、前項本文に規定する事項のうち、定型的かつ軽易なものについて、自ら決定し、

事務総長の名で通知することができる。ただし、給与局長が自ら決定する必要があるものとして指定

する場合は、この限りでない。 

４ 事務総長、給与局長及び給与第二課長は、前３項の規定に基づき処理した事項に関して、適時人事

院に報告しなければならない。 



                                                       

人 事 院 会 議 決 定 

令和８年２月１２日  

 

 

特地官署等の指定基準 

 

 

Ⅰ 特地官署の指定基準 

 

  特地官署の指定は、次の基準による。 

 

１ 本土に所在する官署 

 (1) 本土*１に所在する官署の級別区分は、官署と最寄りの人口集中地

区又は準人口集中地区*２（以下「人口集中地区等」という。）との

間における所要時間に応じて次の表に定める区分とする。ただし、

公共施設等が近隣に所在する官署*３は、特地官署として指定しない。 

(2) 官署と人口集中地区等との間の所要時間は、これらの間の距離*４

に基づき、電子地図を用いて算出したものとする。 

(3) 道路を利用することが困難な場合その他特別の事情があると認め

られる場合には、当該事情、近隣官署の級別区分の状況等を勘案し

た級別区分とする。 

(4) 本基準により級別区分を決定した結果、級別区分が現行よりも引

下げとなる場合には、激変緩和のための措置として、引下げは１級

下位の区分までとする。この際、１級地から非支給地に引下げとな

る場合については、準特地とする。（離島に所在する官署において

も同じ。） 

官署と最寄りの人口

集中地区等との間に

おける所要時間 

級  別  区  分 

 120 分以上 ３級地 
宿舎 *５と最寄りの人口集中地区等との間にお

ける所要時間が 120 分以上の場合には４級地 

 90分以上 120分未満 ２級地 
宿舎と最寄りの人口集中地区等との間におけ

る所要時間が 90 分以上の場合には３級地 



 60 分以上 90 分未満 １級地 
宿舎と最寄りの人口集中地区等との間におけ

る所要時間が 60 分以上の場合には２級地 

 備考 

   寒冷地域に所在する官署*６については、冬期（11 月から３月まで）に限

り、所要時間に１.２を乗じて得た時間を所要時間とみなしてこの表を適用

する。 

 【用語の意味】 

 ＊１ 「本土」とは、北海道、本州、四国、九州又は沖縄の本島及びそれらと架橋されている島
をいう。 

 ＊２ 「人口集中地区又は準人口集中地区」とは、国勢調査により設定された人口集中地区又は
準人口集中地区をいう。 

 ＊３ 「公共施設等が近隣に所在する官署」とは、官署と小学校、中学校、郵便局、市役所又は
町村役場、病院、金融機関及びスーパーマーケットとの間のそれぞれの距離の平均が２km 未
満である官署をいう。 

 ＊４ 「距離」は、官署と人口集中地区等の外縁までの間の自動車により一般に利用しうる最短
の経路の長さによる。 

 ＊５ 「宿舎」とは、最も多くの職員が居住する宿舎（居住者数が同数である場合には、最も官
署に近い宿舎）をいう。宿舎に係る所要時間の算出は、官署に係る所要時間の算出の例によ
る。 

 ＊６ 「寒冷地域に所在する官署」とは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和 24 年法律
第 200 号)第１条第１号に規定する地域に所在する官署及び同条第２号に規定する内閣総理
大臣が定める官署をいう。 



２ 離島に所在する官署 

  (1) 離島*１に所在する官署の級別区分は、離島の連絡港*２と本土の間

の距離及び月間航行回数*３に応じて次の表に定める区分とする。 

  (2) 官署と島の中心的な地区との間における所要時間*４が30分以上で

ある場合その他特別の事情があると認められる場合には、１級上位

の級別区分とする。 

        距 離 

月間航行回数 
300km 以上 

90km 以上 

300km 未満 
90km 未満 

30 回未満 

 
６級地 ５級地 ４級地 

30 回以上 

90 回未満 
５級地 ４級地 ３級地 

90 回以上 

240 回未満 
４級地 ３級地 ２級地 

240 回以上 

360 回未満 
３級地 ２級地 １級地 

 備考 次に掲げる場合は１級下位の級別区分（１級地にあっては準特地）と

する。 

  一 島内に人口集中地区等が設定（人口３万人以上の市町村に設定されて

いるものに限る。）されているとき。 

  二 所要時間が 60分未満で東京都(島しょ部を除く｡)に連絡する定期便が

あるとき*５。 

 【用語の意味】 

 ＊１ 「離島」とは、「本土」以外の島をいう。 
 ＊２ 「連絡港」とは、官署所在の離島に所在する港で、本土との間を連絡する最も主要な船便

の入出港をいう。 
 ＊３ 「航行回数」とは、定期船便の往復航行回数、定期高速船便の往復航行回数の２分の１及

び定期航空便の往復運行回数の４分の１を合計した回数とする。なお、本土との間に定期便
がないため、又はその便数が僅かであるため、他の離島を経由して本土へ航行するのが通常
である離島の航行回数は、当該経由する他の離島と同様とする。 

 ＊４ 所要時間の算出は、本土に所在する官署に係る所要時間の算出の例による。 
 ＊５ 当該定期便が月間 30 往復未満である場合を除く。 

 

Ⅱ 準特地官署の指定基準 

 

  本土における準特地官署の指定は、官署と最寄りの人口集中地区等

との間における所要時間が 40 分以上であることを基本とし、宿舎の所



在地の状況、道路を利用することが困難な場合その他特別の事情を勘

案し、決定する。 

  また、離島における準特地官署の指定については、Ⅰの２の表の備

考に掲げる官署のほか、離島の連絡港と本土の間の月間航行回数が

360 回以上の離島に所在する官署のうちⅠの２(2)に掲げる場合と同

様の事情にある官署とする。 

 

Ⅲ 適用日 

 

  この基準は、令和８年４月１日以降に施行される特地官署等の指定

から適用する。 
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